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第19 承認第 ５号 専決処分の承認を求めることについて（令和５年度与論町一

般会計補正予算（第５号）） 
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出決算認定について 

第25 認定第 ３号 令和４年度与論町と畜場特別会計歳入歳出決算認定について 

第26 認定第 ４号 令和４年度与論町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認
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２ 出席議員（１０人） 

  １番 吉 田   剛 君      ２番 南   有 隆 君 

  ３番 林   敏 治 君      ４番 林   隆 壽 君 

  ５番 喜 山 康 三 君      ６番 福 地 元一郎 君 

  ７番 大 田 英 勝 君      ８番 野 口 靖 夫 君 

  ９番 原   栄 徳 君     １０番 沖 野 一 雄 君 
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町民生活課長 龍 野 勝 志 君  健康長寿課長 林   末 美 君 

産 業 課 長 堀 田 哲 也 君  耕 地 課 長 竹 村 栄 作 君 
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教育委員会事務局長 川 上 嘉 久 君  茶花こども園長 富   千加代 君 

児童発達支援センター副所長 川 北 英 代 君 

 

５ 議会事務局職員出席者（２人） 

事 務 局 長 町   健司郎 君  書    記 池 田 レ ミ 君 
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開会 午前９時２８分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（沖野一雄君） ただいまから令和５年第３回与論町議会定例会を開会いたしま

す。 

これから、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 議席の指定 

○議長（沖野一雄君） 日程第１、吉田剛君の議席の指定を行います。 

今回当選されました吉田剛君の議席は、会議規則第４条第２項の規定によって、

１番に指定します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 議席の一部変更 

○議長（沖野一雄君） 日程第２、議席の一部変更を行います。 

今回新たに当選された吉田剛君の議席及び議長、副議長の選挙に伴い、会議規則

第４条の３項の規定によって、南有隆君の議席を２番、原栄徳君の議席を９番、沖

野一雄君の議席を１０番に、それぞれ変更します。 

変更した議席はお手元に配りました議席表のとおりです。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 会議録署名議員の指名 

○議長（沖野一雄君） 日程第３、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、１番吉田剛君、６番福地元一郎君を指名いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 会期の決定 

○議長（沖野一雄君） 日程第４、会期の決定の件を議題にします。 

お諮りします。本定例会の会期は、本日から１０月１２日までの１５日間にした

いと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、会期は、本日から１０月１２日までの１５日間に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 諸般の報告 

○議長（沖野一雄君） 日程第５、諸般の報告を行います。 

報告事項につきましては、印刷して配付してありますが、その概要につきまして
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は、事務局長に朗読させます。 

なお、本会議に提出されました請願・陳情につきましては、請願・陳情文書表の

とおり、関係常任委員会で審査をお願いします。 

事務局長。 

○議会事務局長（町 健司郎君） 諸般の報告をいたします。 

町長から令和４年度与論町健全化判断比率の報告、令和４年度与論町公営企業資

金不足比率の報告、与論空港株式会社の事業計画及び決算に関する書類の提出があ

り、町監査委員から令和５年８月分の例月現金出納検査結果報告書が提出されてい

ますが、その写し（出納検査結果報告書については一部の写し）を配付してありま

すので、御一読ください。 

なお、閉会中における町外での会議・活動等については、次のとおりです。下の

表を御確認ください。 

また、議会だよりについては、６月の定例会の内容を特集した「よろんちょう議

会だより第１４８号」を全世帯及び関係機関等に配布してありますが、編集作業に

当たった広報委員をはじめ、御協力いただきました関係者の皆様に感謝申し上げま

す。 

以上で報告を終わります。 

○議長（沖野一雄君） これで諸般の報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第６ 所信表明 

○議長（沖野一雄君） 日程第６、所信表明を行います。 

町長から所信表明の申出がありました。これを許します。 

町長、田畑克夫君。 

○町長（田畑克夫君） おはようございます。 

所信表明。本日ここに、令和５年与論町議会第３回定例会が開会されるに当た

り、議会の皆様、傍聴にお越しいただきました皆様、そしてインターネット中継に

て本議会を御覧いただいています皆様に対し、私の所信の一端を申し述べる機会を

いただきましたことに、心から感謝を申し上げます。 

私は、去る９月３日に行われました与論町長選挙において、多くの町民の方々か

らの御支援と負託を賜り、与論町長の職を務めさせていただくこととなりました。 

私は与論町の少子高齢化の現状をはじめとした、地域社会が直面している課題に

大きな危機感を抱き、何とかこの与論島を未来を生きる世代により良い形で残した

い、そのために人々がお互いに力を合わせながら、大きくチャレンジできる島づく

りの一助になれればとの強い思いから、政治や行政職の経験を持たないままに町長
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として町政の運営に携わることを志しました。 

そのような大きな挑戦へと踏み出した私に、ありがたくも島内外の大変多くの皆

様から温かい御支援や御指導をいただきました。その多くの支援のもと、選挙とい

う厳正なる審判を経て、本日このように皆様の前に立ち、この与論島に関わる全て

の方へ向けて、私の想いをお伝えできることを誠に光栄に存じますとともに、町長

としての大きな職責を負託されていることに、改めて身の引き締まる思いを感じて

います。 

町長として皆様へ所信を述べるに当たり、最初に申し上げます。 

私、田畑克夫は、与論町の発展と次世代への希望を築くために、町長としての責

任を全うするべく、全身全霊をあげて職務に取り組むことを、全ての皆様に固くお

誓い申し上げます。 

私たちのふるさと与論町が直面しているのは、担い手の不足による産業の衰退や

社会機能の低下、この島にしかない環境や文化の消滅の危機など、進行する少子高

齢化を共通の背景とする深刻な課題が多く存在している現状です。 

少子化の状況について統計を紐解きますと、本町の出生者数は２０１２年度の５

１人から２０２２年は２８人と、この１０年間で４５％減少しています。総人口や

若年人口、就業者人口は一貫して減少の一途を辿っています。これら出生数及び若

年世代の人口減少は、この島の暮らしの存続を直接的に脅かす重要な問題であると

ともに、我が国の離島や中山間地などの各地で進行する過疎化の要因として、国の

政策においてもその対応が重要性を増している深刻な課題です。 

こうした少子高齢化・人口減少対策を、各地の事例や国・県の施策動向も十分に

収集・検討の上、現在の与論町が置かれている状況に即した最適な対策を講じてい

く必要があります。そのために、官民の別を問わず、新しい感性や大胆な発想、ア

イデアを積極的に取り入れ、多くの皆様の優れた知恵や情報、技術を集約し、課題

解決に向けたチャレンジの果敢な展開により、直面する危機的な現状を乗り越え、

未来にわたって成長を続ける活力に満ちた島の実現が、私のビジョンです。 

このビジョン実現に向けた私の町政運営における基本理念は、「想いどぅ力 み

んなが輝く島づくり」です。社会情勢や価値観が激しく変動する今日にあって、こ

の小さな与論島の未来へ向けたチャレンジを進めようとするとき、「島に対岸は無

い」と私は考えます。島での暮らしに関わる問題を「対岸の火事」と決め込み、無

関心な態度を貫くのではなく、今を生きる私たち全てが自分ごととして受け止め、

お互いが持つ島への想いや提案・要望に耳を傾け合いながら、より良い与論の未来

へ向けた取り組みを選択し実践していく必要があると思います。 

そのために、私自身が率先して住民の皆様お一人お一人の立場から見える御要望
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や思いに寄り添いながら、幾度も対話を重ね、全ての皆様が主役として本町の未来

に向けて大きくチャレンジを続ける島づくりを行います。 

また、政策は役場職員の手の中にあると私は考えています。私にバトンを託され

た山元宗前町長が、任期中を通じて心血を注がれた「信頼される役場」・「親しま

れる役場」・「期待される役場」づくりを継承し、職員全員が主体として機能する

環境の維持に努めます。 

加えて、近年の各自治体における多様な事例を参考にしながら、職員が各自の経

験や技能を最大限発揮し、やりがいを持って業務に取り組む中で、地域の持続的な

発展を担う人材として成長できる環境の創出を目指します。そのために、職員の構

成及び業務の見直し、並びに人材の確保・育成の強化を行い、より一層島づくりへ

の活力に満ちた役場となるよう、職員一人一人の想いを大事にしながら、行政の環

境づくりに取り組んでまいります。 

折しも今年は、与論町の町制施行６０周年の節目の年でもあります。町制の施行

以前、明治６年に初代戸長に就任された鶴政信氏から山元宗前町長まで、２７代に

わたる戸長・村長・町長によって連綿と受け継がれたこの島の自治と発展の歴史、

そして先週末の任期満了まで粉骨砕身、町政運営の先頭に立ち御尽力されました、

山元宗前町長の２期８年間の御功績を受け継ぐとともに、未来へ向けて本町が更な

る発展を遂げるべく、山町政のもと、策定されました与論町第６次総合振興計画を

引き続き踏襲し、私のもとにおいて町民の皆様との対話や協働をより促進する形

で、町行政の推進に当たりたいと考えています。 

第６次総合振興計画を基本として、私が任期中に取り組む政策の基本的な方向性

については、次の３点を大きな柱として各施策の推進に当たりたいと考えていま

す。 

第１点目は、「未来へ繋ぐ：１０年後、飛躍する島づくり」、第２点目が「今を

豊かに：安心して暮らせる仕組みづくり」、第３点目が「宝を守る：ここにしかな

い伝統と自然を次世代に繋ぐ地域づくり」です。 

本所信においては、総合振興計画に対応した各論の全容までの御紹介は致しかね

ますため、各項目の政策の概要について簡潔に御説明させていただきます。 

基本方針の１点目「未来へ繋ぐ：１０年後、飛躍する島づくり」においては、ま

ず喫緊の課題である出生数の増加に向けた対策として、出産及び子育て応援施策の

強化に取り組みます。子育て分野においては、従来から子育て支援金や、島外出産

に係る妊産婦の出産待機に対する補助等の施策が実施されていますが、それらに加

え、当事者である子育て世帯や医療・児童福祉分野の従事者などと連携した施策

ニーズの検討を行い、与論島での子育てを地理的・社会的なハンディキャップによ



 

（12） 

る負担と捉えず、前向きに受け止めることが可能な環境づくりに取り組みます。 

そのために、官民を横断し、民間と連携した臨機応変な支援体制の検討や男性の

子育てへの参加の促進、家庭の経済状況による格差解消を図る施策づくりにも取り

組んでまいります。 

次に、地域の魅力や特色を活かした教育の推進により、未来を担う人材育成を行

います。この島に生まれた子供たちが、こども園から小中高まで一貫した教育体制

の中で、地域を支える次世代人材として広く活躍できるよう、従来の海洋教育にお

いて取り組まれてきたプログラムの更なる強化と地域との連携を推進するととも

に、子供たちの非認知能力を伸ばす教育、教育カリキュラムの魅力化、充実して学

べる施設整備の検討など、本町の教育環境の更なる拡充に重点的に取り組んでまい

ります。 

基本方針の２点目「今を豊かに：安心して暮らせる仕組みづくり」においては、

私のこれまでの商工・観光分野での経験を活かし、まず「持続的に稼ぐ島づくり」

に取り組みます。 

農水産業分野における取り組みとして、地元の農水産物を使った一次産品加工や

商品開発を推進し、未利用資源の活用を図るとともに、島内産品の購買促進による

自給率の向上及び域内経済の循環を図り、町民の収益向上と特産品開発による魅力

ある地域づくりを図るため、農商工連携をはじめとした施策をより強力に推し進め

てまいります。 

観光分野においては、令和３年度に策定された「与論町観光振興計画」に即し、

従来の観光形態によらない視点からの新たな観光資源の創出に加え、地域がイニシ

アチブをとり、島内の自然環境や生活文化の保全を図ることで、過度な観光消費に

よる地域の荒廃を回避し、来訪客と住民との対等な交流を通じた持続可能な観光地

域づくりの推進に取り組みます。 

次に、高齢者が安心できるコミュニティづくりを進めます。 

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、介護や介護予防、生

活支援等を包括的に提供する「地域包括ケアシステム」の構築を図るとともに、全

ての町民が年齢や疾病、障害の有無等の違いにかかわらず安心して暮らし、元気に

活躍できる生活環境の実現を目指します。 

あわせて、医療・介護分野における専門人材は、地域における安心した暮らしの

持続にとって重要な存在であることから、大学等の高等教育機関や島内外の医療機

関及び支援団体と連携し、島外からの専門人材の招聘及び島内における人材育成に

取り組みます。 

３番目に「暮らしを守る対策」として、ＩＴ化・災害対策・住居問題の解決な
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ど、島の暮らしを守るための対策を進めます。 

官民双方の分野における時代の潮流への的確な対応を図るため、デジタル技術を

活用した業務の大胆な見直しの推進に取り組むほか、災害対策においては台風災害

にとどまらず、地震・津波災害等多様な災害に対応するための定期的な与論町地域

防災計画の見直しや、集落単位での自主防災組織の活性化に向けた支援を消防署・

消防団と連携し展開してまいります。 

また、住宅政策については与論町住生活基本計画に沿って、公共・民間セクター

による賃貸住宅施設の整備について、与論町の財政状況や各施設の更新予定等も鑑

みつつ、今後の需要の推移や民間事業者の住宅整備への参入の動向を注視し、最適

な規模と手法による住宅の供給が行われるよう、各分野の事業者や町民の皆様の意

見を収集し、対策の検討を行ってまいります。 

４番目に、与論町の航路・航空路輸送に係る欠航・抜港・条件付運航への対策に

ついてです。 

御承知のとおり、与論町における航路・航空路輸送は、外海離島である与論町の

社会経済活動を支える生活路線として重要な役割を担っています。特に、航路輸送

における欠航・抜港・条件付運航の軽減は、先の町長選挙に先立つ政策発表会にお

いても議題に上がるなど、多くの方が関心を寄せており、この島に暮らす全ての

方々が当事者となる課題として、その対策の重要性は大変大きいと認識していま

す。 

そのため、航路輸送における欠航・抜港・条件付運航の対策については、すべか

らく町民の皆様に課題解決に向けて御参画をいただきながら、幅広い御理解を得ら

れる形での実施が必要であると考えます。 

この考えのもと、航路・航空路輸送における定常運航の向上に向けた対策につい

ては、まず町民の皆様の御意見を幅広く伺いながら、施設管理者である鹿児島県及

び関係する中央省庁、並びに輸送事業者等と引き続き連携し、問題の背景にある要

因の精査や、航路・航空路それぞれの分野における対策に取り組んでまいります。 

基本方針の３点目「宝を守る：ここにしかない伝統と自然を次世代に繋ぐ地域づ

くり」においては、世界の中でこの与論にしか存在しない美しい自然環境や特色あ

る生活様式、言語や文化などさまざまな宝を守り、しっかりと磨いて未来へと受け

継ぐ島づくりを行います。 

まず、現在よりも美しい島が未来へ残せるよう、この島の陸域・海域にわたる自

然環境の一体的な保全について、効果ある施策の検討と実践に取り組んでまいりま

す。そのために、一般廃棄物の削減及び再利用の更なる促進や産業廃棄物の処理の

適正化、森林の伐採、海洋環境の汚染防止など、私たちの小さな島における貴重な
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自然環境をしっかり守っていけるよう、必要な施策を展開します。 

あわせて島内における一次産業の生産活動と環境保全の両立を図るため、サンゴ

礁保全をはじめとする海洋資源の保護及び農畜産業における廃棄物処理の適正化対

策など、環境保全型の産業活動への転換を支援してまいります。 

次に、伝統文化の継承について、より重点的に取り組んでまいります。ユンヌフ

トゥバは先人から受け継がれたこの島のかけがえのない財産の１つです。この言語

を活きた財産として後世に遺していくために、実用的な形での継承に寄与する人材

育成と環境づくりに取り組みます。この取り組みにも、財産を受け継ぐ当事者とし

て広い世代の町民の皆様の御参画が必要不可欠です。多くの皆様との島の今昔に関

するムヌガッタイを交わさせていただきながら、ユンヌフトゥバや豊かな生活文化

のバトンをつなぐ継承事業に取り組んでまいりたいと考えています。 

また、近年与論城跡の学術的な調査・研究が進んでおり、琉球王朝時代やそれ以

前からの与論島と沖縄との歴史的交流など、この小さな与論島における人々の暮ら

しについても、新たな事実が判明してきています。これらの成果を、私たちの島を

より深く知る道標として、島内外の皆様へ共有しつつ、後世へ受け継ぐ財産として

保管していくほか、教育や観光等の分野とも連携した新たな資源としての活用にも

取り組んでまいります。 

以上、私の町政運営に係る政策の概要について述べさせていただきました。 

本所信において申し上げましたとおり、私の任期における町政運営の基本方針と

いたしましては、山町政下において策定されました第６次総合振興計画を基本とし

つつ、より町民との対話を重ねることを通じ、官民の別や年齢、性別等あらゆる立

場の違いを越えて皆様の意見や志を重ね、「想いどぅ力」の理念のもとに「オール

与論」として手を携え、共に未来へ大きくチャレンジし続ける島となることを目指

したいと考えています。 

私たちの与論町は、激動する変化期の中にあって多くの課題に直面しています

が、これまでも島の存続が危ぶまれるような幾多の災厄や危機にあっても、この小

さな島の先人たちはその都度お互いの力を合わせ、一丸となって島の未来を切り開

く大きな決断と挑戦を重ね、今日までこの島の暮らしをつないできた歴史がありま

す。 

その末端に連なる今、未来への大きなチャレンジに挑もうとする場にあって、私

は、この島に暮らす人々の未来を切り拓く力をあくまで信じてやみません。そし

て、私は皆様の島への想いを丁寧に伺い、意見を交わし、志を重ね合わせることを

通じ、皆様の想いを力として未来へ向けた豊かな島づくりに邁進してまいる所存で

す。 
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どうか皆様、この島の幸せのために、皆様から寄せられる声を聞き、町政運営の

改善を常に積み重ねながら、未来へ向けた挑戦を進めていく所存ですので、職員を

はじめ町民、事業者の皆様など、総力戦で共に取り組んでまいりましょう。 

地域課題の解決達成に向けては、二元代表制の一翼を担う議会の皆様の御協力が

何より必要です。与論町の行政執行の最高責任者として、皆様からの厳正なる審査

をいただくとともに、より良い島づくりのために無私の心を同じくする議員各位

と、町民の皆様の前で議論を重ねながら、一つずつ実行してまいりたいと存じます

ので、何とぞ御指導と御鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

結びに、本所信において、私は今一度開かれた町政における対話と協働を重視し

たまちづくりを進めることを皆様にお約束いたします。 

私自身、もとより微力な一人の島民です。島づくりは町長一人の権力を以てして

結実するものではなく、島民全員が各々の多彩な力を持ちより結集することで、こ

の島の未来を切り拓いていくものであると考えています。 

今後の町政運営においては、若年世代の意見やアイデアを積極的に取り入れ、先

輩方の助言もいただきつつ、ワンチームとして知恵を出し合い、実効性ある各施策

を迅速かつ果断に展開することにより、与論町発展の新たな地平を切り拓く４年間

となるよう、精一杯努力してまいります。 

皆様の御理解と御支援をお願い申し上げ、私の所信表明とさせていただきます。

誠にありがとうございました。 

○議長（沖野一雄君） これで所信表明は終わりました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第７ 議案第４１号 与論町衛生処理センターの設置及び管理に関する条例 

○議長（沖野一雄君） 日程第７、議案第４１号「与論町衛生処理センターの設置及び

管理に関する条例」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 議案第４１号、与論町衛生処理センターの設置及び管理に関す

る条例について提案理由を申し上げます。 

与論町衛生処理センターの設置に伴い、与論町衛生処理センターの設置及び管理

に関する条例が必要となるため、本条例を制定するものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第４１号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４１号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第４１号、与論町衛生処理センターの設置及び管理に関する条例

を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４１号、与論町衛生処理センターの設置及び管理に関する条

例は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第８ 議案第４２号 与論町墓地条例の一部を改正する条例 

○議長（沖野一雄君） 日程第８、議案第４２号「与論町墓地条例の一部を改正する条

例」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 議案第４２号、与論町墓地条例の一部を改正する条例について

提案理由を申し上げます。 

この条例は、ハキビナ墓地及び城墓地内の町有地部分について、与論町墓地条例

（令和５年条例第１３号）を適用し、当該墓地の適性管理を推進することを目的と

するものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 
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５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） これは以前にも、個人の土地が一緒に管理されることになるの

かということで質問したことがあるのですが、今回示された中には、ハキビナも城

も全部個人の土地が墓地に入っていますが、これは取り扱いはどうなっています

か。 

○議長（沖野一雄君） 龍野町民生活課長。 

○町民生活課長（龍野勝志君） お答えします。 

ハキビナ墓地それから城墓地につきましては、まだ個人名義の土地が残っていま

す。そちらの部分については、今後個人名義から町の方に移転登記を進める作業を

行いまして、この墓地条例を適用していくということです。今回の条例につきまし

ては、ハキビナ墓地のある程度まとまった部分の区域が町有地としてあります。そ

れから城墓地についても、ある程度まとまった部分の町有地部分があります。そう

いう中で、そのまとまった部分の町有地については、この墓地条例を適用して適正

管理を図っていってもいいのではないかということで、提案をさせていただいてい

ます。そのハキビナ墓地の町有地の部分の一部分の墓地の区画の中には、結構荒れ

果てた墓地とか、草がもう生えてちょっと管理が行き届いていない墓地とか区画と

か、そういった中にはモクマオウがこの区画から生えて、隣のお墓の所有者に

ちょっと迷惑をかけているとか、そういった事情がありまして、ある程度まとまっ

た区画なのでそこは町の墓地として管理がこれからできますので、そういったとこ

ろでその墓地の適正管理を進めていく。また、中にはその区画を予備的に持ってい

る方々がたくさんいまして、すでにお墓は持っているのですが、例えば自分の子供

とか、そういった方々がお墓を持つときに、その墓地を前もって買って、そういう

区画を所有しているという形態が多々見られまして、そういったところが、得てし

て墓地を所有していること自体がちょっと記憶が薄れて管理が行き届いていないと

か、そういったところでそういう墓地が見受けられますので、その辺のところもそ

の墓地条例を被せることによって、もうその区画が今後使用する必要がないとか、

そういったときには墓地の返還をできるようにするとか、またそこを新しい使用者

に提供するとか、そういったことがこの墓地条例を被せることによって可能となり

ますので、町有地になっているその一部分ですが、そこのところについてはハキビ

ナ墓地、城墓地、そこもこの墓地条例を適用してまいりたいということで提案させ

ていただいています。以上です。 

○議長（沖野一雄君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） こういう個人の土地も入ったりとか、公有地も入ったりとかし

て、そして今また共同墓地の計画とかもいろいろあって、いわゆるその海岸辺りの
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土地の利用のあり方とか、整地の管理のあり方というのは一貫性がないのですよ。

それでハキビナにしても前浜にしても、以前はいわゆる防潮林みたいにモクマオウ

がいっぱいあったけど、全部伐採していますよね。だからこういう海浜地の管理の

あり方、それについても、もうちょっといろいろな形で検討する必要はないか。何

ゆえにその墓地条例を急いでやるのか、その意味がわからないんですよ。そして、

そのハキビナ墓地でも公有地と個人の土地があって、それがあやふやで、そうやっ

て議会に出された資料も地籍図があるわけじゃない。どこにどういう配置があると

か丁寧な説明もない。これで審議するということは無理な話です。ちょっと藪から

棒にこういうことは、今後のその今の景観条例にも取り組んでいるでしょう。島の

全体の景観の問題、いわゆる背後地の農地の防潮のこと。さまざまなことを勘案し

ながらこの墓地指定はしないと、逆に今からこれを淘汰して整理するべきではない

のかと、私は逆にそう思いますけど、町長いかがですか。 

○議長（沖野一雄君） 久留副町長。 

○副町長（久留満博君） 今、喜山議員からおっしゃられることもよくわかります。し

かし、今後墓地を整備する方々、あるいは新たに墓地を求める必要な方々がおられ

ますので、こういった条例で、町でこの区域を決めることによって、その墓地の適

正な管理が進めていけるというふうには思っています。先ほどおっしゃった防災の

面からの植栽とか、そういったものにつきましては、そこの利用されている皆さ

ん、あるいはそこの地域の皆さん方と話し合いもしながら進めてまいりたいと思い

ます。今後、共同墓地の建設についても何回か話も出ていますので、その方向性と

既存の墓地の管理についてをあわせて、考えてまいりたいというふうに思っていま

す。以上です。 

○議長（沖野一雄君） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第４２号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４２号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（沖野一雄君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第４２号、与論町墓地条例の一部を改正する条例を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４２号、与論町墓地条例の一部を改正する条例は、原案のと

おり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第９ 議案第４３号 与論町空家等の適正管理に関する条例の一部を改正する条

例 

○議長（沖野一雄君） 日程第９、議案第４３号「与論町空家等の適正管理に関する条

例の一部を改正する条例」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 議案第４３号、与論町空家等の適正管理に関する条例の一部を

改正する条例について提案理由を申し上げます。 

本条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）

の一部を改正する法律の成立に伴い、所要の改正をするものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） 与論町にこの条例が適用されるような空き家の状況は調査され

ていますか。どういう状況にあるかと、いかがですか。 

○議長（沖野一雄君） 裾分建設課長。 

○建設課長（裾分望嗣君） お答え申し上げます。 

与論町には今、空き家の対策としていろいろサブリース、あと特定空家、去年与

論町特定空家に関する策定をしまして、空家等対策基本計画というのを策定しまし

て、去年壊すべきところは壊し、またサブリースしていくところはサブリースして

いくような感じで、今空き家の適正な管理に努めようとしています。その中での条

例で、国の特措法が今までの１６条から３０条まで大幅に改正されたので、その中

で与論町の条例もそれに則した改正となっています。今、空き家の状況も調べたり

して、ほとんどは与論町で１回地主さんと交渉をして、借り上げて、次の人に貸す
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という事業と、またちょっと違う民間団体の方で、自分たちでちょっとしたＤＩＹ

をして貸していくという状況で、今空き家対策は進めています。 

○議長（沖野一雄君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） この条例ができてからどのような実績があるか概要について、

何件あって予算的にどういう使われ方をしたか。わかっている分で結構です。 

○議長（沖野一雄君） 裾分建設課長。 

○建設課長（裾分望嗣君） サブリースについては、今１件やっています。それの改修

費用で大体４００万円ぐらいをあれしています。特定空家といういろいろな弁護士

さんとか宅建さん、建築士さん、そういういろいろな町長をはじめとして、特定空

家というこれは壊さなければいけないという物件がありまして、空港の近くの皆さ

んもわかっている物件だと思うのですが、そちらの方がちょっと道路側の方に倒れ

かけてきていて、そちらを壊して今整備をしているのが１件。あと民間の方でサブ

リースとしてやられているのが１件です。あとその民間の方は、またもう１件今年

中に募集できればなというのが１件あります。以上です。 

○議長（沖野一雄君） ほかに質疑はありませんか。 

２番、南有隆君。 

○２番（南 有隆君） 私は、町のホームページにある空き家ラボを毎日見ているので

すが、なかなか情報が更新されていないというのと、なかなか空家等対策協議会と

かあまみ空き家ラボという調査会社があって、いろいろな情報が出ていると思うの

ですが、そういった情報もホームページに載せるべきだと思いますがいかがです

か。 

○議長（沖野一雄君） 裾分建設課長。 

○建設課長（裾分望嗣君） お答えいたします。 

平成２７年だったか１回調査はしていますが、その調査したときに、家主さんの

方にその情報を公開していいのかどうかというところまでは行き届いてなくて、情

報公開というのがその家主さんと話をして、情報公開をしていいもいいですよとい

うことを得られてからの情報公開になると思います。また、情報公開はやはり個人

情報という観点から、なかなか進んでいかない状況ではあります。 

○議長（沖野一雄君） ２番、南有隆君。 

○２番（南 有隆君） それと町と民間がお互い情報を共有して、話し合いする場も必

要だと思いますがいかがですか。 

○議長（沖野一雄君） 裾分建設課長。 

○建設課長（裾分望嗣君） それはですね、月１回ぐらいその民間のスマイルプロジェ

クトというのですが、そのスマイルプロジェクト、あと総務企画課、建設課、また
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その担当、担当の方で毎月情報共有をしながら、また一緒に民間が進めるようなと

ころの片づけをしたり、そういうまた自分が行って、技術的なところはこうしたほ

うがいいよというところの指導まで民間と一緒にやって、次の空き家の活用の方を

進めています。 

○議長（沖野一雄君） ２番、南有隆君。 

○２番（南 有隆君） わかりました。それでは公開できる情報は、最新のものをなる

べく素早く町のホームページの方に載せるように、よろしくお願いいたします。以

上です。 

○議長（沖野一雄君） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第４３号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４３号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第４３号、与論町空家等の適正管理に関する条例の一部を改正す

る条例を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４３号、与論町空家等の適正管理に関する条例の一部を改正

する条例は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１０ 議案第４４号 与論町光ブロードバンド・サービス設置条例を廃止する

条例 

○議長（沖野一雄君） 日程第１０、議案第４４号「与論町光ブロードバンド・サービ

ス設置条例を廃止する条例」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 
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町長。 

○町長（田畑克夫君） 議案第４４号、与論町光ブロードバンド・サービス設置条例を

廃止する条例について提案理由を申し上げます。 

令和５年４月１日に、与論町の光ファイバーケーブル設備及び付属設備を西日本

電信電話株式会社へ譲渡を行ったことから、与論町光ブロードバンド・サービス設

置条例を廃止するものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第４４号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４４号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第４４号、与論町光ブロードバンド・サービス設置条例を廃止す

る条例を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４４号、与論町光ブロードバンド・サービス設置条例を廃止

する条例は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１１ 議案第４５号 与論町光ブロードバンド・サービス分担金徴収条例を廃

止する条例 

○議長（沖野一雄君） 日程第１１、議案第４５号「与論町光ブロードバンド・サービ

ス分担金徴収条例を廃止する条例」を議題とします。 
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本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 議案第４５号、与論町光ブロードバンド・サービス分担金徴収

条例を廃止する条例について提案理由を申し上げます。 

令和５年４月１日に、与論町の光ファイバーケーブル設備及び付属設備を西日本

電信電話株式会社へ譲渡を行ったことから、与論町光ブロードバンド・サービス分

担金徴収条例を廃止するものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第４５号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４５号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第４５号、与論町光ブロードバンド・サービス分担金徴収条例を

廃止する条例を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４５号、与論町光ブロードバンド・サービス分担金徴収条例

を廃止する条例は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１２ 議案第４６号 令和５年度与論町一般会計補正予算（第６号） 

○議長（沖野一雄君） 日程第１２、議案第４６号「令和５年度与論町一般会計補正予

算（第６号）」を議題とします。 
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本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 議案第４６号、令和５年度与論町一般会計補正予算（第６号）

ついて提案理由を申し上げます。 

歳入の主なものとしまして、普通交付税３億２５１６万６０００円、障害者自立

支援給付費１９７万５０００円などを追加しています。 

次に歳出の主なものとしまして、町単独改良事業費１８４０万円、新型コロナウ

イルスワクチン接種体制確保事業費６２８万１０００円、町債管理基金費１億５４

８万２０００円などを追加しています。 

歳入歳出予算にそれぞれ１億７６４０万１０００円を追加し、一般会計予算総額

５２億７７４１万１０００円となっています。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

６番、福地元一郎君。 

○６番（福地元一郎君） ２３ページの款９、災害対策費、ハザードマップ作成業務に

１０万円がありますが、質問の１つ目はその１０万円で足りるのかということと、

関連して２７ページに、中央公民館にＡＥＤを設置するために４２万円が計上され

ていますが、このハザードマップにＡＥＤの設置場所、公共施設にはあちこちにＡ

ＥＤが設置されると思うのですが、それをハザードマップに記すことはできないの

か。そうすれば、例えば中央公民館でＡＥＤが必要となった場合に、そこにあると

わかれば取りに行けますし、探すこともできる。そこにあるのがわからなければ、

救急車をずっと待たなければいけない。そうなると手遅れになったりするという可

能性もありますので、ＡＥＤの設置場所をハザードマップに載せるのは大変重要だ

と思うのですが、その２点をお伺いします。 

○議長（沖野一雄君） 町本総務企画課長。 

○総務企画課長（町本和義君） お答えいたします。 

ハザードマップ作成業務として１０万円を計上させていただいていますが、これ

は２０万円を先に組んでいまして、ちょっと足りなくて１０万円追加で計上させて

いただいています。その土砂警戒区域とか、浸水区域もあわせてしないといけない

ということで、１０万円プラス計上しています。先ほど福地議員がおっしゃいまし

たＡＥＤのそれもちょっとできないかということでございましたので、これまたと

てもいいことだというふうに思っていますので、ちょっと検討しながら作業を進め
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てまいりたいと思います。ありがとうございます。 

○議長（沖野一雄君） ほかに。 

５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） １０ページに臨時財政対策債１３１３万６０００円が減額に

なっていますが、この理由は。 

○議長（沖野一雄君） 町本総務企画課長。 

○総務企画課長（町本和義君） お答えいたします。 

今回、地方交付税を３億２５１６万６０００円歳入として計上しています。それ

によって、ちょっと臨時財政対策債を減額して充当できたので、減額してございま

す。そもそもその臨時財政対策費というのは、地方財政収支の不足額を補てんする

ために、地方公共団体が特別として発行する地方債ですが、不足する一部を一旦お

金を借りて行政に賄っておくということです。その元利償還金相当額につきまして

は、金額をその翌年度以降、地方交付税の基準財政需要額に算入するということと

されておりまして、地方公共団体の財政運営に支障が生じることがないように措置

されているわけでございまして、今回はそれを不足額を補うことが少し減ったとい

うことで、減額をしてございます。以上です。 

○議長（沖野一雄君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） 次、もう１件、今福地議員から質問されたＡＥＤの件ですが、

これについて私は広域の消防の議員をしている関係で、ＡＥＤの設置について、電

池が切れて使えなくなったという事故が結構多発しているんですよね。管理されて

いないんですよ、設置はしたけど後の管理がされていない。それで、これについて

は、誰が責任を持ってやるかということを消防の議会の方でも聞いて、もちろんこ

れは自治体の方で責任を持ってやるべきだという話だったのですが、やはりいざと

なったときには消防士も関わることですので、これの管理のあり方はどういう具合

にやっているかということですね。今まで町内にも何カ所か設置されていますけ

ど、設置されていない。それから、港の待合所、沖永良部の待合所にはＡＥＤが設

置されているのですが、与論町は設置されていないのですよね。あれは県の管轄で

すから、県の方にも要望しないといけないと思っているのですが。あっても、屋内

にあって鍵を閉められていたのでは、いざというときに使えないわけですよ。だか

ら設置したときに、外部でいざというときがあっても外部からも来て使えるという

形の設置の仕方でないと、意味がないのではないかということも指摘されているん

ですよ。この辺も消防署と連携を取りながら、それで今福地議員が指摘されたハ

ザードマップの方に表記することも、是非きちんとその辺をフォローした形で整備

していただきたい。ただ、つければいいという話ではないと思うんですよ。その点
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いかがですか、総務企画課長。 

○議長（沖野一雄君） 町本総務企画課長。 

○総務企画課長（町本和義君） 御指摘ありがとうございます。確かに港の待合所につ

きましては、時間を過ぎますと、もう鍵を閉めて中に入れないという状況にありま

すので、そこの付近につきましては県の施設ですので、県と協議をしましてどこか

そういった緊急なときに誰でも来て利用できるように、今後もちょっと相談しなが

ら検討してまいりたいと思います。 

○議長（沖野一雄君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） 外部に設置するときには特殊なケースがいるんですよ。だから

予算もこれでは足りないはずなのです。そういういろいろなことを考えた場合。是

非その辺も勘案して予算にまた上げていただいて、きちんといざというとき使える

ような体制を組み込んでほしいと、以上要望しておきます。 

○議長（沖野一雄君） ほかに質疑はありませんか。 

３番、林敏治君。 

○３番（林 敏治君） ２２ページの土木費、防災・安全交付金事業費ということで１

２００万円の減額がされています。その説明をお願いしたいのですが、町道船倉茶

花線の排水路工事、町道宇勝城線の舗装工事、町道兼母源手名線の舗装工事それか

ら町道皆田線の舗装工事、同じ３００万円の金額でこれは減額していますので、そ

の内容説明をお願いいたします。 

○議長（沖野一雄君） 裾分建設課長。 

○建設課長（裾分望嗣君） お答え申し上げます。 

この減額に関しては、最初この当初予算を組むときに、国の方に要望した金額で

予算計上をしています。国の方でいろいろ精査をされて、それから決定金額という

のがありまして、その決定金額が要望金額より少なくなったので、その決定金額に

関してそれだけの減額をしています。 

○議長（沖野一雄君） ３番、林敏治君。 

○３番（林 敏治君） これは同じその３００万円ずつというのは、これはもう均等に

配分されているわけですね。それと、今現在工事も進めているのですが、いかがで

すか。これからのその予算はどうなりますか。 

○議長（沖野一雄君） 裾分建設課長。 

○建設課長（裾分望嗣君） お答え申し上げます。 

この国庫補助事業費、一律３００万円ずつで下げてはいるのですが、この一括り

として防災安全交付金事業としての決定金額ですので、その各路線から３００万円

ずつ、ちょっとまた設計変更とかいろいろあったりしたらいけないので、ちょっと
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残額は残してはいるのですが、またそういう感じで均等に減額をした次第です。 

○議長（沖野一雄君） ３番、林敏治君。 

○３番（林 敏治君） あまりわかりませんけど、一応、工事は進んでいると思います

ので、是非またスピード感をもって早めに工事をお願いしたいと思います。 

○議長（沖野一雄君） ほかにありますか。 

９番、原栄徳君。 

○９番（原 栄徳君） ２５ページ、款１０の教育費の方で、社会教育総務費７３０万

２０００円の減になっていますが、その中身の説明をお願いいたします。 

○議長（沖野一雄君） 川上教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（川上嘉久君） これは主には人件費というか、職員の給与でご

ざいまして、生涯学習課の方に１人いたのですが、中央公民館が指定管理を外れま

して、町で管理することになりまして、中央公民館の方に職員を１人派遣した形に

なっています。その分の減です。その分は、また公民館費の中でまたプラスとなっ

ています。以上です。 

○議長（沖野一雄君） よろしいですか。 

８番、野口靖夫君。 

○８番（野口靖夫君） 環境課長にお伺いします。この１８ページなのですが、この需

用費で燃料費、水道料、修繕料ということで２４８万６０００円計上されていま

す。私が申し上げたいことは、この修繕費なのですが、額は４６万５０００円だか

ら少ないのですが、何をお伺いしたいかと言いますと、これからのごみ焼却施設、

あれは修繕費が相当加算されてくる気がするんですね、今後。今までもかかってき

ましたが、これはどういう原因なのかと言いますと、ごみの焼却の適正管理がなさ

れていないのではないかと。焼却施設で処理しなければならないもの以外のもの

を、焼却しているのではないかと疑われるんです。それで、私は適正な管理運営を

しなければ、このごみの処理施設の修繕費が年々かさんでいく一方で、大変な財政

負担になるのではないかと、そう思うときに、これはどのようにして今度修繕費を

少なく済むような方法でやっていこうと思っておられるのか。またあるいは、そう

いうことを考えておられるのであれば、適正管理をするために、沖縄あたりでごみ

焼却施設の適正管理をする施設がありますよね。そういうところも調査されたりし

て、いろいろやろうという考え方があるのかないのか、そこら辺をちょっとお伺い

します。 

○議長（沖野一雄君） 大馬環境課長。 

○環境課長（大馬福徳君） お答えいたします。 

先般、沖縄の方にもちょっとそういう施設、メーカーとかも拝見させていただい
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て、現状において一番故障とかそういう修繕に係る大きな要因となっているのが、

漂着ごみ、プラスチック容器、ペットボトルとか年間五、六十トンぐらい職員を配

置して回収して、それも焼いています。あと台風被害などで出る廃材、そういった

ものが２００トンぐらい出てきますが、一番炉を傷めるのがその高熱による耐火煉

瓦、１０００度を超えますと昇温のために水をかけますが、高温に水をかけると煉

瓦でもコップでもぱんと割れますが、そういった形で損傷します。ですので、島民

が出す燃えるごみというのは、年間１,４００トンぐらいありますが、それプラス

漂着ごみ、そういった廃屋廃材とかが出てくるごみによって、年間１,８００トン

から１,９００トン発生します。そういった高温を出す木材、プラスチック、漂着

ごみですね、そういったものを別に焼けるのであれば、炉の維持管理が長くできる

と私は思っていますが、それに関しては、今、国・県などで漂着ごみに関しても同

じ炉を使って焼いていますので、沖縄の久米島とかに行きますと、県から委託され

て漂着ごみは別個の小型の焼却炉で焼いているんですね。だからそういった負担が

少なくなっているのですが、本町においても鹿児島県や国、環境省など、そういう

奄振事業などの要望も活用しながら、その海外から流れてくる漂着ごみとか、そう

いった分の一部廃材とかは産業廃棄物の部類にも入りますが、そういったものも含

めて、年間２００トンぐらいそういったごみが出ますので、それを別個に焼けるの

であれば、炉の損傷、維持管理の方は軽減できると思っています。 

○議長（沖野一雄君） ８番、野口靖夫君。 

○８番（野口靖夫君） 今、課長の答弁の中にもありましたが、高温による炉の故障、

これが一番大きな原因ですよね。そうした場合、この間新しくできた焼却施設を莫

大な予算を組んで修繕しましたよね。だから、そういうことがこれから頻繁に続く

可能性があるんですよ、これからずっと。古くなるわけだから、もっと今よりも古

くなるわけだから。だからそうなってきた場合に、この町の財政が非常に逼迫して

くる可能性が出てきます。だからこそ、今課長が言われるように対策を立てておか

ないと、大変な問題が起きるのではないか思って、その辺で環境経済建設常任委員

会でも議論になるんです。そういうことからして、是非ひとつ執行部も議会と一緒

になって、そういうことをいかにすれば軽減できるか、修繕費を軽減できるかとい

うことを一緒に検討していただけませんか。これは新しく町長になられた田畑町長

が、やろうという決断をされればできることですので。決してその予算を、金を多

く使おうということではなくて、逆に予算を有効的にしようということだから、町

長にお伺いしますが、このことに関しては是非ひとつ町長、新しく町長になられた

わけですので、この議会と執行部がタイアップして、一緒になってこの焼却炉の問

題はそろそろ解決していこうと私は思うのですが、町長いかがですか。 



 

（29） 

○議長（沖野一雄君） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 今の野口議員の提案というか、それはもう当然一緒になって経

費削減ですので、また環境課と議会と一緒になって取り組んでまいりたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○議長（沖野一雄君） ほかにありませんか。 

７番、大田英勝君。 

○７番（大田英勝君） １７ページに新型コロナウイルスのワクチン接種についての業

務委託が１９３万３０００円計上されていますが、現在もワクチン接種は進行形で

接種されていると思うのですが、私も実は９月２３日に、第６回目のワクチンを

打ってもらったのです。それで今後のワクチン接種についての見通しはどうなって

いるのか、これから後も例えば７回目とか、そういうのが予想されるのか。また６

回目までは無料だったのですが、これから先はまた有料になるのかどうか、その辺

の見通しについて課長の見解を。 

○議長（沖野一雄君） 林健康長寿課長。 

○健康長寿課長（林 末美君） 御質問ありがとうございます。今、この出ている補正

予算に関しては、年度内の分というふうに聞いていますが、今後その接種状況に関

しては、まだ未確認ですので、再度確認させていただいてお答えさせていただきた

いと思います。 

○議長（沖野一雄君） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第４６号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４６号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第４６号、令和５年度与論町一般会計補正予算（第６号）を採決

します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４６号、令和５年度与論町一般会計補正予算（第６号）は、

原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１３ 議案第４７号 令和５年度与論町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号） 

○議長（沖野一雄君） 日程第１３、議案第４７号「令和５年度与論町国民健康保険特

別会計補正予算（第２号）」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 議案第４７号、令和５年度与論町国民健康保険特別会計補正予

算（第２号）について提案理由を申し上げます。 

歳入の補正としまして、国民健康保険税５万円を減額し、国庫補助金５万円、県

補助金２６万７０００円を追加しています。 

歳出の補正としまして、総務費総務管理費２６万７０００円を追加しています。 

歳入歳出予算にそれぞれ２６万７０００円を追加し、国民健康保険特別会計予算

総額６億９６２６万５０００円となっています。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第４７号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４７号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 討論なしと認めます。 
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これから、議案第４７号、令和５年度与論町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４７号、令和５年度与論町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１４ 議案第４８号 令和５年度与論町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

○議長（沖野一雄君） 日程第１４、議案第４８号「令和５年度与論町介護保険特別会

計補正予算（第２号）」を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 議案第４８号、令和５年度与論町介護保険特別会計補正予算

（第２号）について提案理由を申し上げます。 

歳入の補正としまして、繰越金１４９９万９０００円を追加しています。 

歳出の補正としまして、償還金及び還付加算金１５６７万６０００円を追加し、

施設介護サービス給付費６７万７０００円を減額しています。 

歳入歳出予算にそれぞれ１４９９万９０００円を追加し、介護保険特別会計予算

総額６億９３９１万６０００円となっています。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第４８号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４８号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第４８号、令和５年度与論町介護保険特別会計補正予算（第２号）

を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４８号、令和５年度与論町介護保険特別会計補正予算（第２

号）は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１５ 議案第４９号 鹿児島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の

名称の変更及び同組合規約の変更について 

○議長（沖野一雄君） 日程第１５、議案第４９号「鹿児島県市町村総合事務組合を組

織する地方公共団体の名称の変更及び同組合規約の変更について」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 議案第４９号、鹿児島県市町村総合事務組合を組織する地方公

共団体の名称の変更及び同組合規約の変更について提案理由を申し上げます。 

鹿児島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の「伊佐北姶良環境管理組

合」が、令和５年４月１日付けで「伊佐湧水環境管理組合」に名称変更したことに

伴い、同組合規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第２８６条

第１項及び第２９０条の規定により議会の議決を求めるものです。 

議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○議長（沖野一雄君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第４９号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４９号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 
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これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第４９号、鹿児島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体

の名称の変更及び同組合規約の変更についてを採決します。 

お諮りします。本件は、可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４９号、鹿児島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団

体の名称の変更及び同組合規約の変更については、可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１６ 議案第５０号 町道路線の一部廃止について 

○議長（沖野一雄君） 日程第１６、議案第５０号「町道路線の一部廃止について」を

議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 議案第５０号、町道路線の一部廃止について提案理由を申し上

げます。 

本路線は、一部延長部分を路線変更し町道整備を行っているため、道路法第１０

条第１項の規定により、町道路線の一部を廃止するものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

７番、大田英勝君。 

○７番（大田英勝君） この廃止された分は、その後どのような取り扱いになるので

しょうか。 

○議長（沖野一雄君） 裾分建設課長。 

○建設課長（裾分望嗣君） お答え申し上げます。 

一応、平成２８年度まで行われていました畑地帯総合整備事業岸本地区におい

て、路線の変更がなされて、両側同じ人の牛舎です。町道も整備されていないこと

から、牛舎の方が整備したいなということで、ちょっと町道として払下げができな

いような状況になっています。また、その地主さんと払下げ交渉を今からまた進め

ていこうかなと思っています。以上です。 
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○議長（沖野一雄君） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第５０号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第５０号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第５０号、町道路線の一部廃止についてを採決します。 

お諮りします。本件は、可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第５０号、町道路線の一部廃止については、可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１７ 議案第５１号 令和４年度与論町水道事業会計未処分利益剰余金の処分

について 

○議長（沖野一雄君） 日程第１７、議案第５１号「令和４年度与論町水道事業会計未

処分利益剰余金の処分について」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 議案第５１号、令和４年度与論町水道事業会計未処分利益剰余

金の処分について提案理由を申し上げます。 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定による未処

分利益剰余金の処分です。 

御審議の上、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（沖野一雄君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第５１号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第５１号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第５１号、令和４年度与論町水道事業会計未処分利益剰余金の処

分についてを採決します。 

お諮りします。本件は、可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第５１号、令和４年度与論町水道事業会計未処分利益剰余金の

処分については、可決されました。 

ここで、暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５５分 

再開 午前１１時０５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（沖野一雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１８ 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（令和５年度与論町

一般会計補正予算（第４号）） 

○議長（沖野一雄君） 日程第１８、承認第４号「専決処分の承認を求めることについ

て（令和５年度与論町一般会計補正予算（第４号））」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 承認第４号、専決処分の承認を求めることについて（令和５年

度与論町一般会計補正予算（第４号））について提案理由を申し上げます。 

物価高騰対策に係る事業経費等を令和５年度与論町一般会計補正予算（第４号）
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として専決処分いたしました。 

歳入の主なものとしまして、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

６３７５万４０００円、財政調整基金繰入金１０５３万３０００円を追加していま

す。 

次に歳出としまして、総務緊急経済対策事業費２６７０万円、住民税非課税世帯

等臨時特別給付金３１７７万６０００円などを追加しています。 

歳入歳出予算にそれぞれ７４２８万７０００円を追加し、一般会計予算総額５０

億９３２２万４０００円となっています。 

御審議され、承認していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

２番、南有隆君。 

○２番（南 有隆君） ７ページの１４目の１９節扶助費ですが、住民税非課税世帯等

臨時特別給付金３０００万円とありますが、これは与論町では何世帯ぐらいを予定

しているのかお伺いします。 

○議長（沖野一雄君） 町本総務企画課長。 

○総務企画課長（町本和義君） 現在、約１,０００人を対象としています。１,０００

人掛ける３万円で３０００万円というふうに計上してございます。 

○議長（沖野一雄君） ２番、南有隆君。 

○２番（南 有隆君） これは世帯別ではなくて、一人一人ということでよろしいので

すか。 

○議長（沖野一雄君） 町本総務企画課長。 

○総務企画課長（町本和義君） すみません、世帯です。 

○議長（沖野一雄君） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。承認第４号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員会

付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、承認第４号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 
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これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 討論なしと認めます。 

これから、承認第４号、専決処分の承認を求めることについて（令和５年度与論

町一般会計補正予算（第４号））を採決します。 

お諮りします。本件は、承認することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、承認第４号、専決処分の承認を求めることについて（令和５年度与

論町一般会計補正予算（第４号））は、承認されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１９ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（令和５年度与論町

一般会計補正予算（第５号）） 

○議長（沖野一雄君） 日程第１９、承認第５号「専決処分の承認を求めることについ

て（令和５年度与論町一般会計補正予算（第５号））」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 承認第５号、専決処分の承認を求めることについて（令和５年

度与論町一般会計補正予算（第５号））について提案理由を申し上げます。 

台風６号被災及び町議会議員補欠選挙に係る事業費を令和５年度与論町一般会計

補正予算（第５号）として専決処分いたしました。 

歳入の主なものとしまして、財政調整基金繰入金１７８万６０００円、災害対策

費保険料６００万円を追加しています。 

次に歳出としまして、与論町議会議員補欠選挙費１７８万６０００円、災害対策

費６００万円を追加しています。 

歳入歳出予算にそれぞれ７７８万６０００円を追加し、一般会計予算総額５１億

１０１万円となっています。 

御審議され、承認していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

２番、南有隆君。 

○２番（南 有隆君） ７ページの４目、災害対策費の１０の需用費の食糧費の説明を

お願いします。 
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○議長（沖野一雄君） 町本総務企画課長。 

○総務企画課長（町本和義君） 御説明いたします。 

これにつきましては、先の台風６号が行ったり来たり、また行ってからブーメラ

ンという感じで、大分１０日間ぐらい影響がありました。それで２回ほど気象庁か

ら避難指示が出ておりまして、避難指示が出た場合には避難所を開設しなければい

けないということになっていますので、与論町におきましては、茶花小体育館、そ

れから砂美地来館、社会福祉協議会の３カ所を開放しまして、それぞれそちらに職

員そして消防隊員の方々を配置しています。一日中職員がはりつけになるというこ

とで、そちらの夜食等を賄うことが必要ですので、そこの食糧費を計上させていた

だいています。 

○議長（沖野一雄君） ２番、南有隆君。 

○２番（南 有隆君） それは大体１人いくらという基準はあるのですか。 

○議長（沖野一雄君） 町本総務企画課長。 

○総務企画課長（町本和義君） 基準はございませんが、ほとんどがカップラーメンで

す。カップラーメンとおにぎりで我慢していただいています。それと飲料水ですね。

以上です。 

○議長（沖野一雄君） ２番、南有隆君。 

○２番（南 有隆君） この前の台風６号も行ったり来たりというのがすごかったです

が、こういうやはり対応してくれる方には、できればカップラーメンもそうですが、

おにぎりにできればお菓子でも付けて、労ってほしいと思います。以上です。 

○議長（沖野一雄君） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。承認第５号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員会

付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、承認第５号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 討論なしと認めます。 

これから、承認第５号、専決処分の承認を求めることについて（令和５年度与論
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町一般会計補正予算（第５号））についてを採決します。 

お諮りします。本件は、承認することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、承認第５号、専決処分の承認を求めることについて（令和５年度与

論町一般会計補正予算（第５号））は、承認されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２０ 同意第１２号 与論町副町長の選任について 

○議長（沖野一雄君） 日程第２０、同意第１２号「与論町副町長の選任について」同

意を求める件を議題とします。 

本件について提出者の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 同意第１２号、与論町副町長の選任について提案理由を申し上

げます。 

地方自治法第１６２条の規定により、与論町大字那間３４８番地２、山下哲博氏

を選任したいので、議会の同意を求めるものです。 

御審議され、同意していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄君） 提出者の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。同意第１２号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、同意第１２号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 討論なしと認めます。 

これから、同意第１２号、与論町副町長の選任について同意を求める件を採決し

ます。 
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この採決は、起立によって行います。本件は、これに同意することに賛成の方は

起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（沖野一雄君） 起立多数です。 

したがって、同意第１２号、与論町副町長の選任について同意を求める件は、同

意することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２１ 同意第１３号 与論町教育長の任命について 

○議長（沖野一雄君） 日程第２１、同意第１３号「与論町教育長の任命について」同

意を求める件を議題とします。 

本件について提出者の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 同意第１３号、与論町教育長の任命について提案理由を申し上

げます。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条の規定に基づき、与論町大字立

長３６７０番地、中山義和氏を任命したいので、議会の同意を求めるものです。 

御審議され、同意していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄君） 提出者の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。同意第１３号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、同意第１３号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 討論なしと認めます。 

これから、同意第１３号、与論町教育長の任命について同意と求める件を採決し

ます。 
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この採決は、起立によって行います。本件は、これに同意することに賛成の方は

起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（沖野一雄君） 起立多数です。 

したがって、同意第１３号、与論町教育長の任命について同意を求める件は、同

意することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２２ 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

○議長（沖野一雄君） 日程第２２、諮問第１号「人権擁護委員の推薦につき意見を求

めることについて」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 諮問第１号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつ

いて提案理由を申し上げます。 

人権擁護委員法第９条により令和５年１２月３１日をもって、喜村雅子氏の人権

擁護委員の任期が満了となります。これに伴い人格識見高く、広く社会の実情に通

じ、人権擁護について理解のある川畑こず枝氏を推薦したいので、議会の意見を求

めます。 

御審議の上、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。諮問第１号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員会

付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、諮問第１号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 討論なしと認めます。 
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これから、諮問第１号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを

採決します。 

お諮りします。本件は、適任と認めることについて御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、諮問第１号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

は、適任と認めることに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２３ 認定第１号 令和４年度与論町一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第２４ 認定第２号 令和４年度与論町国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入

歳出決算認定について 

日程第２５ 認定第３号 令和４年度与論町と畜場特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

日程第２６ 認定第４号 令和４年度与論町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

認定について 

日程第２７ 認定第５号 令和４年度与論町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

日程第２８ 認定第６号 令和４年度与論町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について 

日程第２９ 認定第７号 令和４年度与論町水道事業会計収入支出決算認定について 

○議長（沖野一雄君） 日程第２３から日程第２９までの議案については、委員会付託

の予定ですので、提案理由の説明の後、総括的・大綱的な質疑にとどめます。 

日程第２３、認定第１号「令和４年度与論町一般会計歳入歳出決算認定につい

て」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 認定第１号、令和４年度与論町一般会計歳入歳出決算認定につ

いて提案理由を申し上げます。 

本案につきましては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項

の規定により、令和４年度の決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す

るものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄君） 提案理由の説明を終わります。 
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これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） これで質疑を終わります。 

日程第２４、認定第２号「令和４年度与論町国民健康保険特別会計（事業勘定）

歳入歳出決算認定について」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 認定第２号、令和４年度与論町国民健康保険特別会計（事業勘

定）歳入歳出決算認定について提案理由を申し上げます。 

本案につきましては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項

の規定により、令和４年度の決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す

るものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） これで質疑を終わります。 

日程第２５、認定第３号「令和４年度与論町と畜場特別会計歳入歳出決算認定に

ついて」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 認定第３号、令和４年度与論町と畜場特別会計歳入歳出決算認

定について提案理由を申し上げます。 

本件につきましては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項

の規定により、令和４年度の決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す

るものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） これで質疑を終わります。 

日程第２６、認定第４号「令和４年度与論町農業集落排水事業特別会計歳入歳出
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決算認定について」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 認定第４号、令和４年度与論町農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算認定について提案理由を申し上げます。 

本件につきましては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項

の規定により、令和４年度の決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す

るものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） これで質疑を終わります。 

日程第２７、認定第５号「令和４年度与論町介護保険特別会計歳入歳出決算認定

について」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 認定第５号、令和４年度与論町介護保険特別会計歳入歳出決算

認定について提案理由を申し上げます。 

本件につきましては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項

の規定により、令和４年度の決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す

るものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） これで質疑を終わります。 

日程第２８、認定第６号「令和４年度与論町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算認定について」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 認定第６号、令和４年度与論町後期高齢者医療特別会計歳入歳
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出決算認定について提案理由を申し上げます。 

本件につきましては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項

の規定により、令和４年度の決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す

るものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） これで質疑を終わります。 

日程第２９、認定第７号「令和４年度与論町水道事業会計収入支出決算認定につ

いて」を議題とします。 

本件について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 認定第７号、令和４年度与論町水道事業会計収入支出決算認定

について提案理由を申し上げます。 

本案につきましては、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第

４項の規定により、令和４年度の決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に

付するものです。 

御審議の上、認定していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） これで質疑を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３０ 特別委員会設置及び委員の選任について 

○議長（沖野一雄君） 日程第３０、特別委員会設置及び委員の選任についてを議題と

します。 

お諮りします。認定第１号から認定第７号については、吉田剛君、南有隆君、林

敏治君、林隆壽君、喜山康三君、大田英勝君、野口靖夫君、原栄徳君の８人の委員

で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと

思います。 

御異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、認定第１号から認定第７号については、吉田剛君、南有隆君、林敏

治君、林隆壽君、喜山康三君、大田英勝君、野口靖夫君、原栄徳君の８人の委員で

構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しまし

た。 

これから委員長及び副委員長を互選していただきます。 

暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時３０分 

再開 午前１１時３１分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（沖野一雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

特別委員会の委員長及び副委員長が、次のとおり決定した旨通知を受けましたの

でお知らせいたします。 

委員長に林隆壽君、副委員長に野口靖夫君、以上のとおりですので報告を終わり

ます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（沖野一雄君） 以上で、本日の日程は、全部終了しました。 

次は、１０月１０日本会議、主な内容は一般質問です。 

午前９時までに御参集願います。 

本日は、これで散会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午前１１時３２分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（47） 

 

 

 

 

令和５年第３回与論町議会定例会 

 

 

 

第 ２ 日 

 

令 和 ５ 年 １ ０ 月 １ ０ 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（48） 

令和５年第３回与論町議会定例会会議録 

令和５年１０月１０日（火曜日）午前８時５８分開議 

 

１ 議事日程（第２号） 

  開会の宣告 

  第１ 一般質問 

 

２ 出席議員（１０人） 

  １番 吉 田   剛 君      ２番 南   有 隆 君 

  ３番 林   敏 治 君      ４番 林   隆 壽 君 

  ５番 喜 山 康 三 君      ６番 福 地 元一郎 君 

  ７番 大 田 英 勝 君      ８番 野 口 靖 夫 君 

  ９番 原   栄 徳 君     １０番 沖 野 一 雄 君 

 

３ 欠席議員（０人）      欠員（０人） 

 

４ 地方自治法第１２１条による出席者（１９人） 

町    長 田 畑 克 夫 君  副 町 長 山 下 哲 博 君 

教 育 長 中 山 義 和 君  総務企画課長 町 本 和 義 君 

会計管理者兼会計課長 朝 岡 芳 正 君  税 務 課 長 久 野 泰 司 君 

町民生活課長 龍 野 勝 志 君  健康長寿課長 林   末 美 君 

産 業 課 長 堀 田 哲 也 君  耕 地 課 長 竹 村 栄 作 君 

商工観光課長 松 村 靖 志 君  建 設 課 長 裾 分 望 嗣 君 

水 道 課 長 仁 禮 和 男 君  環 境 課 長 大 馬 福 徳 君 

教育委員会事務局長 川 上 嘉 久 君  与論こども園長 吉 田 朋 子 君 

茶花こども園長 富   千加代 君  児童発達支援センター所長 阿 野   斉 君 

港湾空港対策室長 町   聡 志 君 

 

５ 議会事務局職員出席者（２人） 

事 務 局 長 町   健司郎 君  書    記 池 田 レ ミ 君 
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開議 午前８時５８分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（沖野一雄君） これから、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 一般質問 

○議長（沖野一雄君） 日程第１、一般質問を行います。 

順番に発言を許します。 

２番、南有隆君。 

○２番（南 有隆君） おはようございます。田畑町政になりまして、一番目に一般質

問をできる喜びをかみしめながら、質問していきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

それでは、通告書に沿って質問をさせていただきます。 

１ 与論町の経済と人手不足対策について 

(1) コロナも落ち着きつつある中で島内の経済状況は物価高やガソリンの高

騰・食料品の値上げなどにより生活が困窮状態にある。物の値段が高いと

買い控えが増え与論町の経済が回らなくなってしまいます。今後どのよう

な対策が必要だと考えるのか伺います。 

(2) 相変わらずどの業種も慢性的に人手不足・後継者不足が続いている。問

題を解決するためには働き手を増やす必要がある。そのためには子育てし

やすい町・住みやすい町などの島の魅力づくりをして人口増に力を入れる

べきだと考えるが見解を伺います。 

２ 町行政サービスや情報発信のデジタル化について 

(1) デジタル社会の中、行政サービスや情報発信はＳＮＳやソーシャルメ

ディア等が利用されている。島民一人一人が情報共有ができ、ＤＸ化に対

応し、不便なく利用できる環境整備が必要だと考えるが見解を伺います。 

よろしくお願いします。 

○議長（沖野一雄君） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 皆さん、おはようございます。今、南有隆議員からありました

与論町の経済と人手不足対策について、今後どのような対策が必要だと考えるのか

という問いにお答えいたします。 

物価高騰による商工観光業の影響については、食費やアメニティ関係の高騰によ

り宿泊料金の値上げが必要となり、メニューの少量化やアメニティ商品の削減な

ど、サービスの低下につながることが懸念されます。そのため、今後は、地場産業

の商品を有効的に利用した新しいメニュー開発等、島内で経済が回るようなしくみ
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づくりが必要になると思います。 

農業振興の面についても、燃料や肥料、配合飼料をはじめとした資材の高騰によ

り農業経営を圧迫している現状がありますが、国・県において実施している価格高

騰対策事業等を積極的に活用していくほか、農業生産コストを抑え収益性を上げる

経営手法の推進など、農業経営の安定が図られるよう進めてまいります。 

また、子育て支援の充実・強化の観点から、子ども医療費、保育料、給食費等に

ついて、子育て世帯の更なる経済負担の軽減を図ることも必要ではないかと考えま

す。 

次に、質問事項１の（２）、与論町の経済と人手不足対策について見解を伺いた

いというところにお答えします。 

人手不足や後継者不足の対策として、ＵターンやＩターンを促進し働き手を島に

呼び込むほか、高齢者や主婦層の更なる経済活動への参加を促す必要があります。

そのためには、「子どもを産み育てやすい島づくり」など魅力ある島づくりを推進

し、ＵターンやＩターン者が住むところ、働くところを提供できるようにすること

や、短時間労働などの多様な働き方ができる環境づくりが必要であると考えていま

す。 

働き手を増やすためには、まず住宅が必要であると考えます。現在、本町は住宅

不足が喫緊の課題だと認識しており、令和４年度に策定した「住生活基本計画」に

沿って住宅不足の解決に向けた取り組みを行っています。今後は、空き家を活用し

たサブリース事業や、住宅整備基金等を活用した町単独住宅の整備についても取り

組んでまいりたいと考えています。 

また、介護福祉人材不足対策として、令和６年度に島外からの福祉従事者用の住

宅を１棟２戸整備する予定です。 

福祉分野における人材育成としては、令和３年度から導入している在宅人材育成

事業による事業所の開設支援や資格取得のための勉強会や研修会等を実施し、与論

町介護資格者確保対策補助金を活用した有資格者の確保に努めています。 

また、新規創業者を支援し働き手の確保を図ることを目的として、ゆんぬ創業塾

やスタートアップ支援事業などを実施しています。今年度は、関係機関・団体等が

相互連携を図り、「与論町創業支援協議会」を設立し、更なる新規創業者への支援

を行い、働き手の確保に取り組んでまいりたいと考えています。 

質問事項の２、（１）行政サービスや情報発信のデジタル化についてお答えいた

します。 

行政サービスや情報発信については、町民の方々に対してアプリを活用した情報

発信ができるよう準備を進めているところです。このサービスにより、紙媒体で配
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布していた情報発信につきましては、情報の即時取得や現在検討しているアプリ内

のチャットボットによる応答により、利便性の向上と窓口への問い合わせ軽減にも

貢献できると思っています。なお、高齢者やアプリを使うことが難しい人向けに、

各主要施設等へモニターを設置するなど、情報を得られる場を設けることも検討し

ています。 

また、各種証明書発行等における行政手続きのデジタル化につきましても、従

来、紙で受け付けていた申請をオンラインで受け付け可能とすることにより、待ち

時間の短縮や柔軟な時間対応ができるようあわせて整備を進めています。 

○議長（沖野一雄君） ２番、南有隆君。 

○２番（南 有隆君） それでは、さらに深く突っ込んで質問していきたいと思います。 

コロナも落ち着き、マスクも徐々に外してきている流れになってきています。ど

こを見てもマスクをしているのは、ほとんどもう８割、９割方いないのではないか

と思っています。我が与論町においても、もうほとんどコロナが出てもインフルエ

ンザ程度並みという取り扱いになっているので、そろそろコロナで落ち込んだ経済

も上がってくるのではないかと期待しているところですが、やはり２０２２年度か

ら４万品目、どの食べ物、食糧品、調味料それからガソリンあと飼料、電気、ガス

何から何まで全部値上がりしている状況が続いています。こういった中で、我が与

論町は鹿児島県最南端です。しかも、送料とか一番経費がかかるところも与論町で

す。そう考えたとき、やはりいかにして自分たちの経済を良くして懐を温かくする

かという考えが出てきます。実際僕も、昨日ガソリンを入れに行ったら、ある町の

ガソリン屋さんはリッター２００円でした。これは補助があって２００円です。し

かも１週間前は２０４円でした。それを考えますと、補助が無くなったらどうなる

のか。一旦国もガソリンの補助を９月に打ち切ると言いましたが、あまりの物価高

騰のために打ち切れずに、年末まで延長するということになっています。しかしな

がら、では年末過ぎたら次はどうなるのだと、来年になったらまたはね上がるのか

と、それを考えた場合、一体我々の身の回りの物はいくらまで上がるのかと。本当

に怖い思いがするところです。それを考えた場合、現在の与論町の経済状況、実際

本当にみんなが今の収入でちゃんと生活していけるのか、今後１０年、２０年先ま

でこのままでいいのか、どういうふうになっているのか、現在の与論町の経済状況

をどう思っているのか町長に伺います。 

○議長（沖野一雄君） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 与論町の経済状況につきましては、今、南有隆議員がおっ

しゃったように、地図上には一番南には沖縄県があるのですが、沖縄県はいわゆる

特例措置で沖縄開発振興基金というか交付金がふんだんにあって、与論との状況は
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全然違って、おっしゃった鹿児島県の最南端であるやはり与論が一番負荷を受けて

いるというのは、私も認識しています。経済については、国はいわゆる物価上昇に

あわせて賃金を上げると言っていますが、この与論の中では、大企業というのはあ

りませんよね。いわゆる内部留保できた大企業であれば、いろいろ賃金等の値上げ

ができるでしょうが、なかなか与論において、例えば、建設会社の働き手の人を例

えば１万円だった日当を１万２０００円に上げろとか、そういったことが果たして

言えて可能なのか。鹿児島県における時給のあれが今８９７円で、多分人手不足も

あり、もうそれ以上の例えば９００円や１,０００円に上げても、果たして人手が

募集してくるのか。そこはちょっとまた後で触れる人手不足も関係してあるのです

が、経済状況においてはそういうことで、いわゆる働き手も経営者側も、負担を十

分にやっているという状況だと私の方は認識しています。 

○議長（沖野一雄君） ２番、南有隆君。 

○２番（南 有隆君） わかりました。やはりですね、本当にいかにして所得を上げる

かという、この小さい島でですね。そう考えた場合、大体島民の年収は大よそ２０

０万円ほどと言われています。その中で、やはり生活費もそうです、ですけど病気

になったら医療費、年を取れば介護保険だとか、介護医療費というのもお金がか

かってくるのは、もっと目に見えてわかっていることです。そうしたら、やはり

我々島民がいかにして所得を上げるか、そういった場合どうすればいいのかとなる

と、やはりきびだったり畜産、あと観光関係だったら観光を盛り上げてあげれば、

所得も増えるのではないかと思っています。そこで、副町長に聞きたいと思いま

す。この小さい与論島の中で所得を上げるには、一体まずどういうことをしたらい

いのかを伺います。 

○議長（沖野一雄君） 副町長。 

○副町長（山下哲博君） ありがとうございます。町内において所得を上げるというの

は非常に至難の業だと思います。やはり経費を抑えて、どれだけその生産性を上げ

るかということですが、やはり地産地消そして食品のロス、やはり自分たちで努力

をして支出をいかに抑えるかが一番大事なところだと思います。 

○議長（沖野一雄君） ２番、南有隆君。 

○２番（南 有隆君） 確かにですね、本当にもう出るものにいかにして抑えるかとい

うことです。収入を増やして出るのを抑える、これが一番ベストです。そうなる

と、やはり与論町としても鹿児島県が推している稼ぐ力というのを強化する必要が

あると思います。やはり稼ぐ力ということはどういうことかというと、外貨を稼い

で、島で回して流出を防ぐと、これが一番の稼ぐ力の強化になります。そうします

と、やはり収入をどうするかと考えた場合、私の持論ですが、やはり島外に物を
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売って島外から外貨を得るか、若しくは先ほどから出た空き家といったものを町の

補助を借りて、新しくして家賃収入を得るとか。あと、ほかでは味わえない観光、

与論に来たときにしかできない観光というのをつくって、そこで外貨を稼ぐと。そ

うすることによって、やはり稼ぐ力というのもレベルアップをしてくるのではない

かと思っています。今、副町長が述べたように、いかに経費を抑えるかとなった場

合、私たちもそうなのですが、今、与論の方々はまず野菜の種を買って、自分の庭

で植えて、できたものを自分たちで食べると。あとまた果物もつくっています。パ

パイヤだったりバナナだったりパッション、そういったものもつくっているので

す。それを見ますと本当に地産地消しているのは、普通の一般家庭なのではないか

なとそう思っています。しかしながら、町を運営していくに当たりましては、やは

り税金の収入というのが一番のメインになってくるのではと思います。今、与論町

の中でもいろいろ銀座通り、中央通り、そのほかのところの商店を見てみますと、

やはり１つ減り、２つ減りと、お土産屋さんも全盛期に比べれば今はもう数件しか

残っておりません。しかも、今年３月には唯一あった本屋も無くなりました。それ

を考えた場合、本当に前の一般質問でも言ったのですが、鉛筆１本買うのも１カ所

でしか買えない。もし今ある箇所に物がなければ、ではどうやって買うかと、ネッ

トで買うのか、それとも出張で行ったときに買うのか、そういう状態になっていま

す。そう考えた場合、本当に特定の業種は減るのですが、特定の業種、飲食店とか

簡単に言えば飲み屋、ああいったのは増えてきているのが現状です。それを考えた

場合、やはり一つずつ気が付かないうちに減っていく業種をどうにかつなぎとめて

おかないことには、じわりじわりと私たちの生活にも、本当に綿で首を絞められる

ぐらいきつい生活が待っていると思います。そこら辺も考えて、今後商店街の状況

をどうやったら活性化していけるか、町長にお伺いしたいと思います。 

○議長（沖野一雄君） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 今、南有隆議員からおっしゃった、なかなか難しい問題だと思

います。やはり商売は黒字でないとやっていけませんので、そこは人口がどうなの

でしょうね、その業種がどれだけの人口規模でもつのか。だから人口減少がいわゆ

るその業種を少なくしていくわけですので、そこに対しては、やはり私が言ってい

る少子化に向けた対策を、十二分にやっていく必要があるのではないかと思ってい

ます。 

○議長（沖野一雄君） ２番、南有隆君。 

○２番（南 有隆君） わかりました。やはり人口というのはどれだけ大事かというの

がわかってくると思います。それと、以前一般質問で言ったのですが、やはりでは

商売だけ、お金のあれだけすればいいのかと考えると手狭になってしまいますの
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で、中山教育長にもちょっとお伺いしたいのですが、現在国は、もう小学校のとき

からデジタル化が進み、金融関係、株とか投資とかの金融教育もなされていると思

いますが、それについてはどう考えているのかお伺いします。 

○議長（沖野一雄君） 中山教育長。 

○教育長（中山義和君） ありがとうございます。学校の方もいろいろこういうデジタ

ル社会で、私たち大人よりも子供の方が情報を仕入れるのが早い時代になっていま

す。これまではどちらかというと、そういった部分をなるべく使わせないようにと

いうような時代がありましたが、今は逆に子供たちにどんどん使わせて、ある意味

そこにはいろいろなマイナスというか、危険な状況もありますが、そこを１００％

セーブにしてスタートということではなくて、やりながら子供がどんどん覚えてい

きながら、その中で課題が出てきたときにはそこに対応していくという形で、どん

どん進めていかないといけないと思います。そのためには、それに伴う我々大人、

教師の指導力であったりという部分も大事になってきますので、そこについては

日々研修をしながら、新しい情報を仕入れ、そして子供たちにはどんどん使わせて

いきながら、世の中に負けていかないように、特に与論の場合は地理的には遠いで

すが、情報の中でいけば、即日本や世界につながっていけますので、ここについて

は進めてまいりたいと思います。 

○議長（沖野一雄君） ２番、南有隆君。 

○２番（南 有隆君） わかりました。今、携帯電話１つあれば、株の投資も貯蓄もで

きる時代になっています。それを考えた場合、先進地の実例を言いますと、東京で

あったやつなのですが、証券会社が２０２２年度から小学生向けに金融経済教育を

実施しています。また、楽天証券が２０２２年１２月に親子向けのオンラインセミ

ナーを開催したところ、定員５００組に対して２倍を超える応募があったそうで

す。また、大和証券が２０２２年１２月に、職業体験イベントを開催したところ、

１,０００人の親子が参加したそうです。鹿児島でも三井住友信託銀行さんが、南

大隅町の南大隅高校で将来に向けて若い頃からお金の大切さや将来を見据えた適切

な貯蓄や投資の種類を学ぶための出前授業も行っています。さらに言いますと、鹿

児島銀行が金融教育を通じた地域貢献事業として、児童生徒の皆様に金銭感覚と金

融経済に対する興味・理解を深めていただくために、職場体験や出前講座を鹿児島

銀行本店・支店で実施しています。これを見ますと、やはり鹿児島県でも金融、投

資・貯蓄に対してですね、前向きにこういう銀行さんが行っています。証券会社も

しています。こういうのもやはり今後金融関係、金融リテラシー教育を行う上で

は、与論町でも出前授業とかそういったものをやる必要があるのではないかと思い

ますが、教育長はいかがですか。 
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○議長（沖野一雄君） 中山教育長。 

○教育長（中山義和君） ありがとうございます。今、具体的な例を教えていただきま

したので、参考にさせてもらいながら必要に応じてやってまいりたいと思います。

今、ネットそれからこういう情報端末を使わないで物を買ったりしたときには手数

料がかかる、またはそういうネット等でやると半額で買えたりとかという意味で

は、そういったのを使いこなせるということは、逆に出費を抑えるということにも

なっていく。それからいろいろな旅行券なんかもそうですけど、そういったものの

注文であっても、そういうのを使えなければ取れないとかという状況にもなりま

す。そういったものを金融政策も含めながら、生活の中でこの利便性というか、便

利な使い方を教えていくそういったものを、教師だけでは情報不足の部分もあると

思いますので、そういった専門の業者等を人材活用して、授業又は学校で取り入れ

ていくということも大事なことかと思います。ありがとうございます。 

○議長（沖野一雄君） ２番、南有隆君。 

○２番（南 有隆君） 是非ですね、前向きにこういうのを取り入れていって、与論も

取り残されないようにしていただきたいと思います。我が与論町も稼ぐ力を身につ

け、所得の向上、地域の格差是正をなくして、与論で生まれ育った若者たちが帰っ

てきて、与論で働きたくなる、住みたくなる島づくりをやらなければならないと思

います。やはりそのためには、国が進める投資や貯蓄また最新の金融情報を取得し

て、対応できる知識や知恵そういったものを備えなければ、自分たちの生活を守る

ことはできないと思っています。私たちも他人任せではなく、自分たちで稼ぐ力を

身につけて、やはりこの苦境を乗り越える必要があるのではないかと思っていま

す。今後も田畑町長はじめ町行政に、与論町の経済発展のために是非ともよろしく

お願いして、まず１番目の質問を終わりたいと思います。 

要旨２に移りたいと思います。人手不足についてです。先ほどから人手不足もあ

りますが、中にはやはり後継者不足というのもあります。何件か私は商店街を回っ

たのですが、中には子供はいるけど家業を継がない、もう自分の年でやめる、もう

年を取って足が痛い、膝が痛いからもうやらないという話をよく聞きます。そうな

ると、やはり僕たちが買い物に行ったときに、あれも無いこれも無い、与論には

売っていないのだとなると、やはりネットを使ってしまうということになってしま

います。私は、あるお店の人に言われたのですが、あともう２０年後、３０年後に

は別にお店がなくてもネットで買えば、物流さえしっかりしていれば、何でも買え

るよ、不便はないのではないのと言う人もいました。いや、そうではないだろう

と、今まで頑張ってきた人たちがいるからこそ与論があるんだよという話をしたの

ですが、極端な話、本当に物流さえしっかりしていれば、物が無くなるということ
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はまずないのではないかなと、そういうふうに考えるようになってしまいました。

ですが、やはり島も自分たちの稼業、これをつぶすということは、本当に僕なんか

は小学校時代、観光で盛り上がっているのを見ますと、あのときのみんなが頑張っ

ている笑顔とか、本当にみんながお酒を飲んで将来について語った頃が懐かしく思

います。ですので、本当に与論町の地域の魅力を生かしたことが大事だと思ってい

ます。そのためには、まず今子供たちがやっている海洋教育、そういったものを充

実して、更なる海洋教育で島外にも与論町の魅力発信をしていく必要があるのでは

ないかと思いますが、教育長いかがですか。 

○議長（沖野一雄君） 中山教育長。 

○教育長（中山義和君） ありがとうございます。与論の魅力は、私は３つあると思い

ます。もちろん海、そして星、そして人。この３つはどこにも負けないそういうも

のがあります。この海洋教育は、小中高を通してもうカリキュラムができていま

す。これはそれぞれのカテゴリの中で目指すものをつくって、そして子供たちが島

だちをしていくときに大きな力になると思います。この海洋教育については、その

海のすばらしさとかそういったものを研究していくことで、与論の良さというのを

十分子供たちがこの１８歳までの中で培っていって、そしてその与論の良さという

ものを持って島外だったりしたときに、改めてまた、ああ、やはり島はいいところ

だなというのを再認識することにつながると思うのですね。そういったものを含め

て島の良さを活かす、そしてまたそれが大学受験だったりとか、就職試験のときに

自分のＰＲだったり、そういったところにも活かしていけるという意味では、与論

を知る、与論を自慢できる、そういう子供たちの育成にもなりますが、将来自分の

就きたい仕事に就けるための一手段にもなり得るかなと。その方法というのは、海

洋教育でいろいろ小学校は小学校なり、中学校は中学校なり、高校は高校なりにそ

れぞれのその学び方を勉強します。その学び方をいろいろな受験だったり、就職試

験だったりで活かせるわけです。そういった意味では、町長の方針の中にもありま

すが、この海洋教育をしっかりと柱にして進めてまいりたいと思っています。 

○議長（沖野一雄君） ２番、南有隆君。 

○２番（南 有隆君） わかりました。いかに人手不足とか後継者不足を解消するのが

難しいかというのがわかると思います。それでは、町長にお聞きしたいのですが、

それだったら外国人人材を受け入れてもいいのではないかなと思いますが、それに

ついてはどのような考えでしょうか。 

○議長（沖野一雄君） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 今、南議員がおっしゃった外国人とは、どういった方々で、ど

ういった業種ですか。 
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○議長（沖野一雄君） ２番、南有隆君。 

○２番（南 有隆君） すみません、私の説明が足りなかったみたいです。今、与論町

においても、介護施設だとかというところに外国人が実は働いています。ほかのと

ころを見ますと、特に沖縄なんかですとコンビニエンスストアでは、ほぼ外国人。

聞くとフィリピンとかタイといった方が多いです。そういったのを与論でも人手不

足を考えるのでしたら、そういうところからまた何人か入れてもいいのではないか

なということで質問させていただきました。それについてどうお考えなのか、お聞

かせください。 

○議長（沖野一雄君） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） ありがとうございます。私はまたいきなりその募集を島外から

すぐ外国人に向けて、外国人いらっしゃいみたいな募集の仕方だと思って、気に

なったものですから。まずは答弁に述べているように、まずはできれば、やはり与

論出身のＵターンをお願いしたり、どうにか島に帰ってきてほしい、やはり家業を

継いでほしいとか、跡取りが島に帰ってきて島で働いて、島の経済を支えてもらい

たいというのを伝えながら、もしそういうのが少ないのであれば、国内からまた若

い世代のＩターン者を島内に受け入れるというのが、私は基本的にはそちらの方

で、また職種によっては、先ほど南議員からありました介護とか福祉とか、そうい

う中では資格を持っている外国人の方が募集できて、採用できるのであればそこは

やぶさかではありません。そういう考え方です。 

○議長（沖野一雄君） ２番、南有隆君。 

○２番（南 有隆君） わかりました。一応ここに新聞記事でもあるのですが、全国の

首長調査でしますと、外国人人材受け入れ推進が必要かどうかというアンケートに

対して、「必要」と言ったのが３０％、「どちらかと言えば必要」というのが５

６％で、トータルで８６％というのが出ています。これは全国４７都道府県の１,

７４１市区町村の首長を対象に行ったアンケートです。中には「不要」というのも

ありました。「不要」、「どちらかと言えば不要」というのは８％ございます。そ

の中で鹿児島県においてもアンケートが実施されておりました。鹿児島県内は８

６％の首長が外国人の受け入れを推進すると、そういう必要があると言っていま

す。「必要」というのが５０％、２１市町村、「どちらかと言えば必要」と回答し

たのが３６％ですね。「不要」としたのが５％、「どちらかと言えば不要」という

のが７％です。一番の必要とする理由は、一次産業の人手不足、医療・介護人材の

確保、製造業の人手不足というのがランクしています。逆に、不要、別にうちはい

らないよと言ったところの理由は、先ほど田畑町長が述べたように、まずは若者の

移住・定住を増やす取り組みが必要だと、あとは国内からの移住政策の必要性が高
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く優先順位は低い、それと受け入れ態勢がまだ不十分であるというのが出ていま

す。受け入れが必要だと言った市町村の中では、やはり対応で言葉の問題、文化の

問題、宗派の問題ですね、そういった解決策が必要だと言っています。あとは日本

人の地域住民との交流、外国人向けの災害情報発信というのが必要だと言っていま

す。それと人材もそうなのですが、人口が減る、人が減るということはですね、我

が自治体の消滅の危機もあるということです。この中で、まず全国の中で、自分の

自治体の消滅の危機はあるのか、それに対してどれくらい危機感を抱いているかと

いうアンケートもありまして、４０％が「強く抱いている」と、４４％が「ある程

度抱いている」と、トータル８４％が自治体の消滅危機がどこにか頭の中にあると

いうのが出ています。ちなみに、これも鹿児島県なのですが、「自治体消滅の危機

感を強く抱いている」のが４８％、「ある程度抱いている」というのが３１％で

す。これもやはり８０％近く自治体が、消滅するのではないかと危機感を抱いてい

ます。私もやはり人を増やすということは大事だと思っていますが、中には、来た

ら来たでいいが、島の風習に慣れない、習慣に慣れないという方もいっぱいいま

す。それと中には、本当に地域の輪を乱す人もいます。来てもらったのはいいが、

地域の輪をかき回してぽっといなくなる。そういう方も何人か見たことはありま

す。やはり誰でもいいから取りあえずウエルカムではなくて、人を選んである程度

この人は大丈夫だろう、この人だったら地域になじんでくれるだろうという人を

ちゃんと見極めることも大事ではないかと思っています。それと、人口が減ってい

る、減っていると先ほどから言っておりましたが、与論町のホームページで「ひと

のうごき」という欄があるのですが、その中で見たときに、今年１月から９月末ま

での人口の推移が出ておりました。１月は５,０７７人、２月が５,０６２人、３月

が５,０１６人、ここまで減っているのですが、４月から５,０６１人、５月末には

５,０８０人、６月末には５,０９２人、７月末には５,０９８人、８月末には５,１

００人と、９月には５,０８７人とちょっと減っていますけど、このなぜ人口が増

えたかという原因を、ちょっと不思議に思って何があったのかなと思って考えたの

ですが、何かわかっている方がいらっしゃったら、お知らせをください。お願いし

ます。 

○議長（沖野一雄君） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） １月で５,０７７人でしたか、３月で５,０１６人。そこまでは

減っている。多分それは高校生とか何か移動時期での流出だと思っていて、急に４

月以降は今度は転入が入ってくるわけですが、どうなのでしょう。やはりＩターン

含めてＵターンも帰ってきているのか、そこは調べていないのですが、やはりＩ

ターンが。あとどうなのでしょうね、仕事関係で住所まで移している方がいらっ
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しゃるのか、そこまでは調べていないのですが、４月以降は転入の方が増えている

ということの私は認識しています。詳しい状況はまた誰か知っている課があればお

願いします。 

○議長（沖野一雄君） ２番、南有隆君。 

○２番（南 有隆君） 先ほどからあまり人が来ないとか、与論の悪いところばかり

喋っているような気がしますが、こういう人口推移を見たら、やはり何かしら島に

魅力があって、与論に住みたいからこういう人口が増えたのではないかなと思って

います。こういう人口もどういうふうに調べたのかちょっとまだわからないのです

が、是非ともなぜ増えたかという要因を調べていただきたいと思います。それと本

当に先ほどから言っているように、空き家対策とか住むところも必要になってきま

すので、人が来たら住むところは必要です。私が３０年前帰ってきたときは、与論

には仕事がないと、そればかり言われました。ところが今は仕事はあります、ない

のは家だけです。ですので、空き家問題とか核家族化また住宅不足問題、そういっ

たものをしっかり解決していただければ、昔の７,５００人程度に増えることはな

いと思いますが、できれば５,０００人を維持してそのまま推移していければ、与

論町もどうにかやっていけるのではないかと私は思っています。ですので、そう

いった対策をよろしくお願いいたします。 

それでは次に移ります。与論町の行政サービスのデジタル化についてなのです

が、私も会社を経営している以上、結構、会社の印鑑証明とかが急に必要になった

りすることがあります。それを考えた場合、与論町でも法務局まで行かなくても、

与論町役場内で取れるようにシステムの構築をしていただきたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

○議長（沖野一雄君） 町本総務企画課長。 

○総務企画課長（町本和義君） お答えいたします。 

今、その印鑑証明等という御質問がありますが、現在、この役場等からのいろい

ろな情報発信につきましては、これまで役場のホームページや主に紙媒体でのお知

らせを基本としまして、毎月２回町民の皆様に配布して情報発信をしています。近

年はインターネットの普及によりまして、情報取得が多様化になりました。特に世

帯でのスマホやタブレット等の保有率については、もう９割近くというように高く

なっていると思っています。それで、今年度７月にはスマホで対応できるように、

本町のホームページも更新したところでございまして、現在、情報発信につきまし

ては、アプリを活用したプッシュ型通知が行えるように準備を進めているところで

す。今後もそれによって、町民の皆様が即時に情報が取得できるようになるという

ことで期待されることと、今後のその紙媒体での配布についても、縮小につながる
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経費の削減及び各小組合長さんの軽減も図られることに期待されると思っていま

す。その印鑑証明書とか転入・転出届、また住民票の取得、税証明の取得とかとい

う行政手続きにつきましても、今回、これにつきましては、オンラインで申請手続

きができるように今整備を進めているところです。来年度からは何とかできるよう

に、今準備を進めたいと思っています。 

○議長（沖野一雄君） ２番、南有隆君。 

○２番（南 有隆君） 町本総務企画課長にお聞きします。それでしたら、会社の印鑑

証明だったり、履歴事項全部証明書だったり、ああいったものも取れるようになる

ということでよろしいですか。 

○議長（沖野一雄君） 町本総務企画課長。 

○総務企画課長（町本和義君） これにつきましては、ちょっと今法務局と連携を取り

ながら、できるかできないかというのは検討中です。後ほどまたいろいろ調査結果

を御報告はしたいと思います。 

○議長（沖野一雄君） ２番、南有隆君。 

○２番（南 有隆君） 私の知っている限りでは、和泊町は庁舎内に１室ありまして、

そこから法務局の書類が取れるようになっています。是非とも与論町もそういうシ

ステムを構築していただいて、わざわざ名瀬とか法務局に書類を送ることがない手

間が省けるような整備をしてほしいと思っています。それと先ほど言われた、この

答弁にもありましたように、このアプリの開発というのは私もすごく期待をしてい

ます。ですが、２０２１年につくられたのを議会だよりとかを読む「マチイロ」と

いうアプリがあるかと思いますが、これの利用状況について何かわかっていれば教

えてください。お願いします。 

○議長（沖野一雄君） 町本総務企画課長。 

○総務企画課長（町本和義君） 「マチイロ」の状況につきましては、こちらでどれだ

けの方がしているというのは、ちょっとまだ実績を把握しておりませんが、今現在

でそのアプリを検討しているのは、皆さんが一番使いこなしているＬＩＮＥの方を

使って、皆様に情報発信ができないかと考えています。これでしたら町民皆様が即

時にアプリを、町アカウントを取得して、町からの緊急情報なりいろいろな情報を

発信できるというのが行えるということで、そういうやり方説明もしなくて、すぐ

町民の方々が情報を取得できるという感じで考えていますので、これにつきまして

は、それを利用して皆様方に情報発信をしてまいりたいと今現在整備を進めていま

す。 

○議長（沖野一雄君） ２番、南有隆君。 

○２番（南 有隆君） ＬＩＮＥを使うよりは、町独自のアプリをつくってもいいので
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はないかなと思うのですが、その方が皆さんダウンロードしていただいて、そこか

ら全部島民だけでなく、島外の人にもそのアプリをスマホにインストールしていた

だいて、そこから情報が見られると。あと観光関係もいろいろな与論町の情報、天

気とかそういったのもつくるべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（沖野一雄君） 町本総務企画課長。 

○総務企画課長（町本和義君） それにつきましても今検討をしておりまして、今現在

多くの自治体が使っているのは、インスタグラムとかツイッター、フェイスブック

というようなまた一番その下でＬＩＮＥというのを使っていますので、いろいろな

総合的に勘案しながら検討して、行政アプリをつくって、町民の皆様にはすぐ情報

が取りやすいように整備を進めてまいりたいと考えています。 

○議長（沖野一雄君） ２番、南有隆君。 

○２番（南 有隆君） 是非とも早急に進めていただきたいと思います。あと実例を申

しますと、これは高知県なのですが、人口が４,８００人の日高村というところが

あります。そこは、役場がスマホ普及率１００％を目指しているそうです。なぜそ

れをするかというと、まず住民のエンパワメント、住民が力をつけるというのを大

前提にしているそうです。その中の３本柱として、健康、防災、情報の３本柱を必

ず入れてやるようにしているそうです。スマホを普及するためには、みんながスマ

ホを持たなければなりません。結構多いのが、やはり高齢者に対するスマホ嫌いで

す。うちはガラケーでいいよとか、スマホ使えないからいいよとか、スマホは高い

からいいというのもありまして、それをいかに１００％に近づけるかということ

で、２０２２年度、令和２年５月時点で日高村のスマホ普及率は６４.５％でし

た。それから現在２０２３年度になりまして、８６％まで増えています。これは、

各村役場で毎日携帯よろず相談所というのをつくりまして、そこに全くわからない

村民の方が来て、電源の入れ方から電話の仕方から、全部教えるそうです。そうい

うことをじっくりじっくりやって、スマホ普及率８６％まで上げたそうです。そう

することによって、確かな情報、絵で見る情報、こういったものを瞬時に取得でき

ることを目指して、今、日高村は頑張っているそうです。それと、鹿児島県内でも

事例がありまして、肝付町です。肝付町は各公民館で６０代から７０代を中心に、

毎月２回から９回スマホ講座を開いています。調べたところ、こういった対応策は

鹿児島県内でも２４市町村自治体が実施しています。これは国の補助を受けたり、

地域にある携帯ショップが取り組んでいろいろ講座を開いているそうです。１回の

講座ではやはり定着しないので、日常的に支援を進めることが大事だと言っていま

す。この中で、肝付町のデジタル推進課の課長補佐が、「人口が減る中で、暮らし

を維持するためにデジタル化は必要である。ネットへのアクセスの環境整備や生活
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に取り入れるためのサポートは可能な限りしたい。」と言っています。与論町も、

今答弁にありましたように、行政手続きだとか確かな情報は絵で見るほうが一番わ

かりやすいです。そういったことをするためには、まずスマホを購入させて、スマ

ホの扱い方を指導していくのが大事ではないかと思っています。ちなみに、来年２

０２４年には、今現在ガラケーを使われている３Ｇ、それはサービスが全て終了い

たします。大手キャリアは３社、一番最後はドコモさんですが、終わってしまいま

す。３Ｇが使えなくなるということはガラケーが一部使えなくなります。そうなっ

た場合、スマホに買い替える可能性がありますので、来年ぐらいの３月か４月頭に

は与論町もスマホに対する扱い方、あと近くの島にあるスマホのお店とかを利用し

て、こういった講座を開く必要があると思いますが、総務企画課長いかがでしょう

か。 

○議長（沖野一雄君） 町本総務企画課長。 

○総務企画課長（町本和義君） そのことにつきましては、確かにガラケーは廃止する

というふうに情報を得ています。今後もその高齢者の方々とか、スマホに対して苦

手な方々とか、そういった方々に今後はちょっといろいろな行政側からも、また専

門の方も検討しながら、そういうふうな勉強会を開催して公民館単位に検討してま

いりたいなと思います。 

○議長（沖野一雄君） ２番、南有隆君。 

○２番（南 有隆君） わかりました。それではよろしくお願いしたいと思います。そ

れでは、やはりデジタル化は行政だけではありません。今、ＧＩＧＡスクール構想

で教育の場にもデジタル化というのは来ています。その中で、よく言われているの

が生成ＡＩの誕生です。もう宿題も何から何までＡＩがやってくれるというような

時代になってきています。それで、教育長にお伺いしたいと思います。教育長はＣ

ｈａｔＧＰＴについて、どのようにお考えがあるかお聞きします。 

○議長（沖野一雄君） 中山教育長。 

○教育長（中山義和君） 先ほどもちょっと述べたのですが、どうしても最初はそれが

出てきたときは、いやいや、それはまだ早いだろうという思いをしておりました。

しかし、いろいろな研究結果とか文献、そして講話等を聞いていく中で、いや、そ

れでは遅いと、子供たちにはそういった先ほどもありました、その全てが安全に

なってからどうぞということではなくて、できる分のところで進めていかないと私

たちよりも子供たちの方が情報も早いし、飲み込みも早い。そういう意味ではでき

るところから進めていくということが必要だと思います。ただ、進めるに当たって

はそこに対応する教職員であったり、そういう指導者の面も必要になってきますの

で、進めたいという思いはありますが、そういった環境、状況を整えていかないと
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いけないのかなと。ただ、言いましたように、積極的に進めていく必要があるのだ

と思っています。 

○議長（沖野一雄君） ２番、南有隆君。 

○２番（南 有隆君） 今は本当に教科書もデジタル化になろうかという時代です。そ

れを考えた場合、やはりやってみなければわからないというのもありましたが、先

にやって実例をつくるというのも大事にはなってくると思いますので、是非とも今

教育の現場でもデジタルを使って、教育がいいふうに発展していけば、必ずこれは

入れていく必要があるのではないかと考えています。ちなみに大島郡内でデジタル

化が今進んでいるのではないかという事例も結構出てきています。１つは、徳之島

町は、全国のコンビニでマイナンバーカードを使って住民票が取れるサービスを始

めています。これはもう本当に画期的ではないかなと私も思っています。それと、

徳之島３町は実験的にですが、人工衛星ＡＩを利用して水道管の漏水検知システム

を試験的に導入する予定があるそうです。現地調査に係る時間と費用は、やはり事

業費３町で２４５０万円、国の過疎地域持続発展支援交付金を活用しているそうで

す。やはりこういうのを見た場合、与論町も行政だけでなく、今言った教育もそう

です。それと農業もスマート農業と言われています。水撒きも太陽光を使って時間

が来たら水を撒くと、あとドローンを使って農薬散布ということも始まっていま

す。それを聞いた場合、与論町も必ずこういうことを使って、全部が全部デジタル

がいいというわけではございませんが、多少不便なところもあったほうがいいとは

思いますが、やはりこういうところで取り残されることがないようにしていただき

たいと思います。 

最後ですが、今までいろいろデジタル化について、デジタル化にしたほうが便利

だよと言ってまいりましたが、１つ、私がいつも頭の中にあるのは、以前私がホテ

ルを経営したときに、ある会社の社長さんが来て、毎年来ていたのですが、夏に来

て与論で浜辺に行って一日中帰ってこないと。僕は不思議に思って「社長さん、何

で行ったっきり帰ってこないのですか。」と言ったら、「いや、与論はね、浜辺に

行ったら携帯がつながらないからいいんだよ。」と言われました。「何でです

か。」と言ったら、「与論まで来て仕事はしたくないよ。」と、そういうことを言

われて、ああ、なるほどねというふうに思いました。そしたらその社長さんが言っ

た言葉がすごい私は衝撃を受けまして、「南君、あのね、世の中で一番の贅沢って

何だと思う？」と言われまして、「おいしいものを食べるのですか、豪華な旅行で

すか。」と言ったら、「違うよ、不便をお金で買うことだよ。」と言われました。

不便をお金で買う人がいますか。その社長がわざわざ与論に来るのは、携帯がつな

がらない、電波が悪いから与論に来ると本人は言っておりました。やはりですね、
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前から言っているのですが、全部が全部電波がつながる、便利になるというところ

は、与論の自然、文化、多少不便なところは残しておいて、そういうところもバラ

ンスを取りながら、やはり今後与論町の経済もそうですが、観光とかも発展して

いったらいいのではないかなと思っています。 

以上で、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（沖野一雄君） ２番、南有隆君の一般質問を終わります。 

次は、５番、喜山康三君に発言を許します。 

５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） おはようございます。新しい町長と副町長を迎え、そして教育

長を迎えて、既存の枠にとらわれないようにしっかり頑張っていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

一般質問に入りたいと思います。 

１ 町長が掲げる主要政策について 

(1) 「子育て支援」施策は多岐にわたる。どのような施策に重きを置いて進

めるつもりか、財源はどうするのか、見解を伺いたい。 

(2) 貴重な自然環境をしっかり守っていける施策展開とある。放置船をはじ

め産業振興の陰に海浜及び背後地破壊など貴重な自然破壊が進んでいる。

現在までの事業のあり方についてＰＤＣＡ、いわゆるＰｌａｎ（計画）、

Ｄｏ（実行）、Ｃｈｅｃｋ（評価）を行うとともに弊害除去と再生事業Ａ

ｃｔｉｏｎ（改善）に取り組む必要があると考える。見解を伺いたい。 

(3) 「暮らしを守る対策」に諸施策を掲げている。凸凹、蛇行、センターラ

インや路側帯がかすれ、カーブや変則交差点が多い本町の道路事情は危険

が一杯だ。安全道路構築に向け施策と対策を急ぐ必要がある。見解を伺い

たい。 

２ 新供利港建設について 

(1) 抜港、欠航対策として新港建設が取り沙汰されているが見解を伺いたい。 

(2) 供利湾はサンゴが繁茂し、絶好のダイビングポイントで、冬季の波が荒

いときの唯一のダイビングポイントです。港湾建設に伴う湾内サンゴ破壊

が進み、観光産業振興に大きな打撃を与えるのは必至です。関係業者及び

地域住民から意見を聴収したか。 

以上です。 

○議長（沖野一雄君） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 喜山康三議員、ありがとうございます。質問事項の町長が掲げ

る主要政策について、子育て支援施策の方でお答えいたします。 
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御指摘のとおり、子育て支援施策は、妊娠、出産、育児、保育、教育、保健、福

祉、医療など多岐にわたります。 

行政の役割として、まず「子どもを安心して産み育てられる環境」を整えること

が、最も重要だと考えています。 

具体的には、国や県の政策と連動し、また、その動向も見極めながら、子ども医

療費、保育料、給食費等の更なる負担軽減を検討するとともに、町立こども園統合

による保育・教育サービスの提供体制の充実・強化、子育て支援の拠点施設として

の機能強化などを重点施策として考えています。 

財源につきましては、過疎債のソフト事業債の活用や新園舎建設基金への積み立

て、国や県の補助金等の活用の検討、今ある全ての政策の見直しや整理による財源

の捻出などにより、財源確保に努めてまいります。 

子育て支援の大きな目的の１つは、少子化に歯止めをかけ、子供の数を増やすこ

とにあります。しかし、子育て支援策の充実強化だけでは不十分と考えています。

若者が与論に来たい、与論に住みたい、与論で子供を育てたいと思える魅力的な島

づくりが必要です。そのためには、観光や教育をはじめ、あらゆる分野の総合的な

発展が大事だと考えています。島の総合力を発揮して、１０年後を見据え、少子化

対策に取り組んでまいります。 

質問事項の町長が掲げる主要政策の（２）につきまして、貴重な自然環境をしっ

かり守っていける施策展開、また取り組み展開をお伺いしたいという問いにお答え

いたします。 

現在、令和６年４月に景観条例制定及び景観計画策定に向け準備を行っていま

す。景観計画では、まち歩きやワークショップを通し、広く町民の意見を取り入

れ、景観保護と不法投棄問題等も含め、与論町民の共通認識として諸問題に対応で

きる景観計画を策定したいと考えています。 

また、第５次与論町総合振興計画に則って、おおむねの事業は実施してまいりま

したが、ニーズの多様化に伴う優先順位の変更や緊急性による事業見直し等、柔軟

に対応してまいりたいと思います。 

与論町が管理する漁港及び鹿児島県管理のコースタルリゾート等に沢山の放置船

が見受けられ、景観及び安全面において支障を来すものとなっています。 

今後も漁船については、与論町漁協と連携・協力し、その他の放置船については

週報等での啓発活動を行うなど、貴重な自然環境を守っていけるよう引き続き取り

組んでまいります。 

質問事項１の町長が掲げる主要政策の、安全道路構築に向け施策と対策を急ぐ必

要がある、見解をお伺いしたいという問いにお答えします。 
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現在、町道として管理している路線は２１６路線、総延長にして１４６.１８５

キロメートルに及びます。のり面の崩落・舗装道路の陥没及びわだち等が見つかれ

ば、安全対策を行い、優先順位をつけて対応していますが、多くの道路が老朽化し

ており、修繕が計画に対し追いついていない状況にあります。また、御指摘のあっ

た変則交差点につきましては、設計専門業者や鹿児島県沖永良部事務所建設課・与

論幹部派出所等と協議を行い、整備を進めてまいります。 

主要道路におきましては、社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金等を活用

し財政に負担の少ない方法で整備を進めているところです。 

質問事項２、新供利港建設についてお答えいたします。 

本町の海上輸送における欠航・抜港・条件付き運航対策については、先の南町

長、山町長の町政運営においても重要課題と位置付けられ、議会の皆様からもたび

たび対策の実施を求める御要望を頂いているところです。 

御質問にありました与論港供利地区における新岸壁の整備につきましては、本町

の直面している定期船の欠航・抜港・条件付き運航の低減化に向けたハード・ソフ

トを含めた手法の中の１つとして捉えています。 

今後の町政運営におきましても、欠航・抜港・条件付き運航対策は重要な地域課

題であると考えています。その上で、対策の内容につきましては、今一度各手法の

効果の検証を鹿児島県や運航事業者及び有識者、何より町民の皆様に広く伺いなが

ら検討を行ってまいります。 

質問事項２、新供利港建設について、関係業者及び地域住民から意見を聴収した

かという問いに答えます。 

与論港供利地区における海洋環境につきましては、喜山議員御指摘のとおり、入

江内部の海岸から比較的近距離で２０メートルから３０メートルの水深域となる地

形となっており、サンゴ礁が発達しダイビングポイントとして利用されている箇所

が複数存在しており、冬季を含めた年間を通じての利用が可能な海域となっていま

す。本町におけるこれまでの欠航・抜港・条件付き運航対策の検討の際に、当該海

域を利用するダイビング事業者への意見聴取を複数回実施しており、環境破壊への

懸念や事業への影響を心配する御意見を頂いています。 

こうした経緯を踏まえ、今後の欠航・抜港・条件付き運航対策の推進に際して

は、引き続き各事業者や住民の皆様の御意見を頂きながら、広く町民の皆様の御理

解を得られる対応策の検討を全方位的に進めてまいります。 

○議長（沖野一雄君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） ありがとうございます。田畑町長に伺いたいのですが、田畑町

長が今度の選挙でぶっちぎりの票差で当選して、町民が田畑町政に対して期待感を



 

（67） 

持っている表れだと私は理解しているのですよ。それと、町長の公約だとかいろい

ろな挨拶の中で、私は今日これを持ってきたのですが、それとはがきとね、いろい

ろ持ってきたのですが、やはり今までの町長選とは、立候補する候補者の演説の中

とはかなり内容が違っていて、ある意味新鮮さがあると。そして既存の物事にとら

われないで、斬新な行動とアイデアできっとやってくれるだろうと、そういう期待

を非常に持っているのではないかと。是非、この所信を肝に銘じて、この４年間頑

張っていただきたい。それと、町長が行われていた所信表明の中を見ても、かなり

今までの所信表明と中身が大分違うのですよ。いわゆる既定路線みたいなね、いわ

ゆる役場職員が書いた演説の内容とは大分違うわけですよ。いいか悪いかは別とし

て、これもまた私は評価すべき点があるのではないかと思うのですが、その中で、

今子育て支援のことが出ましたが、この答弁書を見たら所信表明とは全く違って、

役所文書になっているわけ。あなたらしいものがないのよ、私に言わせると。一体

どういうわけかなと思ったのですよ。それでいわゆる子育て支援について、例えば

もちろん多岐にわたりますよ。住宅問題とか、さまざまなもちろん教育、保育料の

問題ね。保育料なんて膨大な金額ですよね、あれ。あんな金額で子供なんか育てら

れませんよ、何考えているのかなと思いますよね。これは南町政のときから私は随

分このことについては質問をしたのですが、子供を育てるためにこんなにまた負担

を強いるのかと。支援をする前にその負担から取ってくれと、逆に言いたいぐらい

ですよね。その辺が今保育をしたりとか学校に行かせて、そしてそのための支援策

を並べるのではなくて、どれだけどんな形でお金を使わせているだろうか、まずそ

の辺のチェックも必要ではないかなと。是非その辺から見直していただきたい。そ

れから、財源のことですよ。財源につきましては過疎債のソフト事業債の活用や新

園舎建設への積み立てとか、国や県の補助金とかありきたりの文章ですよ。町長が

笑ったのではしょうがないな。私が思うのは、だったらもっとアイデアを出しま

しょうよと、私は南町長のときも言いましたけどね。だって話は飛びますけど、水

道料が与論は今の料金の２倍以上上げないと、一般会計からの補てんとかも全部止

められない状態になっていますよね。かといって、今よく見渡すとあちこちでプー

ルができているんですよ。これだけ負担かけた水を使って、プールができ上がって

いるわけですよ。プールができて使えば使うほど、与論町がその分負担することに

なりますよね。これはどうしますか。結局ね、私、別荘課税をつくればと言ってい

たのですよ。要するに、敷地面積に対していくらかというのを、もう税金みたいな

形で徴収するのですが、これは固定資産税はないんだと、熱海市だけでも全部やっ

ていますよね。そういうことを水道事業の方にプールを使うのには、水資源税とい

うのもまたつくってもいいのではないですか。いろいろな財源を別にもっと考えて
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ほしいよと。そういう提案があってしかるべきだけど、この答弁ではもう既定路線

を言って、これを絞っても絞っても、町長がやりたい子育て支援の事業予算はどこ

から取るのですか。限界はもう、同じ予算立ての中でやっていたらもう出せる金額

は決まっています。だったら、別に田畑町政でなくてもいいではないかという話に

なってしまいますよ。いかがですか。 

○議長（沖野一雄君） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 喜山康三議員の御質問にお答えします。 

確かに、選挙で立候補して戦うときには、それなりの思い、そういうのが優先し

て、なかなか政策等は私の場合は持っていなくて、打ち出せなかったわけです。実

際にこうやって議会の中に入っていきますと、それなりに各担当課といろいろセッ

ションしてみますと、やはりそこは全部が全部私が理解して答弁できるようなこと

ではなくて、やはり各課の持っている政策や財源等は、もう各課にお願いするしか

ないと思っていましたので、確かに、喜山康三議員がおっしゃるように、僕は子ど

も医療費とか保育料、教育費等の逆にそのゼロにすると言えばかっこよくて、無理

してやれないこともないでしょう。でも、そこで極端に僕だけの名前を上げるため

に、公約で挙げたそこの無償化だけに走っていくと、後々の町が抱えるちゃんとや

らなければならないそういった事業も各課で持っていますので、そこにまずは支障

を来してはいけないというのを感じました。国が、岸田さんが異次元の子育て支

援、少子化対策というのであれば、国にそれを求めていくべきだと思います。それ

は、どこかの首長会議でも集まったときにそういう要望をするなり、地方の外海離

島の首長の意見として上げてまいりたいとはどこかで思っています。財源のあり方

について、私も過疎債がどういうものか、ソフト事業債がどんなものか、言い訳を

するわけではないですが、当選して２５日からの初登庁からまだ２週間で、内容そ

のものもそんなにわかりませんし、そこはまた勉強しながら進めてまいりたいと思

います。 

○議長（沖野一雄君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） もちろん、私２０００年に議員になってから今年で２３年にな

りますが、いくらでも切りがないんですよね、法律は変わる何は変わるで、ほとん

ど毎晩必ずネットでいろいろチェックをしたり見たりとかしていますが、それはそ

うでしょう。しかし、私が町長にお願いしたいのは、例えばここに、観光関連事業

のヨロン島観光協会に出した委託金と補助金だけでも８,５００万円超えているわ

けですよ。結局１つだけ取り上げても何ですけど、そういう今まで、先日行われた

琴平神社の弁当代、あれはどこから出ているかわかりませんが、そういういろいろ

なものからきちんと拾い上げて、本当に今必要なものかどうか。そういうものを拾
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い上げて、与論町独自の財源を捻出して初めて町長が考える田畑町政の政策ができ

るわけですよね。国の政策はさておいて、是非ですね、今までの委託金とか補助金

とか、その辺のものを１円たりまでチェックして本当に考え直そうよと。やはりそ

れは檄を飛ばしてほしいですね、それをお願いしておきます。そして、ほかの一般

質問にもありますが、もちろん住宅建設の問題、共同墓地の問題、これは１億円だ

とか言っていますが、大概事業を始めると２億円、３億円と増えてしまいますよ

ね。言っては失礼ですけど、これが緊急性があるかと。先般、し尿処理センターが

できましたが、あれも緊急性があったのかと。あれも４億円、５億円お金を使って

いますよ。今から一千二、三百万円のランニングコスト、電気、水道、人件費がか

かりますよね。あれがそんなに緊急性のある事業かと、私に言わせれば、これはみ

んな子育てに入れてもいいではないですかと言いたくなるわけですよ。それから共

同墓地ね、それから先に墓地条例ができて、個人所有地を買い上げて、それに管理

費を年間１０万円か何かあげるのですか。これは１万７２８０平方メートルで、

ざっと１平方メートル３,０００円で計算すると、５,０００万円余りのお金をまた

町費から出さなくてはいけないのですよ。それから給食センターね、これも喫緊の

課題。那間小の問題、中央公民館の問題、清掃センターの取り壊しの問題、もう財

政はいくらあっても金が足りない。その中で優先事項、その中でももっと優先事項

は子育てでしょう。私はそう思います。そして今町長がおっしゃっていましたが、

広域の議会でも奄振の中から子育てに使えるようにしてくださいよ。今までの町長

が奄振の予算から子育てに使うことを要求したことありますか。副町長は御存じで

すか。総務企画課長。 

○議長（沖野一雄君） 町本総務企画課長。 

○総務企画課長（町本和義君） 今の御質問につきましては、ちょっと私も存じ上げま

せん、失礼します。 

○議長（沖野一雄君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） 私も奄美群島が２０万人余りの人口が、もう１０万人切れる寸

前ですよね。そういう状況の中で、奄振が相変わらず土木予算にばかり偏重してし

まっている、何考えているのかと。それから、子育て支援に私がお願いしたい点が

１つありますが、やはり親御さんが子育てをしていて、一番心配なことは自分がケ

ガしたり病気したり、御主人が病気したりね、また子供が病気したり。いわゆる危

機的なそういう経済的、精神的に追いつめられたときに、いわゆるセーフネットで

すよ。そのときに手を差し伸べられる制度をしっかりつくってほしいということ。

これは１つ沖縄県では、離島患者等通院費支援事業というのがあるのですが、これ

は沖縄では離島の方の出産とかにでも付き添いまで運賃は出ているのですよね。だ
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から、本当にかねての生活はともかくとして、いざ自分の大黒柱である人の病気だ

とかケガあるいは死亡、そうなったときにさっと支援できるような制度を是非お願

いしたいなと。御承知のとおり、与論島は鹿児島県のいわゆる離島出産支援条例

で、出産するときの費用は賄われていますが、是非妊婦さんだけではなく、いわゆ

る重症な患者だとかあるいはそういう者に対しても是非やっていただきたい。その

辺については、町長いかがですか。 

（停電のため中断） 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時２１分 

再開 午前１０時３０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（沖野一雄君） それでは、会議を再開します。 

田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） すみません、停電で質問の事項を忘れないうちに発言したいと

思います。喜山康三議員からありました、やはり優先順位があってしかるべきだと

いうところは十分に承知しています。共同墓地は、次の福地元一郎議員からも質問

がありますが、私は当然やるべき事業というのは、その年度、年度、事業にあっ

て、それは丁寧に進めていく事業であれば進めてまいりたい。共同墓地に関しまし

ても、やはり少子化対策と全然無縁ではなくて、やはり今、空き地・空き家対策等

をやっていますと、どうしても神棚問題があったり、御霊、魂の問題があったり、

そういうところは共同墓地にしていただいて、空き家がリフォームして貸し出せる

状況をつくっていけるのではないか。そこはまた移住・定住で、子育て・少子化対

策につながっていくのではないかなというところでの考えも持っていたりします。

確かに、あと給食センターとか那間小の問題、それに続いていくのですが、そこは

私の考えといたしましてはオールチーム、課の垣根を超えたチームプロジェクト

で、また進めてまいりたいという考えを持っています。さっき奄振法の中で、子育

て支援の方でやはり与論出身、今まで首長でそういう町長が発言しなかった。そこ

はまた、私の方で是非その中で発言して、どれだけの賛同が得られますかわかりま

せんが、各島々の各町長さんと一緒に声を１つにして子育て支援、非常に奄美群島

地区は同じような現象に、同じような問題を抱えている首長さんが多いと思います

ので、丁寧に提言してまいりたいと思います。 

○議長（沖野一雄君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） ありがとうございます。個別の事業についてああだこうだとい

うわけではなくて、この事業が優先事項なのかどうかということと、いわゆる事業
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予算が適正規模かどうか、また予算規模はどの程度抑えるべきかという、その辺に

ついてもきちんと締めて、事業をやっていただきたいと、それをお願いしておきま

す。そうしないと、これ町長、４年後に田畑町長は言ったけど一体何をやったのだ

ろうかなと、振興計画見てもいわゆる百花繚乱ですよね。もう並べ立ててね、いっ

ぱい事業はありますよ。その中からどれを選択して、どれだけの集中投資をしてい

くかというのは、それこそが町長の手腕ですから、是非よろしくお願いします。 

それから、特に住宅問題は子育て支援、いわゆる子育て世帯に対して優先的に住

宅を割り振りするとか、先般のニュースでも都城市では、都城市に移住したら一世

帯５００万円のお金を出しているのですよね。もうそういうニュースが出ているの

ですよ。それで結構入ってきて、要するにもう人の奪い合い、そういう時代に入っ

てきているなとつくづく思っているのですが、本当に大胆な考え方で子育て、いわ

ゆる与論島への人の入り込みについて積極な施策をしていかないと、これは大変な

時代に入っているなとつくづく思います。住宅問題について、いろいろな手法があ

ると思いますが、その住宅建設で民間資金等の活用における事業資金、いわゆる

ファイナンスですよね、ＰＰＰとかＰＦＩ。簡単な話がクレジットですよね。ロー

ンを組んで、あれは１５年ローンみたいな形でやっているのですが、ましてやそう

いうことなんかをしたら先々の財政まで縛ることになるから、そういうことだけは

絶対やめていただきたいと、是非これは町政に釘を刺しておきます。そして、町内

でも住宅を建てることができる土地を持っているけれど、それをするためには、例

えばいろいろなインフラ、上水道それから下水道、そこに例えば公共排水があった

場合は、特別な合併浄化槽とかそういうのが必要ないわけですよね。それは別とし

て、民間活用として、民間の人で自分の土地があって、そこに住宅を自分の資金で

建てたいという人に対して、行政が側面から支援してそれを促す施策も必要ではな

いかと思うのですが、その点はいかがですか。 

○議長（沖野一雄君） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） インフラ整備に関しましては、建設課とかいろいろな課があっ

て専門的なところはそこがお答えするとして、私としては今喜山康三議員が言われ

たそっちの側面の後押しというか支援というのは、大いにやってまいりたいと考え

ています。 

○議長（沖野一雄君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） ありがとうございます。与論町が土地を買って住宅を建てて、

そしてそれを貸して、それでその家賃をもらって、そしてまた補修をしたときは自

分でやる。役場職員てそんなに暇ではないと思うのですよ。やはり役場職員の人的

資源のこととかですね、この役場業務とは全く関係ない業務が多いような感じがし
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ますよ。だから、そういうのは積極的に一般業者にそういう形で、島内の建設業者

とか、そういう島内で資金があって、住宅でも建てたいなと思う方がいらっしゃる

かと思うのですよ。そういうときに、例えば土地のいわゆる農地だけどそれの転用

許可とかですね、その辺の行政手続き上の側面の支援とか、それから上水道は入り

口までは引きましょうと、そういうこととか、その辺の支援策があると業者も思い

切ってできると思うのですよ。その辺、是非業者がこれだったら思い切って住宅、

アパートでもつくってみようかと思うような、たくさんじゃぶじゃぶお金をあげる

というわけではないですが、僕はそのくらいは支援してもいいのではないかと思い

ますので、是非その点もあわせて御検討ください。一応、子育てのことはこれで終

わりにして、次に移りたいと思います。 

貴重な自然環境をしっかり守っていけるということでお願いしているのですが、

今日まで、昭和４２年に田村剛といういわゆる自然公園法をつくった博士が与論に

御来島されて、昭和４３年にＮＨＫの新日本紀行で、３回目に与論島ということで

放映され、ほとんどそれを契機に与論島の観光ブームが走ったと僕は思っているの

ですが、そのときに「与論島は東洋の海に浮かぶ１個の真珠である」という言葉と

いうのは、ほとんどの方が御存じではないでしょうかね。やはりこれだけすばらし

くきれいな島だったと。特別に与論島が宣伝をしなくても、これだけお客様が次々

に来ていらしたと。それは海のすばらしさ、人のすばらしさ、さっき教育長がおっ

しゃいましたけどね。海、空、人かもしれないですよ。しかし、その中で一番大事

なのは、このすばらしい海を楽しむためのプレゼンテーションをしている業者が当

時はいっぱいいたわけですよ。御存じのとおり、当時の民宿は来たお客様が泊まっ

て一泊二食５００円でした。そのお客様をどうしたかと言えば、海に連れていっ

て、泳がせたり、遊ばせたりすることのいわゆるオプションの競争だったのです

よ。それを始めたのが南海荘さんですよね。そういうのを見て、周りの方々が、俺

も民宿やろうかという形で次々伝搬していって、当時の爆発的な与論島ブームがで

き上がったと私は解釈しています。当時の民宿は、全部海にお客様をタダで連れて

いってあげていたのですよ。でもそういうわけにいかず、結局今度は海のレジャー

とか遊びをする業者が次々生まれてきたわけですが、是非ですね、前にも教育の決

算の方でも述べましたが、是非与論島の海をお客様が喜んで、これだけ与論島に来

ていらっしゃるということは、では果たして与論島に住んでいる小学生、中学生、

高校生、大人の皆さんが、与論島の海を本当にどれだけ知っているかということで

すよね。だから、私はまず与論の方、そして子供たちに与論の楽しさ、すばらしさ

というのを教える教育も必要ではないかと思っているのですよ。教育長いかがです

か。 
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○議長（沖野一雄君） 中山教育長。 

○教育長（中山義和君） ありがとうございます。自分も、高校３年まで与論で過ごし

て、与論の海の良さというのを知らずに東京に出ました。東京に行って初めて与論

の海がこんなにすばらしいものかということを知り、与論で泳ぎながら魚を釣った

りしたことができない子供たちが関東にはいるのだなと思ったときに、やはりこの

与論の良さというのを伝え、体感させていかないといけないなと思っています。そ

の頃は、そういったものはどちらかというと、自然の遊びの中で海に行って学んで

きたつもりですが、今の教育の中ではそういった機会というのがなかなかできない

状況です。そこにこの海洋教育という部分の中で、海を学ぶ時間、自然を学ぶ時間

というのをこうやってカリキュラムとしてできていること自体、すばらしい取り組

みだと思っています。そこに、あとは子供と学校だけではなくて、地域、親、そう

いう方々が自分の子供や孫を海に連れていき、昔やっていたような釣り方だった

り、海岸清掃も含め、そういったものを地域の方それから親を通して体験をさせ

て、見た目だけのきれいさだけではなくて、実際潜ったり獲ったりしながら、その

体験ができるということの良さをさせていく場、機会というのは必要であると考え

ています。 

○議長（沖野一雄君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） 質問事項とはちょっと横道にそれた感じですけど、住んでいる

私たちがこの島の良さを知らないために、容易に浜を破壊したり、自然を破壊した

りするのではないかということなのですよね。本当にこの島の楽しさ、すばらしさ

というのを知ったら、ああ、ここは壊したら駄目だ、ここは守って次の子供たちに

残しておこう、次の世代に残すべきではないかとみんなが考えるようになる。そう

いう意味で、私たち自身がこの島の良さを本当に知っているのかどうか。だからそ

れを知るために大人が何をやっているか、学校が、行政が何をやっているかという

のが問題と思います。もちろん海洋学校それからＮＰＯのヨロンＳＣさんでもそれ

はやっていますが、昨晩もそのホームページも全部見たのですが、やはり遊ぶにし

ては金が高すぎる。何千円、５,０００円とか何とかという金額の範囲内ですよ

ね、ＳＵＰというかボートに乗って遊ぶだけでもね。こんな金額で子供たちが遊べ

るわけないですよ、家族で。もう少しその辺も見直す必要があるのではないかと、

つくづく思います。是非与論の楽しさを知るために、もう少し工夫も必要ではない

かと。その私がいつも思うのは、皆田の石浜の方の、昔は石浜と言われたのですけ

ど、今は全部土砂で埋まっていますよね。そこに耕地からの排水路が来て、その排

水路から全部そこの皆田の内側に土砂が流れ込んでいるわけですよ。これはもう３

０年、４０年。それでいわゆる海水公園と言われていたところが全滅状態。こうい
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う公共工事がこういう海浜への影響というのを一切無視して進められている。それ

も問題だと。そういう意味で今言っているＰＤＣＡね、公共工事であったとしても

私たちの海浜を大事に守るための、そういうのを無視してやっていないかというこ

とをチェックする必要もあると。それから今、海岸とかに全部放置している放置船

の件です。この放置船を見たら、「今後も漁船については与論町漁協と連携協力

し」とありますが、漁協に相談したことないのではないですか。私も漁協には何回

も行っていますが。それで県の大島支庁の審査の方にも問い合わせて、「大島郡は

何していますか。」と聞いたら、結局徳之島・奄美では、漁船の場合はいわゆる業

務用なのですよ。業務用のグラスファイバーというのは産廃業者しか処理できな

い。それを一旦砕いてから、県から許可を得て泥に埋めているわけ。それはもちろ

ん許可を取って。グラスファイバーというのは毒性がないから、そういうことは

オッケーなそうです。また、一般の小型船ね、民間が使っている、個人で使ってい

るボート。それは業務用ではないから、いわゆる法律上は一般廃棄物扱いなのです

よね。ということは一般廃棄物ということは、簡単な話がその破砕するときに周り

に迷惑さえかけなければ、誰でも破砕して一般廃棄物として出せるかどうか。それ

を与論町が一般廃棄物として受け入れるかどうかということを条例で定めていない

から、一般廃棄物として排出できないわけですよね。そういういろいろなもろもろ

のこともあわせて、今私たちの法律の範囲内でどこまで何ができるかということも

きちんと調査してほしい。この文面見ると、もう杓子定規なのですよ。適当に書い

ているだけ、何にも勉強していないわけ。県の方にも私は電話をかけて問い合わせ

しました。鹿児島県のこういう廃船の放置船の処理状況は、どういう状況でやって

いますか、誰がやっていますか、どういう法律がありますかと。是非ね、こういう

通りすがりの答弁はもうやめていただきたい。ある程度きちんと調べて答弁はいた

だきたいと思います。それから、先ほどにも申し上げた観光の景観条例の件、これ

については町長、いつ頃までにまとめて、どういう内容なのかということ。そし

て、どういうことが討論されているかということを、ホームページでちゃんと公開

していただきたい。その辺いかがですか。 

○議長（沖野一雄君） 大馬環境課長。 

○環境課長（大馬福徳君） お答え申し上げます。 

第１回、第２回の検討委員会の会は、先月の２６日に開催しています。これの議

事録に関しては、速やかにホームページにアップしたいと思っています。今後のス

ケジュールにつきましては、明後日の週報によって、町民の意向調査を全戸に配布

する予定です。また同日、同じプリントアンケートの裏に、今後の予定を載せまし

て、また町民参加型のまち歩き、ワークショップを経て、町民説明会という段取り
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を取って、あとそれを条例なり、景観計画を同時進行させるのですが、この中身に

ついても町民参加型でつくって、練り上げたものを来年の３月議会に頑張って出せ

るようにしたいと考えています。 

○議長（沖野一雄君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） 町民参加型というのは、その会合だけで決めたことを公表し

て、その組合の方、いわゆる会合の方はどういう形で選定されたかわかりません

が、その内容を公開しながら、なおかつそれに対して町民の意見があったら、その

中でも募集すべきですよね。できればそういう形で町民の意見を広く入れてやって

いただきたい。もう答弁は結構ですので、大馬環境課長の頑張りはよくわかってい

ますので、是非お願いします。 

次に移ります。道路の問題ですね。土木課長がすごく一生懸命やってくれて、い

ろいろなところから評価をいただいています。それで私が次に、これには触れてい

ませんが、道路そのものも問題ですが道路の脇の伐採問題です。なかなか人数も少

なくて追いつかない、予算上の都合とかね。今、マラソンのコースを一生懸命やっ

ているみたいですが、この伐採というのはある程度主要道路は町がやって、小さな

そのちょっと入って５、６世帯とか２、３世帯とか、そういう道路はもう周辺の

方々に地域の協力を得るような方法なんかはどうですか。例えば公民館の中で一定

の手数料を払って、地域の皆さんでここの伐採はやったらどうですかと。そして今

町がお願いして伐採をしている方々は、主要なというかそういうところだけを集中

的に伐採して、だからそういう伐採のあり方も今までのやり方ではなくて、見直し

てやっていただきたいと。是非それをお願いしておきます。 

それから今、交通事故がここ１年ぐらいで１５件ぐらいあって、その中に自損事

故とかいろいろあっているのですが、１５件のうち６件が大体いわゆる対人という

か賠償になるような事故になっているのですよね。この情報は、消防での情報で

す。派出所に行ったら事故の件数は公表できるが、場所も教えられないと、中身に

ついても教えられないと。どういうわけかわかりませんが、是非町で事故が発生し

た場所ぐらいは把握して、そこの発生する場所の改善策をする必要もあるのではな

いかと。これは県の方に情報公開でもしないと取れない情報ではないかと思います

が、是非その辺の御努力をお願いします。 

次に、供利港について移ります。供利港については新港建設に取り沙汰されてい

ますが、これについては議会でも議決されているわけではないですよね。いきなり

港ができることによって、欠航・抜港がどれだけ解消するかもわからないのに、す

ぐ新港の話はないでしょうと。町長も船舶・運輸関係で仕事もされましたし、一応

私も別の船舶会社で５年ほどそういう仕事もしています。供利港の状況、茶花港の
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状況、船の接岸するときの状況、そういうことの実態もよく知っています。だか

ら、それとともにこの供利湾の貴重な海底景観、私はこれは非常に重要なものだと

思いますけど、町長の答弁にもありますけどもう一度確認したいのですが、私はこ

れ以上の破壊は避けてもらいたいと、それをお願いしたいのですがいかがですか。 

○議長（沖野一雄君） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 新供利港建設については、当然新たに僕は検討を見直す必要が

あるいと考えています。それありきではないと、はっきり申し上げます。でも、欠

航・抜港・条件付きで運航しているこの対策というのは、県の出先機関である沖永

良部事務所の土木出張所や大島支庁、そして県の担当のやはり港湾航路担当課に

ちゃんと詳細な調査等をお願いしながら、抜港条件における島での影響、島民に与

える影響の改善は、対策は、解決は、もっと進めていかないといけないとは認識し

ています。 

○議長（沖野一雄君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） 確かに近年抜港とかが多くなっていますが、御承知のとおり、

船が結局かさが高くなって、風の影響を受けやすいということで大きな影響を受け

たということで、当時私が船会社にいた頃は、船を入港するかしないか、接岸する

かしないかというのは、その現場に来てから船長の判断でほとんどやっていたので

すよ。でも今は、ほとんど鹿児島の方の運航管理部の指示で動いているということ

をお聞きしています。要するに、天気図を見ながら鹿児島の方で今回は抜港する、

欠航する、それも全部ほとんど決められている。そういう状況ですので、これは船

会社の安全運航のためで、向こうがほとんど決定している事項なのですよね、今の

ところ私が聞いている範囲では。だから、今町長がおっしゃるように、これの改善

に向けて努力することは当然ですが、やはりそれは限界があると思うのですよ。そ

れといわゆる接岸したときに、どういう状況にあるかということとともに、港の手

狭な件ですよね。それを解決すべきではないかと僕も思っているのですが、今は新

供利港建設についてですので、こういう状況というものをもう１回検討し直して、

是非町長も関係部署と連絡を取り合って進めていただきたいと、是非これをお願い

しておきます。 

以上をもちまして、私の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございま

した。 

○議長（沖野一雄君） ５番、喜山康三君の一般質問を終わります。 

次は、６番、福地元一郎君に発言を許します。 

６番、福地元一郎君。 

○６番（福地元一郎君） 先に通告いたしました一般質問を行います。 
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まずは田畑町長、山下副町長、中山教育長、御就任誠におめでとうございます。

町長におかれましては、多くの議員や多くの建設業協会の方々が相手候補を応援す

る中で、５９８票の大差で勝利いたしました。このことは田畑町長が唱える「想い

どぅ力 みんなが輝く島づくり」の基本理念や、公約を多くの町民が指示した結果

だと思います。所信表明の中で、これからやろうとしていることを述べておられま

すが、財政厳しい現実があり、苦難に満ちたいばらの道が待っています。しかし、

私は田畑町政に越えられないいばらの道はないと信じています。何とぞ健康に留意

しながら、職員と一丸となって、険しいいばらの道を切り開いてください。よろし

くお願いします。 

１ 共同墓地（納骨堂）について 

(1) 先に行われた町長選挙で、「田畑候補には何も政策がない。」と、言う

相手候補の応援弁士がいたそうで、演説を聞いたある独居老人から、「共

同墓地もできないのか。」と心配の電話があった。「継続事業だからそん

なことはないと思う。」と答えたが、確認のため改めて伺います。町長は

これまで山町長が進めてきた共同墓地（納骨堂）建設を継続して進めてい

く考えか。 

２ ＹＭ菌活用による堆肥化実証実験について 

(1) 増え続ける牛に、糞尿処理が追いつかず、処理を促す目的で去る５月２

２日から７月１５日まで堆肥センターにおいてＹＭ菌活用による堆肥化実

証実験が行われたが、与論では費用対効果が得られない結果になったと聞

いた。そこで改めて伺います。 

①実証実験の結果はどうだったのか。 

②実証実験の結果を受けて、今後もＹＭ菌活用による堆肥化を推進するの

か、あるいは別の方法を検討するのか。 

以上、質問いたします。 

○議長（沖野一雄君） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 福地元一郎議員の御質問にお答えする前に、皆様、議員さんに

お伝えしたいことがあります。先ほど福地元一郎議員から私を含め、副町長の山下

哲博そして教育長の中山義和に対しまして、お祝いの言葉をいただき本当にありが

とうございます。私は、ここに書いてあるように何も政策はありません、力もあり

ません。当然私は行政経験がないのでそういうことは言えません。素直に正直に申

し上げます。でも、政策は役場職員の手の中にある、私はそれを訴えてきました。

今も信じています。その職員の中から、町民の中にも政策は手の中にあるという言

葉をいただきました。それを聞いたときに、私は自信から確信に変わりました。町
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民の意見を聞く、そして町政を町民に伝える、それは先生方、町議会議員の方々も

同じような境遇で、同じような立場にあるのではないかなと思います。あえて、私

は議会と一緒にやはり方向性を見出して、一緒に歩んでいかなければならないと

思っています。私を擁護するような発言をお願いしているわけでは決してありませ

ん。それを伝えたくて、福地元一郎議員の質問に答えたいと思います。 

共同墓地（納骨堂）についてお答えいたします。 

共同墓地の整備につきましては、山前町長が、令和５年３月定例会における一般

質問において、与論町墓地基本計画策定委員会からの提言を踏まえ、施設型共同墓

地の整備を進めていく旨の答弁をされたと承知しています。 

私も、共同墓地については、お墓のない人の納骨先として、また、墓じまいや無

縁墓の改葬先として、これからの時代、本町にも必要な施設であると考えていま

す。 

共同墓地の整備につきましては、山前町政を引き継ぎ、早期整備に向けて取り組

んでまいります。 

次に、質問事項２で、ＹＭ菌活用による堆肥化実証実験についてお答えします。 

本町堆肥センターが生産する製品の品質向上のため、議会からの提案を受けて、

原料となる牛糞にＹＭ菌の種菌を混合し、超高温好気性発酵により短期間で堆肥製

造が行えるかの実証実験を行いました。 

その結果、御質問事項①の実証実験の結果については、現在、堆肥センターにお

いて行っている堆肥製造手法においては、４カ月から５カ月かかる完熟堆肥製造が

４５日間で製造できることや９０度以上の超高温を１５日記録するなど、当初示し

ていただいたとおりの結果となりました。今後は御協力いただける農家の畑に散布

試験を行い、肥料効果や雑草種子の死滅効果等の検証を行う予定としています。 

一方で、質問事項②の今後の具体的な導入へ向けての推進についてですが、この

ＹＭ菌を活用して堆肥の生産を進めていくためには、現在の堆肥センターの大規模

改修が必要なことや新たな建屋の建設・人員・機械等の増強など、導入の前段階で

数億円規模の設備投資が必要なことや、導入後においても町負担分だけでも年間数

千万円のランニングコストの負担が想定されます。また、ただいま申し上げた施設

整備・運営経費に加えて、種菌の購入費用や鹿児島からの輸送コストなどの追加経

費についても、数千万円の費用負担が継続していくことが考えられ、このコストを

賄うためには、現在の本町の財政状況から鑑みても、家畜排せつ物を排出する畜産

農家へも費用負担を求めていかなければならないことが予想されます。 

これらの状況から、現時点でのＹＭ菌活用による堆肥製造方法の導入は非常に難

しいものであると考えています。 
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今後、堆肥センター運営委員会においても協議を重ね、委員からの意見なども踏

まえて、堆肥の生産性や品質の向上について検討を重ねてまいりたいと考えていま

す。 

○議長（沖野一雄君） ６番、福地元一郎君。 

○６番（福地元一郎君） 共同墓地について再質問を行います。ただいまの町長の答弁

で、共同墓地建設を継続していくということがわかりましたので安心いたしまし

た。改めて電話やインターネットあるいはＳＮＳ等で、広く町民に告知をしていき

たいと思います。参考までに申し上げますと、共同墓地の整備について初めて与論

町議会で一般質問をされたのが平成２８年３月です。その後、令和元年９月に与論

町議会において共同墓地調査検討特別委員会を設置し、その後、令和２年６月には

議長から町長へ意見の申入れを行っています。それから、何度も一般質問に取り上

げられていますが、今年３月に与論町墓地基本計画策定委員会から山町長へ、共同

墓地をつくるべきであるとの提言がなされています。田畑町長は、そのとき商工会

長として委員会のメンバーでありましたが、つくるべきとの意見に賛成であったと

聞いています。そういうことからして、今回の答弁の内容は当然予想されたことあ

りますが、龍野町民生活課長にお伺いしたいと思います。今の段階で共同墓地完成

までのタイムスケジュールがわかれば教えてください。 

○議長（沖野一雄君） 龍野町民生活課長。 

○町民生活課長（龍野勝志君） お答えします。 

そのタイムスケジュールにつきましては、林隆壽議員の質問にも少し触れてござ

いますが、来年度に建設予定地である奉行墓につきまして、実施設計を計画してい

ます。そして再来年度、令和７年度に本工事という計画が最短のスケジュールで

す。供用開始が令和８年度ということを目標に考えています。以上です。 

○議長（沖野一雄君） ６番、福地元一郎君。 

○６番（福地元一郎君） それでは、令和８年度から供用開始ということでよろしいで

すか。 

○議長（沖野一雄君） 龍野町民生活課長。 

○町民生活課長（龍野勝志君） 令和８年度が最短の供用開始のスケジュールと、今の

ところ考えています。その財政事情とかいろいろ財源確保、そういった問題をクリ

アしながらその目標に向けて頑張ってまいりたいと思っています。 

○議長（沖野一雄君） ６番、福地元一郎君。 

○６番（福地元一郎君） わかりました。そのように頑張っていただきたいと思いま

す。この質問に関しましては、課長からもありましたように、この後、林隆壽議員

からも一般質問が出ていますので、私はこの辺で次に移りたいと思います。 
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次は、ＹＭ菌活用による堆肥化実証実験についてですが、おさらいをしてみたい

と思います。そもそもなぜＹＭ菌活用の話が出てきたということですが、堆肥セン

ターができた平成１７年には、牛の出荷頭数が２,３２７頭で、販売額が１０億６

５２８万円でありました。それが令和３年には、２,８６４頭の出荷頭数で５３７

頭増えて、販売額は１９億４４９万円と約２倍に増えています。つまり、堆肥セン

ターができた１８年前に比べて、牛の数が増えて糞尿処理が追いつかなくなった。

そこで、ＹＭ菌を活用したらいいのではないかということで、先ほどから述べてい

ますように、今年の５月２２日から７月１５日まで、堆肥センターで実証実験を

行ったということです。堀田産業課長、それでよろしいですよね。 

○議長（沖野一雄君） 堀田産業課長。 

○産業課長（堀田哲也君） お答え申し上げます。 

導入した経緯についてのその１７年間の流れについては、ちょっと詳細はありま

すけど、おおむね実験を始めた経緯はそのような形になっています。 

○議長（沖野一雄君） ６番、福地元一郎君。 

○６番（福地元一郎君） そこで、堆肥センターの現状をおさらいしますと、現在は、

年間約６,０００トンの牛の糞尿を原料として受け入れて、それを堆肥にして約３,

０００トンから３,５００トン出荷をしていると。受け入れる際には、畜産農家か

ら１トンにつき５００円を頂いているということです。それでは、どういった実験

の内容かと申しますと、農家から運んできた原料３１.１５トンに対し、ＹＭ菌５

３.４５トンを船で運んできて混ぜたということです。原料に対して約１.７倍のＹ

Ｍ菌を混ぜたわけです。混ぜた総重量は３１.１５トン足す５３.４５トンで８４.

６トンでありました。ところが発酵させてでき上がった堆肥は５１.１５トンで、

総重量の８４.６トンから３３.４５トンも減ってしまっていた。その減ってしまっ

た原因は、畜産農家から運んできた原料の約８割から９割は分解されてなくなって

いたということです。残ったのはほとんどＹＭ菌で、それも粉塵の状態で畑には散

布できなかったということです。散布の様子は傍聴人の皆さんには写真をお配りし

てあるので、資料は見ていただけるとわかると思います。粉塵の状態である堆肥を

ペレット状に、要するにこういった粒ですね、ペレット状にして散布すればいいと

いう話も業者からはあるようですが、ペレット工場をつくるにしても莫大なお金が

かかるので、現実的ではありません。実験の結果を現実に当てはめてみますと、現

在行われている６,０００トンの農家から集めた原料をＹＭ菌で処理するために

は、ＹＭ菌を約１.７倍の１万２００トンを購入して混ぜなければなりません。購

入したＹＭ菌を運んでくるには、専用の貨物船をチャーターする必要があるそう

で、１回チャーターするのに１０００万円かかるそうです。それも抜港したり、台
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風で接岸できないときには、１日９０万円から１００万円の追加のチャーター料金

が発生するそうで、この前の台風６号のときのようになると、１２００万円以上の

追加料金が発生することになります。またＹＭ菌は、年４回は購入する必要があ

り、菌の購入だけでもトータルすると億に近い金額が必要になります。さらに、購

入したＹＭ菌を貯蔵しておく大きな倉庫や、畑に撒く際にはペレット状にしなけれ

ばいけませんのでペレット工場も必要となり、それだけでも数億円かかることにな

ります。それらを全て受益者負担ということで畜産農家に負担してもらうことにな

ると、今は１トン５００円を畜産農家に負担してもらっていますので、１万円から

数万円まで跳ね上がってしまいます。現在、一番多く原料を出している畜産農家は

２００トン程度ですが、現在は約１０万円の負担をしています。ところが、それが

一気に１万円以上となりますと、２００トン出している農家は２００万円以上の負

担になってしまいます。そうなると、誰も堆肥センターに原料を持ち込まなくなる

と思います。そういったことから、間違ってもそのような会社と不利益な契約を交

わすことがないように、慎重の上にも慎重に事を運んでいただきたいと思います。

副町長いかがでしょうか。 

○議長（沖野一雄君） 山下副町長。 

○副町長（山下哲博君） お答えいたします。 

ただいま福地元一郎議員の説明内容は十分理解できました。課内の方でもこの問

題についてはいろいろまだ検討中ではございますが、しっかりとまた見定めたいと

思います。ありがとうございます。 

○議長（沖野一雄君） ６番、福地元一郎君。 

○６番（福地元一郎君） しかしながら、牛の数か増えて糞尿処理が追いついていない

現実があります。畜産農家は今も大変な状況です。糞尿処理は、町長が提唱する自

然を守る環境保全にも直結しています。早く対策を講じないといけません。そこ

で、堀田産業課長にお伺いします。今後どのような取り組みをしていくのか、予定

があれば教えていただきたいと思います。 

○議長（沖野一雄君） 堀田産業課長。 

○産業課長（堀田哲也君） お答え申し上げます。 

ＹＭ菌の実証実験につきましては、今福地議員の方から私よりも詳しく御説明い

ただいたので、今のところ検討中ですが、今後の方向についてですが、どうしても

本町の堆肥が評判が悪かったという時期が、牛が増えて堆肥センターに堆肥が集ま

り過ぎて、それが、切り返しがちょっと不備なままで中熟して出したところで、雑

草種子が残っているというのがそういった評判が悪かった原因だと思いますが、昨

年度から堆肥を有料化して回収することで、若干堆肥センターに集まってくる堆肥
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が減っているのと、それぞれの農家さんが、今肥料も上がっているということで自

家使用している堆肥と、さとうきび農家と畜産農家で構築連携をして、お互いにや

り取りをしているというのもあって、若干量が落ち着いてきています。それできち

んと堆肥をつくれるようになってきているので、実は去年の堆肥センターでつくっ

た与論町の堆肥は県で１番を取っている、最優秀賞を取っているぐらい、製品の性

能としては非常にいいものができていますので、このきちんとした質のいい堆肥を

つくっていくのと、中熟堆肥の質をもうちょっときちんと切り返しを行って、質を

上げていくということをしていこうと思っています。また、中熟堆肥がどうしても

必要になるのが、与論町の今農業としてありますので、中熟堆肥を活用した自然環

境を守る自然保護型の農業で、その堆肥を活用して消毒をするというのが、今さと

いもの畑の方でもずっと広まっています。そういった循環型農業というのを推進し

ていきながら、堆肥の有効利用と質の向上を図ってまいりたいと思っています。 

○議長（沖野一雄君） ６番、福地元一郎君。 

○６番（福地元一郎君） 是非、畜産農家が困らないように、早く対策をしていただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

最後に申し上げます。町長は所信表明の中で、「開かれた町政における対話と協

働を重視したまちづくりを進める」と述べています。開かれた町政とは、物事を決

定したり事業を進めるに当たり、決定に至るまでの過程も全てオープンにして、情

報を開示することだと私は思います。そうすることで、若者や町民がもっと田畑町

政や議会のやることに関心を持つようになり、町長が述べている対話と協働が生ま

れてくるものだと考えます。是非、情報の開示をお願いして、一般質問を終わりた

いと思いますが、町長に最後一言お願いします。 

○議長（沖野一雄君） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 福地元一郎議員、誠にありがとうございます。先ほども質問の

前に「政策は職員の手の中にある」と申し上げて、もう一つ言いたかったのは、こ

の激動する先の見通しのしづらい社会では、１人の独断、決断では大きな過ちを犯

すかもしれません。これからは、今おっしゃったようにオープンにして、密室の町

政をしない。それは私が職員と約束しました。そして、オール与論、オールチーム

で話し合いをしながら、選択の道を選んでまいりたいと思います。そこは議会の方

も私を、三役を注視しながら見守っていただき、そして御指導をいただければと思

います。本当にありがとうございます。 

○議長（沖野一雄君） ６番、福地元一郎君。 

○６番（福地元一郎君） 頑張っていただきたいと思います。 

これで私の一般質問を終わります。 
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○議長（沖野一雄君） ６番、福地元一郎君の一般質問を終わります。 

午前中は以上で終わりまして、昼食のため暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時２６分 

再開 午後 １時２７分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（沖野一雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

次は、３番、林敏治君に発言を許します。 

３番、林敏治君。 

○３番（林 敏治君） 早朝のトンビ、サシバのピッピーと鳴る鳴き声が聞こえる中、

大分秋らしくなり涼しくなりました。 

それでは、令和５年第３回定例会の一般質問をいたします。 

１ 少子化、子育て支援対策について 

(1) 町長は、想いどぅ力、みんなが輝く島づくりを掲げ、少子化対策、子育

て支援など、子育て家庭が安定して生活できる環境を整えて、民間と連携

した臨機応変な支援サービスの提供や、男性も子育てに参加しやすい環境

づくりなど、未来へ繫ぐ１０年後、飛躍する島づくりを、どのような手順

で計画的に推進していく考えか伺います。 

２ 青年団、老人クラブの年齢引き上げについて 

(1) 現在、少子高齢化、人口減少が進展する中、本町において青年団活動や

老人クラブの活動が行われているが、青年団を１８歳～３５歳までと、老

人クラブを６５歳以上または７０歳以上と年齢を引き上げる考えはないか。 

３ 琴平神社境内の環境整備について 

(1) 先日、琴平神社境内において、十五夜豊年祭や大島地区相撲大会が盛大

に行われたが、土俵のやぐらが老朽化しているが、改築する必要があると

痛感される。また、トイレに行く通路に外灯を設置してほしいと町民の声

があるが、どう対策を講じていく考えか伺います。 

○議長（沖野一雄君） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 林敏治議員の質問事項の１、少子化、子育て支援対策について

お答えいたします。 

政策形成の一般的な手順としては、大きく政策形成、政策実施、政策評価の３つ

に分けて捉えることができます。 

具体的には、問題の提起、そして課題の整理、目標の設定、政策原案の決定、そ

して町長の決定や議会の決定等を経て政策の実施となります。 
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計画の形態としましては、総合振興計画のような総花的な計画ではなく、設定し

た目標達成のための戦略的な計画が必要となってまいります。 

このようなことから、各部署の政策立案能力の強化を図るとともに、担当職員や

課長を中心としたプロジェクトチームで計画立案に当たり、企画調整会議等を経て

政策決定し、政策を実施していくという流れを構築したいと考えています。 

また、職員の政策形成能力の向上を図るため、市町村職員中央研修所（市町村ア

カデミー）等への派遣などの職員研修も積極的に推進してまいりたいと考えていま

す。 

○議長（沖野一雄君） 中山教育長。 

○教育長（中山義和君） 林敏治議員の２番目の青年団、老人クラブの年齢引き上げに

ついてお答えいたします。 

現在、与論町連合青年団は、与論町内在住の１８歳から２９歳（高校生を除く）

の団員で組織されています。年齢については、青年団規約において定められている

ことから、年齢の引き上げについては町で決定することはできませんが、１０月１

日時点の１８歳から２９歳までの人口は１９０人ですので、年齢を引き上げなくて

も、魅力ある青年団活動を推進することにより、団員の数を増やすことは可能だと

考えています。 

また、与論町老人クラブ連合会の年齢については、会則において「満６０歳以

上」と定められています。鹿児島県老人クラブ連合会及び全国老人クラブ連合会も

おおむね６０歳以上となっています。年齢の引き上げについては、青年団同様に町

で決定することはできませんので、老人クラブの意向に沿いたいと思います。 

続きまして、３番目の琴平神社境内の環境整備についてお答えいたします。 

琴平神社境内の相撲場は、昭和５３年に建築されましたが、御指摘のとおり老朽

化が進んでいます。大規模な改築工事は計画していませんが、屋根の修繕と塗装の

塗り替え等を来年度計画したいと考えています。 

与論城跡周辺は、美しい星空を守るためのモデル地区となっており、光害を軽減

した防犯灯に取り換えを行っています。トイレに行く通路の外灯の設置について

は、フットライトなど、光害に配慮した適切なあかりを設置してまいりたいと思い

ます。 

○議長（沖野一雄君） ３番、林敏治君。 

○３番（林 敏治君） まず１点目の少子化、子育て支援対策についてですが、町長

は、少子化、子育て支援を政策の柱に上げて、重点事項として取り上げています。

あまりにも政策の範囲が広すぎて、本当に実現できるかという大変懸念される点が

ございます。そこで、もう少し掘り下げて、追加質問をさせていただきます。私の
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この質問事項の中身をかいつまんで、ひとつ質問をしたいと思います。町長は、そ

の少子化対策を第一にどうしたら子供たちを増やせるか、今の現段階では高校存続

が大変厳しいということで、私は町長になられたと聞いています。ですので、この

少子化対策というのをどういうふうに、今の町長個人としてのその意見を聞いてみ

たいと思います。 

○議長（沖野一雄君） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 今、林敏治議員からありましたことについて、私はその去年１

年間の出生の数を聞いて、最初聞いたときには２４人、そして、２９人ぐらいまで

は出生があったと後で聞いていますが、まさかコロナで少しは、僕自身は外に出な

いから、普通は停電が起こるとその次の年は何か人口が増えたというニューヨーク

の大停電のそういう話も聞いていて、コロナだと内にこもって何か子供が増えたよ

うな感じがしたのですが、実は平成何年ですかね、３０人になって、それ以降２０

人台になったというところで、まあそれだと１０年後、二十数人、３０人切った出

生だと、特に１５年後は与論高校に入学するときには、二十数人だともう１クラス

になるのは目に見えていますよね。よっぽど定住者が増えて、その数を補えるよう

な子供を持った家庭が増えれば解消できるでしょうが、なかなかできない。そこ

で、いわゆる抽象的ではありますが、やはりそういうその環境をどうにかして変え

たいという、その思いで立ったわけですので、最初から政策がこれだこれだこれだ

とわかっていてやったわけではない。で、今感じられるのは、やはり先ほども午前

の部でも、少子化対策とか子育て支援等にはいろいろ質問がありました。だから、

国が行うべきところを言い訳するわけではないですが、そこをやはり鑑みながら、

一緒になってできるところ。町内の予算も果たしてその予算がちゃんと充てられる

のか。例を挙げて言うと、例えば給食費を本当に無償にしていいのか、その予算が

ちゃんとできるのか。そこは丁寧に進めてまいりたい。また、いろいろな活動をし

ている、例えばあんまぁ～ずの会とか、出産に係るそういった問題を抱えていろい

ろ活動している方々と連携をして、どういう子育て、子供を産んで与論で生活し続

けていくためには、どういう問題があるのかというのは、そういう関係団体とも連

携しながら対策を講じてまいりたいと思っています。 

○議長（沖野一雄君） ３番、林敏治君。 

○３番（林 敏治君） 私もこの人口減少に伴って、子供をいかに増やすにはどうした

らいいかと、私も考えているところです。今の若い青年団は、先ほど１９０人とい

うことですが、これはつい最近結婚式が１件ありましたが、この与論で結婚される

方、これは少ないわけですね。それからまた子供を産む方も少ない。これは将来本

当に子供を増やせるのかという疑問があります。もしそれが１０年後までにできな
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ければ、私はもう大変なことになると思っていますが、例えば、島外からＩター

ン、Ｕターンの親持ちが呼ぶとか言っていますが、本当にそれができるのか。島外

から例えば与論人会のあたりからお願いして、与論島に本当においでになるのか、

子供たちを連れた家族がいらっしゃるのかとかですね。やはり与論島内でできなけ

れば、島外からどうしても与論にお越しいただかないと私は増えないと思います。

ですので、これはそう簡単な政策ではないと思います。今まで、いろいろな子ど

も・子育て支援事業があります。今までの本当に手厚く、いろいろな島外の出産手

当、いろいろな支援金、助成金を出しています。ところが子供は増えません。それ

はどうしたものかわかりませんがね。そういうことも考えて、私はこれに関しては

相当な大改革をしないと、子供は増えないと思います。いかかですか、町長。 

○議長（沖野一雄君） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） まさしく林敏治議員のおっしゃるとおりで、それは国も岸田総

理も異次元の政策をしないと、少子化には歯止めがかからないと。これは何も与論

だけが抱えている問題ではなくて、もう日本、北は北海道から日本全体が抱えてい

る問題ですよね、実際に。それで、私は何を変えたいかというと、そういう手当と

かそういうのももちろん大事ですが、要はその町がやっている方向性、どういうと

ころにちゃんと手当をどういう方向に向いて、どういうことをやっているか、それ

はちゃんと町民は見ます。そして、私たちができることは、その今はモラハラ、パ

ワハラ、セクハラみたいな言葉もありますから、例えば、独身の女性に対して何で

結婚しないのか、そういうことは一切言えません。そういう中で、男女が出会っ

て、男女が結びついて、子供が産まれる状況をどうやってつくるか、そこは知恵の

絞りどころで、例えば独身者が暮らす世帯の自然にそういった環境整備をすると

か。そして、あんまぁ～ずの会とも活動中に話したところ、結婚して１人目が産ま

れれば、２人目はそう問題でもないと。２人目は自然に増えていくような感じがし

ました。お金ではないと。いろいろな役場の手当、今、出産手当はほとんど手当て

ができていますので、早急な対応、そういう支払いとか、そういうのが早急にでき

ればそっちの方が重点のような意見もありました。 

○議長（沖野一雄君） ３番、林敏治君。 

○３番（林 敏治君） 本当にいろいろな手当を手厚くしていますが、本当にお金では

ないと私も思っています。例えば、第１子が生まれるときには何か１０万円、第２

子が２０万円、第３子が５０万円、第４子が６０万円、第５子が７０万円となって

いますね。約３８０万円かな、支給しています。ところが私がよく考えてみると、

その第５子まで本当に産んでくれるだろうかな、その第５子までは７０万円という

ことです。ただ、与論の出生率は大体１.７５人ぐらいですかね。はっきりしたこ
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とはちょっと忘れましたが、２人までには及ばないと。ということはですね、私は

この第１子に１０万円というのも少ない、第２子には２０万円も少ない、第３子も

５０万円では少ないのではないかと思います。というのは、３人までやっと産める

のです。２人までもですね、やっと産める。５人まで産んだら７０万円というの

は、これはちょっといかがなものかなと。できれば、第３子までが、もし産んでい

ただければ１００万円とかですね、お金で言うのであればですよ。そういう少しで

も多く産んでいただきたいという、そういう努力が必要ではないかと思います。こ

れは金ではないというのは私も言いましたから、これは参考にひとつ今後また検討

していただきたいと思います。 

それからですね、子育て家庭が安定して生活できる環境を整える。これは先ほど

から出ていますが、この環境を整えるというのは非常に大きな問題です。また、い

ろいろな環境がありますから、これに対しては。それで、やはり住環境であった

り、医療機関の環境であったり、いろいろな整備をしていくということがあるよう

ですので、これに関しては本当に今後の課題だなと思います。その中で医療体制、

例えば安心して子供を産み育てることができるには、医療機関というのも大事では

ないかと思います。やがて徳洲会が何か新築をするらしいのですよ。その中に産婦

人科あるいは小児科の機材を入れて、常時お医者さんを置くのではなくて、一応機

材を入れて整えておいて、島外からまたいろいろなところからお医者さんを呼ん

で、与論で産み育てるといったことも必要ではないかと思いますが、いかがです

か。 

○議長（沖野一雄君） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 今、林敏治議員からおっしゃった、すごく重要なことだと思っ

ておりまして、実は、情報ですと与論病院の移設というか移動が２０２７年ですか

ね、予定として行われる。僕も産婦人科医院、小児科、そういう感じまで高杉院長

と話したことはありませんが、沖永良部の方でも和泊町長の前登志朗町長も、やは

り産婦人科医のそういう確保が必要だということで、沖永良部の方では確保してい

るのかどうかわかりませんが、そういう情報は得ていますが、それが果たして可能

なのか。先ほどアイデアとしてあった、まずは機材とかそういうのを先に準備がで

きるのか、果たしてそれが町としてどういう関わりで与論病院の方としてできるの

か、それは担当課を通じてまた検討してみたいと思います。 

○議長（沖野一雄君） ３番、林敏治君。 

○３番（林 敏治君） 昔は旧診療所があったところで、大分私たちの子供は産まれま

した。これはもう本当に地元で安心して子供が産めたんですよ。ところが今はもう

みんな島外ですよね、島外出産。ですから、また支援金、助成金も必要になってく
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る。ということの観点から考えますと、やはり与論で安心して出産できる体制を、

私は今後構築する必要があると思います。是非ですね、それはまた肝に銘じて、積

極的に取り組んでいただきたいと思っています。 

次に、民間と連携した臨機応変な支援サービスと質問をしたのですが、これは町

長がいつもそうおっしゃるものですからこれは質問したのですが、これは民間と連

携してどのような支援サービスを行うのか、その点をお聞きしたいと思います。 

○議長（沖野一雄君） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 先ほども申し上げましたが、そういう子育て支援、出産等を

やっているあんまぁ～ずの会とか、またほかにいろいろな支援団体の活動団体、子

ども食堂も含めてですが、そういう支援して活動している団体グループがあります

ので、そこを支援していけるのか、それも検討を踏まえながら、実際に与論で子育

てをしている団体等との連携を取るということでの、あと民間というかやはり子供

から小中高、こども園から行くわけですが、やはりハレルヤこども園と町の茶花こ

ども園、与論こども園もありますので、そこら辺も含めた幼児からその小学生に上

がるときまでの子育ての支援等も、いろいろ町の方でできる限りのことはまた支援

してまいりたいとは思っています。 

○議長（沖野一雄君） ３番、林敏治君。 

○３番（林 敏治君） いろいろな民間ということですが、島内にある民間の方々なの

か、あとはまた島外からとか、例えばいろいろな機関、どういった民間なのかとい

うことでちょっとお聞きしたかったわけです。それから、男性も子育てに参加しや

すい環境づくり、当然これは男性も子育てをしなくてはいけません。しかしなが

ら、なかなか男性というのは仕事が忙しくて、いろいろ私もそうだったのですが、

なかなか子育てにタッチできなかったということもあります。ところがここに男性

も子育てに参加しやすい、この参加しやすい環境づくりというのはどういうことで

しょうか、伺います。 

○議長（沖野一雄君） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 私たちの年代、世代というと、当然共働きも少なかったわけで

すよね。やはり男社会というか、男性が会社に出て、女性は家庭を守るみたいな、

そのときの稼ぎがいくらだったかわかりませんが、どっちかというと子育てとか家

事、炊事、家庭におけるのは女性が。でも今は、本当に男女とも平等で、働く機会

もほとんど平等なので、その母親だけに家事や育児を任せるという時代ではもうな

くなってきているわけですよね。そこで、やはり男性もそうやって二人でつくった

子供ですので、平等にやはり育てられる、またお産に関しても聞いて回ったとこ

ろ、やはり母親に対しての医療いろいろな手当がありますが、また同伴して行く御
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主人、お父さんの場合には費用とかそういうのが支給されなかったりとか、そう

いったところもありますので、それが支援できるのかできないのかも含めて検討し

て、そういう予算があるのかも含めて、できるところであれば一緒に心配して付い

ていく御主人がいれば、支援できるところは支援してまいりたいなとは思っていま

す。 

○議長（沖野一雄君） ３番、林敏治君。 

○３番（林 敏治君） 我々男性もやはりこれからは子育てということで、これからの

若者たちにも是非これを伝えていって、やはり夫婦で互いに助け合いながら子育て

をするんだということも、私は一番重要ではないかと思います。今、子育て支援と

いうこともあって、休暇も男性はもらって育児をしながらでも頑張っていらっしゃ

るというのもありますので、やはり今後とも、この男性が子育てをするということ

が一番大事ではないかと思います。そういうこともあって今質問したのですが、こ

の町長の答弁の中身を見ますと、私はこれは政策の流れですね、政策の流れ論を

言っていますよね。私がさっき質問したこの中身を問いたかったといいますか、そ

ういうことでした。それで喜山議員からも子育て支援のこともありましたように、

ここに答弁されていますように、これからがまた一番あらゆる分野でひとつ、いろ

いろな子育てに関しては、聞くところによるとプロジェクトチームをつくって、い

ろいろな方々と話し合って、課長を中心としてやるということですということです

が、田畑町長のその政策の中に、島外からの人材確保をして取り組んでいくという

ふうに私は聞いたのですが、その島外からの人材の確保というのは、どういう方々

を島内に呼んでいろいろな政策をされていくのか、そういうのをちょっとお伺いし

ます。 

○議長（沖野一雄君） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 島外からの人材といって誰だという、どういう方だという方は

今のところ想定はしていませんが、いわゆる先ほど申したプロジェクトチームとい

うのは、子育ては何とかの課の１つの担当の課ではなくて、例えば、全部教育まで

つなげるのであれば当然教育委員会から、また住宅問題等があれば建設課だった

り、予算的なものであればやはり総務企画課だったり、あらゆるそういった問題を

対応できるチームをプロジェクトとして立ち上げて、多方面から意見を集約して、

何とか住環境も含めたそういう子育てができる環境を整えたいということで、プロ

ジェクトチームを立ち上げたいということです。その中でまた有識者であったり、

専門家であったり、島外からアドバイスできる人たち、また保育士とかそういうの

であれば募集をかけて、足りないのであれば島外からも募集をかけたり、そういう

ことが必要になってくるのではないかということです。 
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○議長（沖野一雄君） ３番、林敏治君。 

○３番（林 敏治君） わかりました。いろいろな島外からの人材の確保ができれば、

大変ありがたいと思います。地域おこし協力隊というのもありますので、是非活用

していただいて、またこれについてはひとつ前向きに取り組んでいただきたいと思

います。それから、ある住民の方から１つだけ提案がありましたのでお聞きしたい

と思いますが、例えば急な旅行などが出てきた場合、子供を一時預かりできない

か、ましてや夜間預けられないか、また一日中預けられないかという御意見がある

ようですが、今のその旅行をするときに、０歳からお子さんを預ける人はいないと

思いますが、しかしながら急な旅行が出たときには、預けてから旅行をしたいとい

うような方がいらっしゃいますね。そういうときの対応、あるいはまた夜間保育は

できないかという意見もあるようですので、ちょっとそのあたりはどう思います

か。担当課長、どう思われますか。 

○議長（沖野一雄君） 龍野町民生活課長。 

○町民生活課長（龍野勝志君） お答えします。 

その丸一日子供を預かるというのは、今のところしておりませんが、ハレルヤ保

育園さんなどでは少し遅い時間まで預かるとかですね、それから旅行者が一時的に

預けたいというときの一時預かりは、こども園の方でもしています。それから、子

供がちょっと風邪とかを引いて病気なのですが、やはり親の方がどうしても仕事に

行かなければいけないというときには、そのちょっと具合の悪い子供を預かるとい

うサービスもしてはいますが、その丸一日とか旅行のために一日、二日預けてとい

うことのサービスについては今のところしておりません。以上です。 

○議長（沖野一雄君） ３番、林敏治君。 

○３番（林 敏治君） 私もそうは思っていますけど、でも新町長は恐らくこれは真剣

に考えていただきたい。このことについては、検討する余地があります。しかしな

がら、住民が一日旅行したいというときに預けられる、そういう環境、そしてまた

夜間また預けて働きたいという人もいらっしゃいますので、そのあたりを今後検討

する必要があると私は思います。町長いかがですか。 

○議長（沖野一雄君） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 今の林敏治議員の旅行するに当たって何日間かわかりません

が、例えば急用で丸一日であれば、どういう関係者なのかにもよりますが、なかな

かナーバスというか、全然他人の子供を、もしそういう機関、そういう施設ができ

ればでしょうが、個人で預かることもなかなか難しいでしょうし、それだけその施

設がどれくらいの施設で、そういう言葉で子供たちのことを需要と言っては何で

しょうけど、何件くらいそういう声があるのかというので、いろいろまた対応が変
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わってくるのかなと。例えば、時間というのであれば、その勤務時間に行われて

ちゃんとその親元の帰すということでちゃんとできますが、一日預かりとか二日預

かりだと、もし何かその子にあったときの保障だったり、マイナスの方で考えては

いけないのでしょうが、あったときのところの方が今のところでは何か不安視が

あって、安全・安心で預けられる施設のそういった全国的にそういう事例があれば

また参考にして、少数でも短日でも預けられるそういう事例があれば、また担当課

を通じて対応ができるようなところでまた検討したいと思います。 

○議長（沖野一雄君） ３番、林敏治君。 

○３番（林 敏治君） これは役場職員では当然無理です。ですから、施設を新たに設

置して、やりたいという人がまたいるかもしれません。また島外からもいらっ

しゃっています。実際に私は話も聞いています。ですから、そういった方々がもし

そういう施設をつくるのであれば、それに対しては、やはり補助だったりいろいろ

な財源があると思いますので、それをまた協力するというのも私は重要ではないか

と思いますので、今後そういうことがあった場合には、是非検討していただきたい

ということです。 

次にいきます。２番目の青年団、老人クラブの年齢の引き上げです。これは与論

町連合青年団、１８歳から２９歳までです。特にヨロンサンゴ祭ですかね、今の青

年団というのは活動はそんなにありません。今の青年団の活動は、もう一年中で最

も一番活動できるサンゴ祭しかないと私は思っています。昔はそうではなかったの

です。昔は集落でいろいろな大会もし、お互いにいろいろなスポーツ大会もやりま

した、交流会もしました。ですから、出会いもあったのです。だけれども、今はも

うサンゴ祭だけでやっておられる。しかし、よく青年団を見ますと、１９０人い

らっしゃるんですね。ところが青年団に入る人はいません。なぜかと申しますと、

やはり横の連携といいますか、お互いに自分の思いばかりしているなと思いなが

ら、僕はよく見ているのですが。というのも、やはりサンゴ祭の８月ですか、その

前に週報で青年団の募集をしておりました、確かに。ということは、青年団はいっ

ぱいいるが、サンゴ祭とかそういう行事にはあまり参加したくないというのが本音

です。この青年団をなぜ引き上げをしてほしいのかというと、この１８歳から３５

歳まで幅広く活動をするためにも、これはオールラウンドプレーヤー、結局幅広く

活動させて、そこでいろいろなことをさせるということもこれは重要ではないかと

思います。ただ区切って青年団というよりは、できればもう時代とともに、子供は

少なくなっているわけですから、またＵターンする人も少なくなっているわけです

から、これを幅広くとって与論町が主導するべきだと思います。僕は主導するため

にこれは提案しているのですけどね。もちろんこれは青年団にそう言えばいいわけ
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であるわけですが。わざわざこれに私が一般質問として載せているのは、与論町が

少しは主導してくださいということでこれは載せてありますので、ひとつ教育長ど

うですか、どう思いますか。 

○議長（沖野一雄君） 中山教育長。 

○教育長（中山義和君） ありがとうございます。１９０人今いる中で、実際ＬＩＮＥ

グループ等で登録しているのが３２人ぐらいいて、実際その中で活動しているのは

２０人ぐらいだと聞いています。そういった意味で、その人数のわりにそれぐらい

であれば、私たちが上げる、上げないということではないのですが、今言われるよ

うに、３５歳まで年齢を上げた場合は、あと２３９人プラスになります。実際、そ

の幅がですね。ですので、その幅は広くなりますのでそういう活動の人数も広く

なっていくと思いますし、またそういった中での先輩、後輩等も出て、いろいろな

活動も出ていくのかなと思っています。この機会に他の郡内のところを調べたとこ

ろ、もうすでにそういう組織がないところとか、もう集落単位でバラバラであった

りとか、もう一様に同じような町や村が今ない現状です。そういった意味では、こ

うやって青年団を活性化させていこうとする、そういう御意見というのは非常にあ

りがたいことだと思います。青年団活動ではないかもしれませんが、先日の町民運

動体育大会であったりとか、各集落ではそういう若者が一生懸命頑張って、地域を

盛り上げている現状がありますので、その青年団に入っているか入っていないかと

いうのはまた別として、そういう若者、元気な若者はたくさんいますので、そう

いったものをまた有効活用して、活性化させていくという方法は大事なことだと思

います。また、私たちがこのところに入って、こうしなさいということはできない

かもしれませんが、一緒になって盛り上げていく方策を考えていくのは必要だと思

います。 

○議長（沖野一雄君） ３番、林敏治君。 

○３番（林 敏治君） 大島郡でも幅を広げていると私は聞いています。ですので、是

非今後活動しやすい、参加しやすい、そして出会いの場として、結婚にもつながる

でしょうから、ひとつ幅広くとっていただいて、活動を一緒になって応援していく

ということが、私は与論町のサービス事業ではないかと思っていますので、是非そ

ちらあたりをまた積極的に取り組んでいただきたいと思っています。青年団につい

ては以上です。 

それから肝心な老人クラブ。この老人クラブは、高齢者の生活を豊かにするため

に、同じ地域に住む高齢者の方々が集まって、高齢者の自主的な活動組織として老

人クラブが結成されているということです。老人クラブは、生きがいづくりや健康

づくりを推進する活動をはじめ、ボランティア活動、高齢者の見守り活動、地域社
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会を支える担い手としての活躍にあります。おおむね大体６０歳以上の方なら、ど

なたでもこれは参加し、入会ができるということは、それは私もわかっているつも

りです。ですので、この老人クラブというのを私は真剣に考えてみました。この老

人クラブというのは、何で６０歳から入会しなくてはいけないのか。もちろんこれ

は強制ではありません。しかしながら、ある集落では強制に入会させられるという

のを聞いています。それで、全国の例としてちょっと調査したのですが、横浜市は

積極的に参加するというのは、もう３０％ぐらいですよ。それから、誘われたら入

るという人もそんなにいない。ある程度の年齢になったら入るというのが一番多い

のです、ある程度の年齢になったら。要するに６０歳以上ですが、ある程度の年齢

というのは、これはどういうことかといいますともう７０歳ぐらいなのですよ。そ

ういうことで、全国的にもその６０歳から入る人はなかなかいないのです。そし

て、またアンケート調査をしたということもあったようですが、私もいろいろネッ

トでも調べたりいろいろしたのですが、とにかくその理由としまして、やはりその

新規入会というのが減少している理由というのは、その６５歳まで働く高齢者が増

えていると、もう６５歳まで元気だと。まだ体がぴんぴんして、全然足腰は立たな

いのではなくて立って立って仕方がないということで、これは働いているわけで

す。ですので、私は今の時代は１００年時代と言われているわけですが、これはも

うある程度やはり高齢化社会になりますので、改革をしたほうがいいのではないか

と思って質問をしたのです。そういうこともあって、ひとつどうか、線引きという

のはちょっとまずいですが、私はこの６５歳あるいは７０歳からというのを考えて

います。それで、各集落の方々にも６０歳になった人に聞きますと、まだ若い、ま

だ私は老人ではない、私は入りません。もう６０歳になって会費をくださいと言っ

ても、いや、入りません。特に女性はそうですね、女の方は入りませんよ。そうい

うこともありまして、なかなか老人クラブ、もちろんこれは強制ではありません

が、そういう状況です。そういうことですので、私は大体６５歳を目安に、ひとつ

与論町の老人クラブをやっていただけないか、加入というのがその６５歳からでな

いと私はいけないのかなと思いながら、最終的な老人クラブとの話し合いあるいは

いろいろな協議になると思いますが、私はそういうふうに考えています。それと老

齢厚生年金ですね。これが満額受給できるようになったのも、この６５歳からなの

ですよ。それから、老人福祉法という法律がありますよね。その老人クラブの結成

されているいろいろな法的なものがありまして、その中にも謳われているのがおお

むね６５歳からだと言っています。そういうのもいろいろ考えまして、是非とも６

５歳あるいは７０歳から、ひとつ是非加入は考えていただければと私は思っていま

す。それと同時に、いろいろと考えてみますと、この６０歳以上、７０歳というの
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は、もうほとんど健康な人が増えておりまして、健康な高齢者はその老人クラブに

入るよりは、自分の趣味を楽しむという傾向があるようですね。だから、こうした

ことを考えたときに、私はこの将来、シルバー人材センターの設置も検討すべきで

はないかと思います。老人の活性化ですよ。ですから今まで培ってきた知識、経

験、技術を活かせるさまざまな仕事がありますね、シルバー人材センターというの

は。施設の管理、観光ガイド、粗大ごみ回収、家事手伝い・子育て支援、植木のせ

ん定、大工、草刈り、パンフレット・チラシ等の配布、墓の掃除や墓参りなどの幅

広い分野があるようです。これはもっとありますよ。そういうことで、これは将

来、私はシルバー人材センターをこの人手不足の解消として考えるべきではないか

と思いますか、町長いかがですか。 

○議長（沖野一雄君） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 今、林敏治議員からおっしゃったそのシルバー人材センターで

すか、それは本町としても検討に入りたいと思います。林敏治議員と２人も同じ学

年で６５、まだまだ元気ですよね。それで、一応僕の東京とかいろいろな全国にい

る同級生も、もう６５歳を過ぎたら与論に帰ってきたいと。で、また仕事があるの

かなと言ったら、もう与論には全然仕事がありますので、また今まで身につけた技

術等がありますので、それをまた若者に伝えたいという、そういう方もいらっしゃ

いますので、そのさっき言われたシルバー人材センターを立ち上げて、そういう

方々は登録していただいて、さっき言われたいろいろな分野にそういう人たちが派

遣というか、そういうところで活躍できるようなところを捻出したいと思います。

ありがとうございます。 

○議長（沖野一雄君） ３番、林敏治君。 

○３番（林 敏治君） ありがとうございます。やはり将来はシルバー人材センターを

つくっていただいて、私もまたそこに入って、ひとつまた頑張っていきたいと思っ

ています。それとちなみに、鹿児島県薩摩郡さつま町というところは、老人クラブ

の入会資格はおおむね６５歳以上だと聞いています。鹿児島県にもありますので、

いろいろと研究、調査を重ねて、できるだけ６５歳か７０歳から加入するというよ

うな方向で、ひとつ御指導していただきたいと思いますが、事務局長どうですか。 

○議長（沖野一雄君） 老人福祉ということで、林健康長寿課長。 

○健康長寿課長（林 末美君） 老人クラブのその年齢のことについては、答弁にも

あったように、老人クラブの連合会の意向を踏まえながら一緒に考えていきたいと

思っています。議員の御意見を踏まえつつ、また再検討してまいりたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

○議長（沖野一雄君） ３番、林敏治君。 
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○３番（林 敏治君） では、私があまりに燃え尽きてしまってはいけませんから、次

にいきます。 

琴平神社境内のこれは周辺というふうに、今、事項をちょっと書けばよかったの

ですが、琴平神社内の環境整備についてですが、これはもう先日行われました十五

夜豊年祭なり、あるいは大島地区の郡の大会の相撲大会なりですね、いろいろな行

事が向こうで行われています。そういったいろいろな行事において、向こうの土俵

の上のやぐらと申しますか、そこをいろいろな角度から見てみますと、まず東側、

ちょうど風が当たる東側の屋根の壁、もうここは見たことがありますか、皆さん。

ものすごい壁がもうはがれて、もう風が吹き込んで穴も開いて、もうそのままほっ

たらかしですよ。前々から言っているのですがね。それと同時にあの四本柱。あれ

は鉄骨でできているのですが、あれはもうひび割れしています、ひび割れ、亀裂が

走っています。ただあれは外からペンキで塗って隠してあるだけなのですよ。そう

いったことの耐震強度も少しは調査していただいて、もうあれはいずれ建て替えな

いといけないと私は思っています。今までどうですか、調査したことありますか。

事務局長。 

○議長（沖野一雄君） 川上教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（川上嘉久君） お答えいたします。 

林議員の御指摘のとおり、昭和５３年に建築されましてから何回かの補修作業は

行っていますが、屋根の部分を支えるその壁の部分のちょっと穴が開いたりとか、

ペンキが落ちていたり、鉄骨の部分のところも上の方がちょっともろくなっている

ところが見受けられています。これまでちょっとその修繕の方を行っておりません

でしたので、来年には予算化をしまして行いたいと思っています。また調査につい

ても、調査をしながらその安全に施設が維持管理できるような形で、また来年の方

は進めてまいりたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

○議長（沖野一雄君） ３番、林敏治君。 

○３番（林 敏治君） できれば、もう改築したほうが私はいいと思うのですが、その

改修というか修繕するよりは。だから、ここはもうシンボルマークであり、本当に

与論の琴平神社のシンボルですので、是非将来これもう建て替えする必要があるの

ではないかと思いますので、是非ひとつ検討されていただきたいと思います。 

それから、トイレに行く外灯ですね。これについてはもう高齢者の方々が特に言

うんですよ。高齢者の方が暗くて全然見えないと。この間、十五夜豊年祭も夜遅く

まで行われましたが、もう高齢者がここに座っていてベンチもない、もうトイレは

つまっている、ああ、どうして、どこに小便しようかという、そういうこともあり

ましたので、ベンチぐらいもまた設置していただいて、それは必要なのではないか
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と思います。ですので、これはもうフットライトというか、このあかり、どういう

あかりか知りませんが、センサーによるあかりではないかと思っているのですが、

このフットライトを光害に配慮したというのが非常に引っかかるのですが、何で星

空を守るために外灯をつけていない、防犯灯に切り替えたとか。その防犯灯がいく

つあっても星空は見えますよ、向こうは。向こうはモデル地区となっているかもし

れませんが、外灯があっても星空は見えますよね、どこでも。と、私は思うのです

けどね。高台だからそこに設置したということで、サザンクロスセンターもあるわ

けですから、その辺はやはりどういうことで向こうをその星空を守るために、そう

いうモデル地区になったのか、それは知りませんが。とにかくトイレに行くのが大

事ですよ。もう転んだらおしまいですよね。だから、是非そこはもう早急に取り組

んでいただきたいと思います。また豊年祭が来ますよ、よろしくお願いします。商

工観光課長いかがですか。 

○議長（沖野一雄君） 松村商工観光課長。 

○商工観光課長（松村靖志君） 御質問にお答えいたします。 

確かに前回の十五夜踊りのときに、ちょうどまた曇っておりまして暗く感じてお

りました。確かに御指摘のとおり暗かったですので、ちゃんとまたライトを設置で

きればなと思っています。また、光害になるのですが、こちらの方はただ暗くする

だけではなくて、必要なところに必要な分だけするという考えですので、どうかそ

こら辺の方はまたよろしくお願いいたします。 

○議長（沖野一雄君） ３番、林敏治君。 

○３番（林 敏治君） 最後に教育長、よろしくお願いします。 

○議長（沖野一雄君） 中山教育長。 

○教育長（中山義和君） 今、御指摘がありましたとおり、私の集落、城集落でもあり

ますが、日々そこを見ながら、ここを修繕しないといけないなとか思いながら、そ

して確かにトイレに行くところを実際夜歩いてみました。あそこの通路だけ暗いん

ですね。そういったところに、またでも暗いですが星はきれいだと。そんな中でそ

の両方を達成できるように頑張りたいと思います。 

○議長（沖野一雄君） ３番、林敏治君。 

○３番（林 敏治君） 時間となりました。これで私の質問を終わります。ありがとう

ございました。 

○議長（沖野一雄君） ３番、林敏治君の一般質問を終わります。 

ここで暫時休憩します。執行部の準備がありますので、１０分間休憩したいと思

います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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休憩 午後２時２５分 

再開 午後２時３３分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（沖野一雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

次は、９番、原栄徳君に発言を許します。 

９番、原栄徳君。 

○９番（原 栄徳君） 先の通告書に基づいて、質問をいたします。 

１ 与論港新岸壁整備の必要性について 

(1) 近年、毎年のように欠航・抜港、特に条件付き運航が多発し、社会経済

活動への影響が深刻な問題になっているが、与論町としてこの問題への解

決策をどのように考えているか。また、与論島内及び島外の取引業者等に

及ぼす経済的な損失は年間どれくらいの額だと試算しているか伺いたい。 

(2) 欠航・抜港・条件付き運航に伴う物資供給の停滞による医療活動等への

影響について、これまでに発生した事案とその対策に向けた与論町として

の取り組み、また、今後どのような方針でこの問題の対策に取り組まれる

かについて伺いたい。 

(3) 欠航・抜港・条件付き運航に伴う人員輸送の停止や一次産業活動への影

響、子供たちの教育及び交流活動への影響等、与論町としてこの問題を改

善するための方針・解決策について伺いたい。 

以上、答弁と求めます。 

○議長（沖野一雄君） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 原栄徳議員より質問事項１、与論港新岸壁整備の必要性につい

て、（１）社会経済活動への影響が深刻な問題、また与論島内及び島外の取引業者

等に及ぼす経済的な損失は年間どれぐらいかというところでの御質問にお答えいた

します。 

本町の海上輸送における欠航・抜港・条件付き運航の対策につきましては、先般

の議会本会議における私の所信表明においても申し上げましたとおり、定期船によ

る海上輸送航路が、外海離島の環境下に置かれた与論町の社会経済活動を支える生

活インフラとして重要な役割を担っており、この島に暮らす全ての方々が当事者と

なる課題として、定期船の定常運航率の向上を図る各種対策の重要性は大変大きい

と認識しています。 

昨年度本町において、欠航・抜港・条件付き運航による経済的影響に関する調査

を実施し、貨物・人員輸送の停滞がもたらす町内各分野の産業における事業者の逸

失額が６.２１億円と試算されています。 
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本町における社会経済活動の持続可能性の確保の観点からも、町内の各産業分野

における逸失額の低減を図ることは大変重要であると認識しています。そのため、

欠航・抜港・条件付き運航対策の推進に際しては、定常運航率の向上と逸失額の低

減という目的を堅持し、目的を実現するために最も効果が高く、かつ多くの町民の

皆様に御理解をいただける方法を選択できるよう、直面する問題の構成要因を十分

に分析し、各方策の効果の検証について施設管理者である鹿児島県及び関係する中

央省庁、並びに輸送事業者等と引き続き連携し、対策内容の精査と方策の実施に取

り組んでまいります。 

質問事項の１、与論港新岸壁整備の（２）供給の停滞による医療活動への影響に

ついてお答えいたします。 

海上輸送における欠航・抜港・条件付き運航による物資輸送の停滞については、

特に危険物輸送における影響が近年深刻化しています。 

令和３年２月には、冬型の季節風の影響による欠航・条件付き運航の発生により

医療用酸素等の一部ガスの供給が停滞し、医療機関における酸素の残存量の逼迫に

より危機的状況に陥ったため、緊急措置として特例的に巡視船を用いた酸素ボンベ

輸送を行った事例も発生しています。 

こうした一部重要物資の供給・備蓄対策についても、町民の皆様の命に直結する

重要な課題であると認識しています。 

そのため町内の医療福祉分野や運航事業者と連携し、まず町民の皆様の御意見を

幅広く伺いながら、施設管理者である鹿児島県及び関係する中央省庁、並びに輸送

事業者等と引き続き連携し、対策に取り組んでまいります。 

質問事項１、与論港新岸壁整備の必要性、（３）一次産業活動への影響、子供た

ちの教育及び交流活動への影響についてお答えいたします。 

先の答弁においても申し上げましたとおり、本町の海上輸送における欠航・抜

港・条件付き運航により、町内の社会経済活動に多大な影響が生じています。 

観光業に及ぼす影響の事例として、修学旅行生の受け入れ中止に伴う事業者負担

の発生が挙げられます。また、農業における資材移入の停滞や子牛セリ市の関係者

の来島中止に伴う順延など、本町の主要な産業分野における生産活動への影響は大

きく、欠航・抜港・条件付き運航に伴う社会経済的問題は早急に対応策を推進して

いく必要があると認識しています。 

加えて、本町の児童生徒の教育活動における島外交流や研修活動の際には、定期

船による移動を伴うことが多く、過去には抜港により修学旅行が延期となるなど、

子供たちの育成過程における影響の低減も図っていく必要があると認識していま

す。 
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これらの課題解決に向けた対応策の推進に際しては、あらゆる手法を全方位的に

検討していかなければならないと考えており、国及び鹿児島県にも引き続き課題解

決策について要望を続けながら、広く町民の意見を聞くために対話を重ね、与論島

が将来にわたり持続可能な島として発展していくための最適解を、町民の皆様とと

もに検討してまいりたいと考えています。 

○議長（沖野一雄君） ９番、原栄徳君。 

○９番（原 栄徳君） 深堀りをして追加の質問をしてまいりたいと思います。３点答

弁を求めたのですが、前向きな答弁だとは思えないような感じがします。そういう

ことで、再度質問をさせていただきます。まず、現在の与論港の供利港そして茶花

港、２つ港があるのですが、まずこの２つの港というのは、供利港が四十四、五年

前に開設をしています。もうすでに老朽化をし始めている状況です。また、茶花港

については、一番最初にできている港はそれ以前にできています。また、継ぎ足し

た新岸壁もかなり年月が経っています。その当時、港の建設においては、船舶も小

型化で小さな貨物船だとかありあけ、あけぼの、波之上丸とか、そういった小型船

でありました。そういった小型船に対応するための港ということで、当時四十四、

五年前に供利港も開設をしています。現在は、船舶もかなり大型化をしてきていま

す。それはやはりその経済活動で大型化を求めてきたわけです。それに対応できな

い港の状況に、私はすでにもうなっていると思っています。そういうことで、新岸

壁の整備が必要だというその思いから、その立場から、今日は深堀りをしていきた

いと思っています。 

まず現在の岸壁についてです。これは決して条件付き抜港が多いというのは、運

航会社が悪いとか、船長の腕が悪いとか、船長が悪い、そういうことだとは１つも

思っておりません。自然環境が悪いときはあります。しかし、その自然環境に耐え

られない今の状況にある港が私は悪いと、過去の４０年、５０年前につくった港の

状況が、現在の船舶の運航に関しては対応できていないということから、新しい岸

壁を新設するべきだと思っています。つくった当時は先ほども言いましたが、本当

に小さな船が対応しておりました。１０年後、２０年後を見据えて整備されたと私

は思っています。しかし、先ほども言ったように現在の岸壁は、現在の船舶に対応

はできていないと、大型化をしているということですよね。先ほども言いました。

そういうことで、是非その港の整備を早急に進めていただきたいと思っています。

そこで、そのなぜ今の港が、今の大型化した船舶に対応できていないかという理由

について、少し述べてみたいと思います。それは、供利港そして茶花港、岸壁の向

きが同じ方向の岸壁になっています。茶花港と供利港は少しずれているぐらいで、

ほとんど同じ方向にできています。そういうことで、南東の風ないし東の風、その
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風に非常に弱い向きになっています。船舶が接岸したときに、風の影響を受けて離

岸ができない、そういう港になっているわけです。なお、これから船舶は大型化し

ていきます。なお、耐えられない状態で抜港なり条件付きが増えていきます。欠航

は仕方ありません、わかります。台風が来るので欠航、嵐が吹いているので欠航、

前もって準備はできます。しかし、抜港や条件付きというのは、ほとんど予想がで

きません。そういうことで、荷の積み下ろしだとか積み込み、そういったことに大

きな影響を及ぼしてくるわけです。一番のくせ者はこの条件付きですね。最近かな

り条件付きが増えました。生鮮食料品なり生もの、そういったものは鹿児島の方か

ら積んでもらえません。でも、条件付きでもほとんど着くことが多いですよね。そ

ういったことで、その抜港・条件付きを解消するためには、何度も言いますが今の

岸壁のスタイル、今の岸壁では対応できないということを私は強く皆さんに申し、

わかっていただきたい。なぜかというと、さっきも言いました。その理由を今日は

総務企画課の課長補佐である町聡志さんに参考人として来てもらっています。彼

は、かなりその船舶の運航だとか船舶の機能だとか、そういうことにかなり詳しい

方です。クイーンコーラルクロスの名付けの親でもあります。それぐらい船舶には

興味を持たれ、知識を持っていますので、この港と船舶と風の向きと、そういった

ことについて知り得る範囲で構いませんので、私が言ってもあまり信憑性もない

し、信用性もないですので、やはり専門家というのか、私から見たら専門家だと思

います。そういう立場から皆さんに風の影響、そして港の向き、船舶の大型化、な

ぜ離岸・接岸が難しいか。そういう面について少し助言をいただければと思い、今

日はお呼びをしています。町さんよろしくお願いいたします。 

○議長（沖野一雄君） 町港湾空港対策室長。 

○港湾空港対策室長（町 聡志君） 御質問ありがとうございます。冒頭、大変恐縮な

御紹介もいただきましてありがとうございます。与論町役場総務企画課で港湾空港

対策室長を拝命しています町と申します。原議員からの欠航・抜港対策に係る供利

港の新岸壁整備についての御質問に係る現在の状況の補足について、せんえつでは

ありますが、私の方から御説明を申し上げます。と、言いましてもここにおられる

議員諸氏の皆様、そして傍聴されている島民の皆様にとりましては、日常的にこの

与論港、そして定期船の着岸したり、あるいは着岸できなかったりする様子につい

ては、現実の風景として御覧いただいているものですので、私の方から取り立てて

新しい事実を述べるような形ではございませんが、今回、この新岸壁整備、与論港

の欠航・抜港対策に係る１つの施策の検討に係る状況を整理する上で、ひとつその

背景から申し述べさせていただきたいと思います。 

皆様御存じのとおり、与論町に定期船を運航している事業者が現在２社ございま
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す。鹿児島から沖縄の那覇港まで定期船を運航してございます。各社とも２隻の定

期船を保有・運航しておりまして、計４隻が与論町を含む奄美群島各島そして鹿児

島と那覇港の間を運航しています。本町では、和泊そして本部から各１便が与論港

へ寄港接岸している状況かと存じています。また、冒頭原議員の方からも御説明が

ありましたとおり、与論港というのは１つの港ではございませんで、与論港の中に

茶花地区と供利地区という２カ所岸壁が所在する形で構成をされてございます。定

期船の寄港時は、もっぱら供利地区の岸壁を主に使用する形ですが、供利地区の港

内状況の悪化や別の船舶によって使用されている場合などに、茶花地区を使用して

いる現状がございます。この供利地区への入港時は、この供利の岸壁が本町の南西

部の沿岸に位置をしてございます。そして、御説明がありましたとおり、おおむね

南北方向に岸壁が延びてございます。こちらの方に和泊あるいは本部の方から与論

島の方に接近しまして、２０ノットぐらいで進行してまいりますが、順次港に近づ

いた辺りで減速をいたしまして、最終的には船長としての接岸のゴールは、この供

利港の岸壁に船体の舳先を南側の外洋部、船尾を陸側に向けた形、いわゆる出船と

呼ばれる形ですが、進行方向に向かって船体の右側を接岸する出船右舷付けの体勢

によって接岸することが多くなっています。これは船内のエスカレーター等の旅客

をデッキが高くなっていますので、エスカレーター等を用いてできるだけ乗船して

もらおうという形になりますと、右舷に設置してある船が多いものですから、船の

旅客乗降設備を供利港の岸壁側に向けて付けるという形で、出船右舷付けが主流と

なっています。したがいまして、与論港への入港時には、岸壁の南側の海域におい

て１回ターンをして後進にかけてバックで岸壁に接近・接岸する方法、若しくはそ

のまま入り江の中まで前進をしてきまして、岸壁の東側の入り江の中でぐるっと方

向を変えまして、船体を１８０度入ってきた向きと逆の方向に舳先を向けまして、

岸壁に接近・接岸する。この２つの方法のいずれかによって接岸する必要が船長に

は出てきます。近年のこの与論港のこの供利地区への接岸が大変困難な状況の１つ

の背景には、先ほど原議員からもありましたとおり、船舶の大型化という背景がご

ざいます。本町への定期船を運航しているこの２社を含めまして、全国的、世界的

には燃油コストの上昇ですとか、運行に係るさまざまな経常経費が増大する中にお

いて、１回当たりの航路輸送における収益の最大化を図る観点から、１回当たりの

貨物輸送量を増やす必要が出てまいります。こうした観点から、貨物輸送量の確保

を図るために、船舶を大型化する傾向にありまして、奄美群島の航路におきまして

も１０年以上前は５,０００トン級の船舶が主流でございましたが、近年は船舶

が、４隻中３隻が８,０００トン級になっていますので、５,０００トンから８,０

００トンとなりますと、１.６倍ほどの規模に大型化をしている状況です。この供
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利地区の岸壁付近は、島民の皆様御承知のとおり、入り江の北側の道路側の方か

ら、東側の対岸、供利漁港にかけて。それから南東部のまんまの浜にかけまして発

達したサンゴ礁が所在をしておりまして、８,０００トン級の船舶の出入港の際に

は、大変泊地が狭い状況になっている特徴があることが指摘されます。加えまし

て、船舶というのは大きくても小さくても、低速で前進する際ですとか、あるいは

後進、バックでの航行をしている際には舵が全く利かない状態になりますので、自

分の船の進路を一定に保つというということは、低速になればなるほど前進におい

ても後進においても難しい状況になります。与論港での操船時におきましては、こ

の船を通常動かす前の方向に向かって船を進める推進力を加えるためのメインスク

リューのほかに、船首、船尾、船の舳先とトモの方ですが、そこの水中に船体に対

して横方向の推進力を加えるための小型のスクリュー、これをサイドスラスターと

呼びますが、これが設置されておりまして、入港のときにはもっぱら舵による自船

の進路保持ではなくて、サイドスラスターを使いながら船首の方向を左右に細かく

振るような形で方向転換を行ったり、進路の保持等を行いつつ操船を行っている状

態がございます。このサイドスラスターは、エンジンによって稼働するメインスク

リューに比べまして、電動で小型ですので、１つ当たりの推進力が小さくて、船体

に対して横方向の風や波の力、そして潮流による力が加わった際に、サイドスラス

ターを出力いっぱいに上げたとしても、それを上回る自然の力が加われば、船は自

分の進もうとする方向ではなくて、その力に流される形で船の位置がずれていくと

いう現象が起きます。こうした状況になりますと、船は自分その船の進路保持が大

変困難となるほか、その中で接岸できたとしても、先ほど原議員から御紹介いただ

きましたとおり、今度は出港のために岸壁から船体を離そうとしたときに、サイド

スラスターの出力をいっぱいに上げても、岸壁方向に押し付ける風が一定以上吹け

ば大きな船体に対して風圧がかかりますので、出港のための離岸が困難になるな

ど、港内環境の影響を受けて運航に支障が生じているケースが多くなっているの

が、近年の船舶の大型化に係る供利港での出入港の困難さの一因となっている状況

です。 

以上、船舶の大型化に関する与論港での欠航・抜港・条件付きの一因としての状

況の整理を、私の方から御説明申し上げた次第です。よろしくお願いいたします。 

○議長（沖野一雄君） ９番、原栄徳君。 

○９番（原 栄徳君） ありがとうございました。今、お聞きになってわかるように、

とにかく風、岸壁に向かって吹く風、現在は１２メートル以上になると接岸はでき

ないということになっています。あとは静穏度、波の収まり具合とか波の具合、そ

ういった静穏度も影響しますが、一番船長さんが大事にするのは、岸壁に向かって
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の風の方向、その方向の強さ。接岸できても離岸ができなければ、船を着けてくれ

ないわけですよ。それで、今の茶花港と供利港をいくら修繕して、補修しても無理

だということです。周りを掘り進んでも無理、特に茶花港になると、冬場になると

北風が非常に強くなってきます。ちょうど北風が岸壁に向かってまっすぐに吹いて

くるわけですので、まず船長さんは着けません。そういうことで、大まかに見て、

現在の港では抜港・条件付きは解消できないと、さらに増えていくということにな

るわけです。ではそれをどうしたらいいかというと、今私たちが進めている新岸壁

の整備、これにかかってくるということです。まず、新岸壁の整備となると、さま

ざまないろいろな問題も出てきます。出てきますが、それを進めて後世に残してい

かないと、未来永劫、子々孫々まで、今私たちがやる責任があると思うのです。四

十四、五年前にね、５０年前に、やはり先人の龍野元町長さんが、命を懸けて空港

をつくり、そして港の整備をし、その恩恵を受けて私たちは今経済活動をしている

わけです。私たちはやはり今の交通インフラが、これから島の経済の発展に一番重

要だと私は思っています。経済インフラを整備して初めていろいろな島々といろい

ろな方々と、対等に私は付き合っていけると思っています。やはり、今私たちが本

当に真剣になって自然を壊す開発、保護、保護する人もいるでしょう、開発する人

もいるでしょう。やはり両方がうまくやっていかないと、経済の発展は絶対に私は

ないと思います。町長の一丁目一番地、子育て支援、これにも大きく影響してくる

わけですよ。経済が安定して経済が潤わないと、我が家の財布にお金が詰まってい

ないと、みんな不安なのですよ。子育てどころではない、結婚どころではない。や

はりこういった生活インフラ、インフラが一番大事ということを残り時間、皆さん

と一緒にお互い話をしながら進めてまいりたいと思います。 

さて、今冒頭に町長の答弁もあったように、毎年６億２０００万円、これはあく

までも島内の試算です。島外の試算を加えると、私はもっとはるかに膨らんでくる

と思います。例えば、条件付きや抜港・欠航による鹿児島からの卸屋さんの荷の積

み出しもなくなるし、いろいろな経済活動が停滞するわけですよ。そのことによっ

て今言うように、６億２０００万円ではなくて７億円になるかもしれないし、８億

円になるかもしれないし、それは毎年これだけ発生してくるわけです。今大型化し

ていくと、もっと欠航・抜港が増えるともっとどんどん増えていくわけですよ。目

に見えない損失、逸失額ですよね。町長が今稼ぐ力をつくるんだと、稼ぐ力におい

て島を、経済を発展するんだと言うのですが、非常に大事なことです。でも失う方

が多いんですよ、毎年。失うのも抑えるべきだと、それから対等な交通インフラを

整備して、稼ぐ力をつけていく。そういったことも非常に重要ではないかと私は思

います。その点について、年間今島内で６億２０００万円損失が出ているというこ
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との、この経済損失について意見をお伺いしたいと思います。 

○議長（沖野一雄君） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 今、原栄徳議員から御指摘のあった６億２０００万円ぐらいの

損失が出ている。いろいろな条件からも集積された数字だと思いますが、確かにそ

れを削減していくという努力をしないといけない。また、今新岸壁で新しい港が必

要だと、それはもう例えば１、２年で早急にそういうのができれば、そういう対策

も講じていかなればいけないでしょうが、原議員は、その新しい岸壁をつくるに当

たって、大体何年ぐらいを想定していらっしゃるのでしょうか。 

○議長（沖野一雄君） ９番、原栄徳君。 

○９番（原 栄徳君） 計画の段階、今、我々はもう令和３年度から特別室をつくり、

町長ともども、議長ともども、議員ともども推進をしてまいりました。もう入り口

には着工というわけにはいかないが、ある程度の入り口には来ていると私たちは

思っています。 

○議長（沖野一雄君） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） その入り口と言いますと、県のその港湾空港課はその事業にそ

れを載せているのですか。 

○議長（沖野一雄君） ９番、原栄徳君。 

○９番（原 栄徳君） 今年のかごしま未来創造ビジョン、それに徳之島港そして与論

港の整備を進めてまいるというふうに載っています。 

○議長（沖野一雄君） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） その与論港というのは、新岸壁のことを与論港と言われている

のですか。 

○議長（沖野一雄君） 田畑町長、一旦座ってください。 

９番、原栄徳君。 

○９番（原 栄徳君） その整備もかねて、新岸壁もかねて、全てその港に関する事業

に関して、今進めていく必要があるということで、鹿児島県の方はかごしま未来創

造ビジョンという、後で見てください、それにちゃんと載っていますので。 

○議長（沖野一雄君） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 私は、昭和６１年から皆さん御存じかと思いますが、有村運送

店で仲仕の組合という港湾関係のいわゆる荷役作業をして３５年間やってきまし

た。原栄徳議員がおっしゃった、今のバースが大型化に対応していない、まさしく

多分今のバースはそういうふうになっているのでしょうが、もともと平成元年に

フェリーあけぼのというのが、有村治峯翁が大型化をした５,０００トン級に上げ

た。そこでは何ら問題はなった。時速１９ノットで走ってきた船を２ノット上げた
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んですよね。それは何を目的としたかいうと本部港に着けたい。その２ノット走っ

ていくと時速４キロ変わっていて、１０時間走れば４０キロの差が出てくる。その

４０キロの差を本部港に充てたいと。周りは全部反対でした。なぜかというと那覇

港に着けるのにまた遅くなって、何で那覇から輸送で全然北の陸地まで、でも治峯

翁は将来を見越して、大型化したのはそういう条件も重なって、名瀬や奄美大島や

沖縄の流通が増えてきますと、徳之島や沖永良部や与論の荷物がだんだん積めなく

なっていくことで、そこも補うということで、多分クロスもあれだけの大型化に

なったと思います。それで、実は大型化になったからといっても、今の供利港が全

く使えないわけではない。いかにも原議員は、もう港が老朽化して、その供利港が

使えないような言い方で、それこそあの供利漁港のある岸壁は、果たして実現可能

なのでしょうか。あれは南北にあるからあの波の大きなうねりを耐えているのです

よ。ちょっとでも斜めにしたらもう全部持っていかれて、毎年毎年あの港ができる

までの工事が、僕としては実現可能には思いません。 

○議長（沖野一雄君） ９番、原栄徳君。 

○９番（原 栄徳君） 町長のこれまでの経験上でお話をされているというふうにお伺

いしました。それでは、町長はこの条件、今現在起きている経済的なダメージ、経

済的な逸失額、そういったことを解決するためにはどうしたらいいと思っています

か。 

○議長（沖野一雄君） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） それは何も新しい港までの時間、例えば１５年、２０年、その

期間に今の現状のままでそれを補わなければならないですよね、実際にできるまで

は、もし計画としてやったとして。その間は、例えば条件付きとなったときに生鮮

食料品を積む業者がどういう補償を求めているのか。そういうところも事情聴取し

ながら、大島支庁ともこの前２９日の十五夜のときにも、時間がなくていろいろ、

その間にはいろいろ新岸壁の検討もしながら、供利港がどれだけできるのか、また

茶花港も含めてどれだけ抜港条件が緩和できるのか話し合いましたが、例えばこの

前の台風６号のように、１週間から１０日、１２日間ぐらいかけると、さすがに品

物も物資も与論の中で無くなって、そこのときに例えば備蓄されたヤードが本当に

必要なのか、そこはどう設備してどう管理していくのか。また船会社に対して、今

町の方では監視カメラ、県の方では風力計、そういった措置で、本当に町民の方島

民の方も、何でこの条件で船会社は条件等を付けているのか。それが町民にも島民

にもわかりづらいと、そこを今見える化していこうということで、先ほど申し上げ

た、いろいろ一つ一つで被害が出ているところで、どう解決していこうというのは

県の方とも担当者とも今調査しながら、どういった方向で解決していくというのは
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話し合い中です。 

○議長（沖野一雄君） ９番、原栄徳君。 

○９番（原 栄徳君） あまり方向性がわからないような答弁ですが、では、このまま

の港で続けて今の条件付き抜港、そういうことでずっと続けていっていいというこ

とで、今の考えを申されているのか。また、今おっしゃっていたライブカメラや風

速計、これは当たり前に置けるものでみんな付いているのです。付いていないもの

を付けるだけです。ほかにいい解決策、これだけ経済的な逸失額が出ているわけだ

から、明確に町長の考えとしてどうしたほうがいいのかというのははっきり、今話

し合っているところですという、よくおっしゃるが政策は職員の手の中にあると。

やはりリーダーとなるトップがある程度方向性も示して、それに向けて職員が協力

していくと、職員の力を借りて成し遂げていくと、私はそれもありかと思うのです

よ。ほとんどはそういう方向でやっています。このこともやはり職員の手の中に

あって、みんなで考えて解決していこうと、そういう考えですか。これもいつまで

待てばいいのですか。 

○議長（沖野一雄君） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） これは期間を限定して、いつまでとかいう問題ではないので

す。だから、原栄徳議員がおっしゃっているその新しい港を建設するに当たって

は、時間がものすごくかかるでしょう、大きな費用と。条件付き抜港をなくそうと

思っても、本当にできるものなのかということも含めて。それをできるかできない

ものに対して、私が保障を何とかするのですかと言ったら、そこはちょっとお答え

かねます。それと一緒になって職員がどういう解決方法を出して、いろいろな分野

で私の方に提案を出さないと、私は専門でずっとやってきたわけではないので、そ

の政策に。それはお答えできません。だから、いわゆる県とのコンセンサス、ちゃ

んと県の事業にこの事業は則っているのか。それを私は町長になってから確認しな

いといけないのですよ。 

○議長（沖野一雄君） ９番、原栄徳君。 

○９番（原 栄徳君） もう令和３年度から今言うように私たちは動き始めて、そして

総務企画課の方に特別対策室もつくって、今までずっとやってきています。そして

山町長もその方向で協力をしながら、いろいろ進めてまいりました。山町長の町政

を、考えを引き継いでやっていくということを何度も申されています。だから、そ

の辺についてはどうですか。 

○議長（沖野一雄君） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 確かに山元宗町長の２期８年、その間に令和４年度から令和１

３年度まで町の第６次総合振興計画、その中を基本的に継承してやっていく。その
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振興計画の中に、新しい新岸壁の建設は１つも載っておりません。 

○議長（沖野一雄君） ９番、原栄徳君。 

○９番（原 栄徳君） １つも載っていない。私たちはその方向で今、特別室もつくっ

てやっているのですよ、現在進行形です。では、その特別室なるものはもう廃止す

るということですか。 

○議長（沖野一雄君） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 検討はしないといけない、調査もしないといけない、果たして

それがその新岸壁がちゃんと実現可能なのか、そこはちゃんと調査します。 

○議長（沖野一雄君） ９番、原栄徳君。 

○９番（原 栄徳君） ありがとうございます。調査をしながら是非それを続けていっ

てほしいと思います。これは今現在の私たちの問題だけではありません。５年かか

ろうが１０年かかろうが、２０年後に完成されようが、時代はどんどん変わってい

くわけですよ。今のままではとてもではないが、毎年のようにみんな苦労していく

わけですよ。つくったものも出せない、ちゃんと出荷準備をして出そうと思った

ら、欠航だ、抜港だ、条件付きだと。いくら頑張っても実にならないわけですの

で、是非その辺は検討ではなくて、現状を維持していただいて進める方向で、それ

は町長が考えている部分もあるでしょう、こういうふうにしたいと。それも結構で

しょう、それも進めながら。私たちが今、未来永劫のためにやっている新岸壁の件

に関しても、是非進めていただきたいと思っています。そこで、ちょっと新しく就

任された教育長に、とにかく子育ての面で、僕はこの生活インフラは安心・安全な

確実な方向で整備する必要があるといつも考えています。修学旅行の問題もいろい

ろありましたが、前任のときにね。港まで行って教育長が見送りの挨拶をして帰っ

た後に、抜港だということで、子供たちは非常に涙を流しながらうちに帰ったとい

うこともあります。そういった面で、教育環境の面からこのインフラの問題はどう

いうふうに捉えているのか、御意見をお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（沖野一雄君） 中山教育長。 

○教育長（中山義和君） ありがとうございます。今までも言われたように、子供たち

が船を使って教育活動をするという機会は多いわけです。その中で、こういう状況

が続いた場合、その時期をいつにするか、計画はしたものの天候等を見ながら余儀

なくされるという部分があるので、そこはハード面の部分とそしてまたソフト面の

整備という部分では、私たちも各学校としっかり寄り添って、その代替案であると

かあらゆる場を想定しながら、各関係機関と連携を取って、子供たちの教育の機会

がなるべく損なわれないようにしていくことは、大変重要なことだと思います。そ

こをまた教育長会等でも、各島々の教育長とも意見交換をしながら対策を進めてま
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いりたいと思います。 

○議長（沖野一雄君） ９番、原栄徳君。 

○９番（原 栄徳君） ありがとうございます。ではちょっと、商工観光課長に一言。

人員輸送の面で、非常に最近修学旅行の観点から見ると、修学旅行の誘致度がかな

り落ちていますよね。以前はもう相当２桁台ぐらい与論に来ていましたが、なぜそ

の与論に本土の修学旅行生が来なかったのか。外国に魅力があったとかいろいろあ

ろうかと思いますが、与論についての原因、それをどういうふうに捉えているのか

考えをお聞かせください。 

○議長（沖野一雄君） 松村商工観光課長。 

○商工観光課長（松村靖志君） お答えいたします。 

私の考えになるのですが、コロナの関係で修学旅行が中止というふうになってき

て、またそれがいつまでになるかということで、学校で予算とかを組めなくなって

きているのではないかと思っています。また先月、看護専門学校の方が六十数人ほ

ど来られまして、それがまた去年も来られていまして、これからまた宣伝していっ

て増えていければなと思っています。以上です。 

○議長（沖野一雄君） ９番、原栄徳君。 

○９番（原 栄徳君） やはり、これも交通インフラも非常に大事だと思いますよ、安

心して渡れる。条件付きになると、もうおのずとキャンセルになりますので。いろ

いろなそういった面からも、やはりこのインフラ整備というのは私は必要だと思っ

ています。あと産業課長、その一次産業の及ぼすこの影響。例えば牛だとか園芸作

物、そういった面の影響について答弁にもあるのですが、どう思われているのか。 

○議長（沖野一雄君） 堀田産業課長。 

○産業課長（堀田哲也君） お答え申し上げます。 

一次産業についての影響については、答弁にも書いたとおりなのですが、また、

もう一つ大きいのとしては、やはりその適期に出せない花であったり、ああいった

生鮮品が一番影響を受けるのかなとは思っています。そこの対策としては、もう適

期に出すか出さないかなので、冷蔵で置く施設でもうまく時期がずれてしまうと値

が下がってしまうので、そういった影響が出てきてしまうというのはあるので、産

業としては何かしらの補償の手立てをしていくしかないかなと思っています。以上

です。 

○議長（沖野一雄君） ９番、原栄徳君。 

○９番（原 栄徳君） あまりインパクトのある答弁ではなかったような気がします

が、それではまだ時間もありますので町民生活課長、ちょっと医療福祉の面で、や

はりインフラ整備についてはどう考えられているのか、一言お答えをいただきたい
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と思います。 

○議長（沖野一雄君） 林健康長寿課長。 

○健康長寿課長（林 末美君） 医療福祉に関しても、確かに交通インフラはとても大

事なところだと思います。質問にもありましたように、酸素ボンベが足りなくなっ

たり、お薬が足りなくなってというのは、定期薬が少なくなって処方を短くしたと

か、そういうお話も聞かせていただいています。なので、交通インフラの整備は喫

緊の課題かなと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（沖野一雄君） ９番、原栄徳君。 

○９番（原 栄徳君） 最後に副町長に、これまで与論町の重要なインフラ整備に関

わってきたそういった観点から、生活インフラというのがいかに大事かというのを

一言。 

○議長（沖野一雄君） 山下副町長。 

○副町長（山下哲博君） お答えいたします。 

この定期航路の欠航・抜港・条件付き運航につきましては、これまで議会の皆様

も重要案件として、今、県選出国会議員とか国交省、そして県議会の方々にも要望

活動を重ねて御協力されましたことを、心から感謝申し上げたいと思います。この

港湾施設の整備については、まずは県の管理の施設ですので、対策の必要性をしっ

かりと説明していく必要があると思います。しっかりと数字を示して、条件付き運

航・欠航・抜港が、どれだけの経済的損失があるかというのを説明してまいりたい

と思います。確かにこの抜港・欠航対策については、先ほども子育ての面からもい

つ抜港になるのか、欠航になるのか、自分の子供がいざ何か異変があったときに、

その産婦人科とかいつ行けるのかとかいうような、非常に町内全体の考えるべき課

題だと思います。ましてや７億円という数字も上がってきています。これはこの話

題を申し上げますと、ちょっと大げさになるかもしれませんが、災害救助法を適用

してもいいような数字になっていると思います。しっかりと見極めて、この対策に

ついては引き続き頑張ってまいりたいと思います。今、頑張らないと、これから先

また疎かにすると、この課題について与論町は何をしているのか、ほかのことでい

いのかというような疑問点も出てくると思います。しっかりと協議をしながら町の

重大責務であるということを肝に銘じて、町長と一緒に頑張ってまいりたいという

ふうに考えています。以上です。 

○議長（沖野一雄君） ９番、原栄徳君。 

○９番（原 栄徳君） ありがとうございます。心強い、少しは希望が持てる答弁をい

ただきました。ありがとうございます。インフラ整備に関しては、新岸壁の整備に

関してもいろいろな選択肢があると思います。また、これだけ経済がダメージを受
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けているわけですので、つくるのも稼ぐのも大事、しかし損失を抑えるのも大事、

両方大事です。自然を守るのも大事、開発も大事。やはり両方いろいろ話し合いを

しながら、どこが、どれが島の経済の今後の発展につながるか、島が良くなってい

くか。やはり今こそ早い時点で早急に方向性を出して、私は進めていくべきだと

思っています。これこそが町長の一丁目一番地の子育て支援、全てに係るわけです

ので、社会福祉から。産まれて亡くなるまでね。だから、そういう意味において是

非新岸壁の整備も加えていただいて、あらゆる方面から早急に解決をしていく施策

を行っていただきたいと思っています。 

今日は、皆さんどうもありがとうございました。いろいろお答えいただき、何か

解決がしそうな気がいたしました。どうもありがとうございます。これで終わりま

す。 

○議長（沖野一雄君） ９番、原栄徳君の一般質問を終わります。 

次は、４番、林隆壽君に発言を許します。 

４番、林隆壽君。 

○４番（林 隆壽君） 最後になりましたが、原議員の緊迫した一般質問の後に、やわ

らかい質問をさせていただきたいと思います。まず、一般質問を行う前に一言申し

上げます。このたびの町長御就任おめでとうございます。あわせて山下副町長、中

山教育長の御就任おめでとうございます。フレッシュな与論町のトップ３が勢揃い

し、初の一般質問を受けられますことに対し、私も少し身の引き締まる思いをして

います。よろしくお願いいたします。今、与論町においては、確実に遂行しなけれ

ばならない大型公共事業が次々と控えています。事業内容についてはいちいち申し

ませんが、私たちの住む与論島は、外海離島に存在する約５,０００人の小さな島

です。島民の願いは、本土並みの便利な生活そして安心して暮らせる島、子供たち

が将来の夢を描ける島・町、お年寄りが安心して暮らせる与論島を目指すことは当

然の権利であると考えます。田畑町長におかれましては、このことの実現を目指し

て、政策は職員の手の中にあるということを大いに活用し、今後４年間の堅実かつ

大胆な町政運営に努められますよう御期待を申し上げ、ただいまより一般質問をい

たします。 

１ 与論町の基である農業の振興対策について 

(1) 農畜産物の生産コストを巡っては、ウクライナ情勢の緊迫化や円安の影

響で燃料・肥料・配合飼料・粗飼料等生産資材価格高騰に伴い農家の再生

産意欲の減退を招きかねない事態である。この状況をどのように認識し、

現在どのような対策を講じ、今後どのような対策を行っていくのか伺いま

す。 
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(2) 与論町の限られた狭い耕作面積の中で、さとうきび・畜産・野菜、花卉、

果樹等を生産しているが、過去２０年間の農家数の推移は、約１７０戸程

減少している。若い農業後継者への就農促進のための農地集積が急務であ

ると考えるが、これまでの農地集積の進捗状況と、今後の取り組みについ

て伺います。 

２ 堆肥センターの適正管理運営について 

(1) 現在、堆肥原料の牛糞を回収する際に農家が回収料を支払っているが、

適切な管理運営がなされているのかとの畜産農家から不安視する声がある。

今後とも、牛の生産が盛んになれば糞尿の処理対策が重要になってくるが

品質向上もあわせて、適正管理運営について、どのような取り組みを展開

しているのか、又、今後の取り組みについて伺います。 

３ 上水道施設の石灰問題対策について 

(1) 上水道施設の石灰堆積問題は、徐々に町民への生活に大きな影響を与え

てきている。町の財政的課題により、前進する様子が見えない中で、水道

器具の取り替えや修理などに高額な負担がかかり、町民の家計にも圧迫を

かける事態が生じているが、これまでの対策の進捗状況と、今後の対策に

ついて伺います。 

４ 共同納骨堂建設計画について 

(1) 現在、町民の声として、家族構成や家庭状況等により、早期建設着工を

要望する声が大きくなっている。共同納骨堂建設計画の進捗状況と今後の

取り組みについて伺います。 

以上、伺います。 

○議長（沖野一雄君） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 先ほどは私を含め、３人に対してお祝いの言葉、ありがとうご

ざいました。林隆壽議員の質問事項１、与論町の基である農業の振興対策について

（１）の燃料・肥料・配合飼料・粗飼料等生産資材価格高騰に伴い、農家の再生産

意欲の減退を招きかねる事態である。現在どのような対策を講じ、今後どのような

対策を行っていくかというところでお答えいたします。 

肥料や飼料、粗飼料等の農畜産物生産資材の高騰は、農業の経営安定に非常に大

きな影響を及ぼしており、農家の経営を圧迫し苦しい状況にあると認識していま

す。現在、肥料については若干価格が下方推移しているようであり、また、国・県

において肥料コスト上昇分の支援事業も行われていますが、畜産農家においては、

子牛の取引価格の下落も続いているため非常に厳しい状況にあると考えています。 

生産資材の高騰については、目まぐるしい世界情勢の変化や加速する円安の影響
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が非常に大きく、今後とも国・県の政策を注視し、有効な助成制度の活用を図って

いくとともに、農家に対しては適期・適量施肥の推進や耕畜連携による経費削減と

資源の有効利用の推進、粗飼料自給率の向上を図るなど、いかに経費を抑えて収益

を上げるかという農業経営におけるコスト管理の徹底を推進してまいります。 

質問事項１の（２）で、これまでの農地集積の進捗状況と今後の取り組みについ

てお答えいたします。 

御指摘いただいたとおり、農林業センサス調査結果によれば、平成１２年から令

和２年の２０年間において農家数は約１７０戸減少しており、また、令和２年に農

業委員会において実施した農地意向調査によると、７０歳以上の高齢者のうち約６

割が「後継者が決まっていない」という回答となっており、５年、１０年後には後

継者不在農地の問題等さまざまな問題が発生しかねない状況が考えられます。 

耕作放棄地や遊休農地を発生させることなく、利用希望農家に有効的につないで

いくなど、担い手農家の規模拡大のためには計画的な農地の集積・集約を推進して

いかなければなりません。令和４年度においては１２.６ヘクタールの農地が新た

に担い手に集積されており、また、今年度４月からも農地意向調査を実施していま

すが、借り手の希望に対して貸し手の希望の方が少ないのが現状です。今後も離農

や規模縮小の意向を把握しつつ、農地中間管理事業等の活用を推進し、担い手農家

への集積を図ってまいります。 

質問事項２、堆肥センターの適正管理運営についてお答えいたします。 

現在、原料の確保の方法として、堆肥センター職員が畜舎へ向かい回収し、回収

量に応じて農家に費用を御負担いただいています。回収をする際は、運搬ダンプか

ら糞尿が流れないように一定基準の水分率以下の原料を回収する基準を設け、原料

回収や製造堆肥の運搬・散布の際は、細心の注意をはらうよう運営を徹底している

ところですが、畜舎からの原料回収の際に、一部水分率の多い原料の回収依頼もご

ざいます。この原因として、法令に定められた堆肥舎の未整備によるものや、堆肥

舎が整備されていてもうまく活用されていないケースなど、その要因はさまざまで

す。この対策として、県の畜産専門員等の協力もいただき、畜産農家を訪問し、畜

産経営に関することや畜舎環境指導も含めたアドバイスを行っています。堆肥舎な

どの畜舎環境整備に係る補助事業も継続して行うとともに、敷料化ラブセンターの

敷料利用を促進し、畜舎環境整備を図ることで、牛の生育環境にも自然環境にも配

慮した畜産経営を推進してまいります。 

質問事項の３、上水道施設の石灰問題対策についてお答えします。 

与論町は原水硬度が３９０ミリグラムパーリットル前後と高く、電気透析設備に

て処理し、水質基準値３００ミリグラムパーリットル以下の硬度２２０ミリグラム
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パーリットル前後まで低減させて配水していますが、町民からはもっと硬度を低く

できないかという要望があります。水質管理目標値１００ミリグラムパーリットル

以下にするためには、高度浄水施設が必要であり、建設と維持管理には多額の費用

が必要となります。持続可能な水道事業にするためには住民負担を軽減することが

重要となりますので、そのために必要な建設費と維持管理費に対して国・県の御配

慮をお願いしているところです。現在の浄水施設は、平成１３年度の供用開始から

約２２年が経過し、更新が必要な時期に来ており、施設の更新は急務だと考えてい

ます。今年度アセットマネジメントを発注し、優先順位を判断し、更新事業の基本

計画を進めてまいります。 

質問事項４、共同納骨堂建設計画についてお答えいたします。 

共同墓地の整備につきましては、先に福地議員からの御質問にもお答えいたしま

したとおり、早期整備に向けて取り組んでいくこととしています。 

施設の建設場所につきましては、与論中学校の西方に位置します奉行墓（ブジョ

ウバカ）と言われています町有墓地が適地と考えています。 

本年６月には、奉行墓の周辺地権者の方々への事業説明会を開催し、事業計画案

への御理解をいただいたところです。 

今後の計画といたしましては、来年度、必要に応じて当該墓地の遺跡調査を行う

ほか、施設の実施設計などを進めていく予定としています。 

厳しい財政運営の中ではありますが、建設基金を創設するなどして、財源確保に

努めながら、令和８年度の供用開始を目標に事業を推進してまいりたいと考えてい

ます。 

○議長（沖野一雄君） ４番、林隆壽君。 

○４番（林 隆壽君） 私は１５年前に初めて議員になったときに、私は農協の族議員

であるというふうに言われました。私はそうではありません。私は、農業がこの世

の中の職業において一番重要で大切な職業であるということを疑わないために、こ

の農業政策について久しぶりに質問をさせていただきました。本来、この答弁書を

見ますと、大体おおまか私の質問にお答えされたので、はい、いいですよというこ

とで下がってもいいのですが、せっかく立っていますので４５分ありますので、今

少しお付き合いをいただきたいと思います。この与論町の基である農業の振興対

策、これは与論町の町を形成するためのやはり重要な職業ですので、生産資材コス

トによる再生産意欲の減退をさせないためには、生産資材コスト削減支援が必要不

可欠であると考えます。今年の県議会９月定例会において、「生産資材コスト削減

支援を」との議員の質問に対し、農政部長が答弁で、「農家の約９６％がコスト高

を価格転嫁できていない。国への支援要請などに取り組んでいく。」と答弁をされ



 

（114） 

ています。農家が生産する農畜産物は、コストが高騰すれば自分では対応ができな

いと、価格転嫁ができないのが農業です。したがって、緊急事態に対処できるの

は、国・県そして町単事業等の導入など、適切な支援対策しかないのです。再生産

意欲を高める適切な支援対策を速やかに講じていただきますよう、再度、町長にお

願いを申し上げます。このことについて答弁を求めます。 

○議長（沖野一雄君） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 私も身内に甥っ子とか、周りに畜産に関わっている方々が多い

ので、一時期平成何年の頃は、子牛競りの価格が６０万円から７０万円ぐらいの平

均のときには、今のくらいの情勢もなく、飼料も肥料も安定して、利幅だけがあっ

た子牛生産農家にとっては、バブルと言っていいのか、いい時代がありましたが、

今いろいろなものが上がって、午前中の南有隆議員からもありましたが、もう１０

月にもあらゆる物価高騰になって、一般町民だけではなくてあらゆる農家、さまざ

まなところに漁協にしても燃料の高騰とか、いろいろなところで逼迫している状況

を感じているのは、私も本当に感じています。私は、専門的にどういったそういう

価格転嫁とか生産資材のところに支援金があるというのは勉強不足で、まだ即答で

こういう支援金があるとか、支援策があるというのは今のところわかりませんが、

また産業課の方からそういう支援策等がありましたら、また産業課の方でお答えし

ていただければと思います。 

○議長（沖野一雄君） ４番、林隆壽君。 

○４番（林 隆壽君） ありがとうございます。町長が申されました、政策は職員の手

の中にあるということを大いに活用していただいて、職員をフル活動して、是非こ

の農家に対する支援というのをもっと突っ込んで考えていただきたいと思います。

やはりこういう資材高騰になっていきますと、農家の疲弊が出てきますと、昔だっ

たらさとうきびが１トン６,０００円ぐらいのとき、みんな外に出稼ぎに行ってお

りました。そういう状況が出かねないという懸念がありますので、是非お願いを申

し上げます。 

それでは続きまして、２番目の農地集積の進捗状況について少し質問してみたい

と思います。令和４年度の町政要覧によると、令和３・４年期作付面積実績では、

さとうきびが３９４ヘクタール、畜産の飼料畑が４０３ヘクタール、さといもが２

５ヘクタール、園芸２０ヘクタール、花卉３ヘクタールで、作付面積が合計８４５

ヘクタールとなっているが、耕作面積が１,１００町歩と農業センサスでは発表さ

れています。数字に出ない残りの２５５ヘクタールは、農業委員会で内訳を把握し

ているのか。把握しているのであれば内訳を教えていただきたいと思います。ま

た、個人出荷面積や自給用作付面積、遊休地面積等が存在していると思います。こ
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の遊休地の面積等及び対策について、どのような措置をしているかお伺いします。

産業課長に伺います。 

○議長（沖野一雄君） 堀田産業課長。 

○産業課長（堀田哲也君） お答え申し上げます。 

正直に申し上げます。正確な数字が今はっきりわからないので、後で資料をお持

ちしたいと思いますが、差については、２５０ヘクタールについてはちょっと精査

します。ただ、今遊休農地の考え方がなのですが、農業委員会の方では全体の遊休

農地というのは聞き取りの中で調査をしているのですが、聞くと、ここは帰ってき

たら使う予定ですというようなところがあったりして、ちょっと見た目畑になって

いないなというところもあるのですが、ここはまた開墾して使いますという返事を

いただいているところについては、一応、今後また畑になりますということでして

いるので、遊休農地の方はあまりないということで認識はしているのですが、そこ

をうまくちゃんと活用して、農家の方に集積していくようにできるような体制を今

農業委員会と産業課の方で連携でやっていこうとしていますので、答弁にあります

ように、なるべく新規就農者なり、また担い手農家なりが土地を集約して、広く農

業経営ができるような形が推進できればと思っています。すみません、詳細な数字

につきましては、後日、後ほど御回答申し上げます。申しわけございません。 

○議長（沖野一雄君） ４番、林隆壽君。 

○４番（林 隆壽君） 詳しい数字は後ほどゆっくり頂ければ結構ですので。この遊休

地面積というのが、私が覚えている限りでは昔は１０ヘクタールあったように思い

ます。この１０ヘクタールが一番問題で、与論町におられない地主が、地主が不明

な方々あるいは与論に地主がおられなくてなかなか転用できない、そういう農地が

１０ヘクタールぐらいあったというふうに、２０年ぐらい前ですね覚えているので

すが、その後の法律改正で、その遊休地もいろいろなその使い方によっては町の方

で何とか融通できるというふうに、恐らく改正になったのではないかなという私は

覚えがあるのですが、もしそういうのがあれば是非調べていただいて、そういう遊

休地も、与論町は小さい島で１,１００町歩といっても私はこれは嘘だと思いま

す。９００町歩ぐらいしかないかなと私は思っています。この１,１００町歩とい

う数字は３０年、４５年前の数字ですからね。そのほかに構造改善やいろいろなこ

とをやって、１町歩の構造改善をやるのに１反歩は取られますから、道路に。そう

すると１００町ぐらいは恐らく減っていると思いますので、こういう遊休地なんか

も洗い出して、有効活用をしていただきたいと思います。また集積、前は転用集積

ではなくて流用していたのですが、今はやはり若い人たちは集積という形で大きな

畑を使わせないと、今はほとんど機械化をされていますので、ホイルも大型化され
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て、牛や畜産の農家なんかはもうみんな機械化されていますので、やはり若い人た

ちが農業に意欲のある、そういう環境整備をしていただくというのが一番いいのか

なと、これからの与論町の農業においては一番これが必要ではないかなと思います

ので、是非これも推進していただきたいと思います。本町の狭い耕地面積を有効活

用するには、集積の推進が有効であると考えます。町長も申されました、政策は職

員の手の中にあるとして強力に推進していただき、与論町農業が魅力のある産業と

して継続できるよう、農業政策をしっかりと進めていただきたいというふうに強く

要望いたします。このことについて町長に一言お願いいたします。 

○議長（沖野一雄君） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 今、林隆壽議員からありましたその熱い思いを私も感じて、や

はり島の基である基幹産業は大事にして、島のまた財産である農地は大事にして、

有効活用、本当に余っている、空いている遊休の土地があれば、どんどん有効利用

できるような施策をまたして推進してまいりたいと思います。誠にありがとうござ

います。 

○議長（沖野一雄君） ４番、林隆壽君。 

○４番（林 隆壽君） それでは次に移ります。堆肥センターの適正管理運営について

ということで、与論町の農業は今や畜産が主力品目です。今、１６億円の販売高実

績を誇っており、全体の６０％を占めています。今後も畜産業の副産物である糞尿

も大量に排せつされ、ますます堆肥センターの利活用が重要になってくる状況で

す。家畜排せつ物は法律でちゃんと決まっておりまして、御存じかと思いますが、

法律で廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、排出業者はいわゆる畜産農家

が自らの責任で適正に処理することになっています。なお、糞尿の投棄、野積み

は、自分の所有地であっても不法投棄になりますと明記されています。したがっ

て、堆肥センターの重要性がますます重要になってきます。福地議員の質問にもあ

りましたが、有効かつ可能性のある対策については、是非とも推進していただきた

い。ここでも、政策は職員の手の中にあるということをフル活用していただきたい

と思います。与論町の上水道は地下水を利用しており、地下水汚染及び環境汚染防

止のためにも、敷料化ラブセンターのフル活動を行い、畜産農家の畜舎環境の改善

指導を徹底し、堆肥センター運営のより一層の健全化対策を推進していただくよ

う、強く要望いたします。このことについて産業課長を経験されていますので、副

町長お願いします。 

○議長（沖野一雄君） 山下副町長。 

○副町長（山下哲博君） 御指名いただきまして本当にありがとうございます。本町の

産業、農業は非常に大事ですので、林議員の御指導のもとにいろいろ頑張ってまい
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りたいと思います。ありがとうございます。 

○議長（沖野一雄君） ４番、林隆壽君。 

○４番（林 隆壽君） どうぞよろしくお願いします。これは笑って済まされない大事

な問題ですので、水道事業にも直結しますので、与論町の町民の健康にもあるいは

これらを疎かにしますと、観光問題にも大きく波及しますので、是非本腰を入れて

お願いをしたいと思います。堆肥センターの職員は大変かと思いますけど、やはり

政策は職員の手の中にあるということで、是非頑張っていただきたいと思います。 

それでは続きます。３番目に上水道施設の石灰問題対策について。水道の石灰問

題は財政的課題が大きく立ちはだかっているのは理解していますが、町民生活に多

大な金銭的負担を与えていることを考えると、一日でも早い解決が望まれます。町

長の新しい経営感覚を駆使して、解決に取り組んでいただきたい。是非ともこれは

町長の決意を一言いただきたいと思います。 

○議長（沖野一雄君） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 水というのは、もう人にとっては無くてはならない一番のもの

ですので、それは怠ることなく、また最後の方にでもアセットマネジメント、いわ

ゆる長期計画ですかね、短期的ではなくて、やはり更新事業の基本計画をちゃんと

長期計画で立てて、安心で安全な水が町民全員にわたるように、ちゃんとそこは肝

に銘じて事業をやってまいりたいと思います。御指摘のお言葉、本当にありがとう

ございます。 

○議長（沖野一雄君） ４番、林隆壽君。 

○４番（林 隆壽君） これまで何回も一般質問も出ましたし、担当課の方でも大変御

苦労をされていますが、石灰がたまってなかなか飲みづらいとか、観光客がなかな

か違和感があるとか、そういう問題をもうすでに通り越して、町民の水道器具の取

り替えにも多額お金がかかるという、実質的な被害というのが出てきているという

ことを考えますと、やはりこれは安穏としてはおれません、やはり早く大変苦しい

お立場ですが、水道課長、よろしく頑張ってください。引退までもうちょっとあり

ますから、頑張ってください。町長また是非よろしくお願いします。 

次に行きます。共同納骨堂建設計画について。福地議員の共同墓地の質問に対し

町長の答弁を伺い、大いに安心をいたしました。私の周りでも早期建設を切望する

声が日に日に増しています。周りの方々からも、この共同納骨堂の建設に対しての

期待が大きく膨らんでいるという現実がございます。少子高齢化、人手不足問題等

を解決する一助になるのではないかと、先ほども町長も申されましたように、これ

はやはり１つの解決策にもなるかと私は信じています。人手不足解消のための移住

者などの不安要素、移住者が来るときにお墓の問題は必ず出ます。住宅の次にお墓
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はどうしようか、それが必ず出ますので、是非不安要素として、お墓の問題がある

ことを見逃してはならないということを私は思っています。あらゆる要素から共同

墓地納骨堂建設の必要性が顕著になっています。是非とも、建設計画が途中頓挫す

ることのないよう、建設基金等の創設や島外の利用者を募り、資金調達など政策は

これもまた職員の手の中にあるということを大いに活用して実践をし、早期実現に

取り組んでいただきたいと思います。これについては副町長、あなたがお金がない

からやめるというふうに足を引っ張らないように、あなたの方から是非お願いしま

す。 

○議長（沖野一雄君） 山下副町長。 

○副町長（山下哲博君） お答えいたします。 

大変今若者定住促進だとか、いろいろな関連でこの墓地は大変必要なことと思い

ます。もう龍野課長も、もう先を見越して年次計画も立てていることを引き継いで

いますので、早急に建設できると思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（沖野一雄君） ４番、林隆壽君。 

○４番（林 隆壽君） 力強いお言葉ありがとうございます。一番危なかったあなた

が。お金がないと言って途中で足を引っ張らないかと思って、もうそれが心配でし

た。是非、お願いいたします。 

最後に、田畑町長に一言申し上げます。農業は国の基であり、与論島が町として

形成される基礎であり基です。そのことを十分に御認識いただき、農業政策並びに

経済振興対策などの町政運営に取り組んでいただきますよう、強く希望いたしま

す。今、世界を見回してみるに、すでに食糧争奪戦が始まっていると言われていま

す。日本がいろいろな物資を買い付けに行っても、中国の買い占めや一番深刻なの

は農業に欠かせない化学肥料の原料は、ほぼ１００％輸入に頼っています。中国は

国内需要が増えたから日本には売ってやらない。ウクライナ戦争が、紛争が起こっ

てカリウムを依存していたロシアとベラルーシは、敵国の日本には売ってやらない

というふうに言っています。化学肥料の原料は日本に入ってこないので、価格は２

倍に膨れ上がって、もうつくれない配合肥料まで出てきていると言われています。

このままでは日本の慣行農業、化学肥料を使った農業ですね、慣行農業は成り立た

なくなるというふうに危惧されています。このような状況の中で，農業政策に本気

で対処していただき、また、町長が所信表明で述べられました「想いどぅ力」を、

与論町民全員の合言葉として浸透させていただき、与論町発展の大きな力になれば

と願う次第です。 

今回の監査委員からの指摘に「最小の経費で最大の効果を上げるようにしなけれ

ばならないとの地方自治運営の基本原則を常に念頭に置きつつ、業務に取り組む職
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場環境を構築するよう特に要請したい。」との指摘がございました。この際、職員

の皆さんへの原価意識というものを浸透させていただくよう、私からも要請をいた

します。「政策は役場職員の手の中にある」という町長のお言葉に、私なりに職員

の自主性、積極性、創造性に期待するのだなと理解をいたしました。ただし、信頼

される役場、親しまれる役場、期待される役場を是非実現していただいて、町民の

期待に応えていただきますよう御期待申し上げます。ただ、職員任せ、職員に丸投

げというものでは、何をか言わんやです。しっかりと町長として健全かつ大胆な町

政運営を行っていただきますよう御期待申し上げ、議員の任期はあと１年足らずで

すが、これから町長との議論を、また是々非々で議論をしていきたいと思いますの

で、よろしくお願いを申し上げます。 

最後に、町長のお考えをひとつお聞きをして、私の一般質問を終わります。 

○議長（沖野一雄君） 田畑町長。 

○町長（田畑克夫君） 今、最後に林隆壽議員からお言葉がありました。まさしく最小

な経費で最大の成果を得る、役場職員にもそういう意識改革をしていただいて、公

務員だから役場だから、いろいろな無駄があってもいいわという感覚ではなくて、

やはりここは、町民から頂いた税金とかいろいろなものがあって成り立っているわ

けですので、一般の町民は苦しみながらも、私たちここに立っている人たちが優遇

されるということないように、私自身も身を引き締め、林隆壽議員からありまし

た、ちゃんと開かれた政治、町政、職員に丸投げでなくて、当然私も一緒になって

汗をかいて、山下副町長そして中山教育長、三役一緒になってこの４年間頑張って

まいりたいと、また議会の上においては、やはり切磋琢磨でいろいろな議論を交わ

しながら、そこは後はノーサイドで本当に方向性を決めれば、オール与論ワンチー

ムで一緒にやっていければと思います。これからも御指導、御協力本当によろしく

お願いして、挨拶としたいです。本当にありがとうございました。 

○議長（沖野一雄君） ４番、林隆壽君。 

○４番（林 隆壽君） 御清聴ありがとうございました。 

○議長（沖野一雄君） ４番、林隆壽君の一般質問を終わります。 

これで全ての一般質問を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（沖野一雄君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

次は、１０月１２日本会議ですが、日程の都合により特に午後３時に繰り下げて

開くことにします。 

定刻まで御参集を願います。 

本日は、これで散会します。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後４時１０分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（121） 

 

 

 

 

令和５年第３回与論町議会定例会 

 

 

 

第 ３ 日 

 

令 和 ５ 年 １ ０ 月 １ ２ 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（122） 

令和５年第３回与論町議会定例会会議録 

令和５年１０月１２日（木曜日）午後２時５８分開議 

 

１ 議事日程（第３号） 

  開議の宣告 

第１ 認定第 １号 令和４年度与論町一般会計歳入歳出決算認定について 

第２ 認定第 ２号 令和４年度与論町国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳

出決算認定について 

第３ 認定第 ３号 令和４年度与論町と畜場特別会計歳入歳出決算認定について 

第４ 認定第 ４号 令和４年度与論町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

第５ 認定第 ５号 令和４年度与論町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

第６ 認定第 ６号 令和４年度与論町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について 

第７ 認定第 ７号 令和４年度与論町水道事業会計収入支出決算認定について 

第８ 議案第５２号 与論町手数料徴収条例の一部を改正する条例 

第９ 議案第５３号 令和５年度与論町一般会計補正予算（第７号） 

第10 陳情第 ７号 森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める意見書について

（環境経済建設常任委員長の報告） 

第11 陳情第 ８号 令和６年度 理科教育設備整備費等補助金予算計上について

のお願い（総務厚生文教常任委員長報告） 

第12 発議第 ２号 森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める意見書について

（野口靖夫ほか２人提出） 

第13 発議第 ３号 令和６年度 理科教育設備整備費等補助金予算計上について

のお願い（林隆壽ほか２人提出） 

第14 議員派遣の件 

第15 閉会中の継続審査・調査について 

総務厚生文教常任委員会、環境経済建設常任委員会、広報常任委員会、議会

運営委員会、港湾・空港整備促進特別委員会 

 

２ 出席議員（１０人） 

  １番 吉 田   剛 君      ２番 南   有 隆 君 

  ３番 林   敏 治 君      ４番 林   隆 壽 君 
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  ５番 喜 山 康 三 君      ６番 福 地 元一郎 君 

  ７番 大 田 英 勝 君      ８番 野 口 靖 夫 君 

  ９番 原   栄 徳 君     １０番 沖 野 一 雄 君 

 

３ 欠席議員（０人）      欠員（０人） 

 

４ 地方自治法第１２１条による出席者（１８人） 

町    長 田 畑 克 夫 君  副 町 長 山 下 哲 博 君 

教 育 長 中 山 義 和 君  総務企画課長補佐 町   聡 志 君 

会計管理者兼会計課長 朝 岡 芳 正 君  税 務 課 長 久 野 泰 司 君 

町民生活課長 龍 野 勝 志 君  健康長寿課長 林   末 美 君 

産 業 課 長 堀 田 哲 也 君  耕 地 課 長 竹 村 栄 作 君 

商工観光課長 松 村 靖 志 君  建 設 課 長 裾 分 望 嗣 君 

水 道 課 長 仁 禮 和 男 君  環 境 課 長 大 馬 福 徳 君 

教育委員会生涯学習課長補佐 林   健太郎 君  与論こども園長 吉 田 朋 子 君 

茶花こども園長 富   千加代 君  児童発達支援センター副所長 川 北 英 代 君 

 

５ 議会事務局職員出席者（２人） 

事 務 局 長 町   健司郎 君  書    記 池 田 レ ミ 君 
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開議 午後２時５８分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（沖野一雄君） これから、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 認定第１号 令和４年度与論町一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第２ 認定第２号 令和４年度与論町国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳

出決算認定について 

日程第３ 認定第３号 令和４年度与論町と畜場特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第４ 認定第４号 令和４年度与論町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

日程第５ 認定第５号 令和４年度与論町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

日程第６ 認定第６号 令和４年度与論町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について 

日程第７ 認定第７号 令和４年度与論町水道事業会計収入支出決算認定について 

○議長（沖野一雄君） 日程第１、認定第１号「令和４年度与論町一般会計歳入歳出決

算認定について」から日程第７、認定第７号「令和４年度与論町水道事業会計収入

支出決算認定について」までの７件を一括議題とします。 

決算審査特別委員会の審査の結果は、お手元に配りました委員会審査報告書のと

おりです。 

これから、認定第１号について討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 討論なしと認めます。 

これから、認定第１号、令和４年度与論町一般会計歳入歳出決算認定についてを

採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

この決算に対する委員長の報告は、「認定」とするものです。 

認定第１号、令和４年度与論町一般会計歳入歳出決算認定については、委員長の

報告のとおり、認定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（沖野一雄君） 起立多数です。 

したがって、令和４年度与論町一般会計歳入歳出決算認定については、認定する

ことに決定しました。 

次に、認定第２号について討論を行います。討論はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 討論なしと認めます。 

これから、認定第２号、令和４年度与論町国民健康保険特別会計（事業勘定）歳

入歳出決算認定についてを採決します。 

この決算に対する委員長の報告は、「認定」とするものです。 

お諮りします。認定第２号は、委員長の報告のとおり、認定することに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、令和４年度与論町国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出決算

認定については、認定することに決定しました。 

次に、認定第３号について討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 討論なしと認めます。 

これから、認定第３号、令和４年度与論町と畜場特別会計歳入歳出決算認定につ

いてを採決します。 

この決算に対する委員長の報告は、「認定」とするものです。 

お諮りします。認定第３号は、委員長の報告のとおり、認定することに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、令和４年度与論町と畜場特別会計歳入歳出決算認定については、認

定することに決定しました。 

次に、認定第４号について討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 討論なしと認めます。 

これから、認定第４号、令和４年度与論町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算認定についてを採決します。 

この決算に対する委員長の報告は、「認定」とするものです。 

お諮りします。認定第４号は、委員長の報告のとおり、認定することに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、令和４年度与論町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につ
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いては、認定することに決定しました。 

次に、認定第５号について討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 討論なしと認めます。 

これから、認定第５号、令和４年度与論町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついてを採決します。 

この決算に対する委員長の報告は、「認定」とするものです。 

お諮りします。認定第５号は、委員長の報告のとおり、認定することに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、令和４年度与論町介護保険特別会計歳入歳出決算認定については、

認定することに決定しました。 

次に、認定第６号について討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 討論なしと認めます。 

これから、認定第６号、令和４年度与論町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定についてを採決します。 

この決算に対する委員長の報告は、「認定」とするものです。 

お諮りします。認定第６号は、委員長の報告のとおり、認定することに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、令和４年度与論町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

ては、認定することに決定しました。 

次に、認定第７号について討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 討論なしと認めます。 

これから、認定第７号、令和４年度与論町水道事業会計収入支出決算認定につい

てを採決します。 

この決算に対する委員長の報告は、「認定」とするものです。 

お諮りします。認定第７号は、委員長の報告のとおり、認定することに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、令和４年度与論町水道事業会計収入支出決算認定については、認定

することに決定しました。 

ここで、決算審査特別委員長の発言を許します。 

４番、林隆壽君。 

○４番（林 隆壽君） 決算審査の結果、次のことを意見として集約しましたので、議

長から執行機関の長に申し入れてくださるようお願いします。 

意見１ 地域おこし協力隊の活用が地域産業の振興に大きく役立つものと考える。

活用の構想を練り、地域産業との融合を図り、協力隊の募集に積極的に取り

組むこと。 

ふるさと納税の返礼品では、係る費用を抑える工夫や、魅力ある商品の開

発、組み合わせなど、納税意欲の高まる返礼品の開発に取り組むこと。 

消防業務には、支障がないよう人員の確保が必要である。また、防災避難

所として使用の地域公民館施設の防災強化に取り組むこと。 

２ 町民の納税意識の向上に努めること。 

納税者の理解を深め、滞納者へ意識させる督促の工夫など、不納欠損が生

じないよう納税相談を進めていくこと。 

３ 福祉のサービスは、全体へのサービスと個々のニーズに応えていく必要が

ある。限られた人員ではあるが、全ての町民がサービスを享受できるよう改

善や、制度の活用に努めること。また、集落サロンの活動を充実させ、高齢

者の心身の健康増進に努めていくこと。 

４ 塵芥処理施設の建物・設備などは修繕に大きな費用がかかる。施設を適正

に管理運営し、施設の延命、ランニングコストの軽減に努めること。 

景観条例制定への情報の公開と早期制定に努めること。 

５ デジタルチェックインシステムを有効活用し、集積できたデータをもとに

観光戦略を立て、早期に取り組んで、持続可能な観光地としての方向性を示

し、導くよう取り組むこと。 

渚の交番は、地域住民・事業者との意思疎通を行い、理解を得て進める努

力をすること。また、進捗に変化や計画の変更があった場合は、内容や状況

の説明を関係機関に行い、情報を共有し進めること。 

６ 高校存続のため離島留学受け入れに取り組んでいただきたい。施設の建設

や設置、管理者を置くなど、今までの経験を生かした新たな取り組みを進め

ること。 

トイレの改修が必要な学校が見受けられる。計画的に取り組むこと。 
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１人１台端末が、さらに有効活用できるよう取り組むこと。 

７ 魅力ある観光地構築のため、放置されている廃船・漁船等の対策、対応が

必要となっている。 

与論港待合所が、活発に活用されるよう対策を講じること。 

住宅不足であり、朝戸地区に住宅の整備など、住居不足の対策を進めるこ

と。 

８ 不納欠損の生じている分担金について、適切な処理を行うこと。 

ため池・コイン給水施設の水質検査について、疑念のないよう検査を行う

とともに施設の維持管理に努めること。 

９ 有害鳥獣やミカンキジラミ等の駆除や防除の事業は、引き続き事業を継続

し、根絶する努力をすること。 

特産品開発においては、成果の見える取り組みを意識して進めること。 

死亡獣蓄処理については、国や県に補助事業制定を引き続き要望し、現状

の改善に努めること。 

１０ 浄水施設新プラント建設に向けた取り組みや、漏水対策としてスマート

メーターの導入など取り組んでいくこと。 

以上、意見申し入れます。 

○議長（沖野一雄君） ただいま決算審査特別委員長から申し入れのあった決算審査特

別委員会の委員会審査報告書に付されている意見は、本議会の意見として執行機関

の長に申し入れることにしたいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、決算審査特別委員会の委員会審査報告書に付されている意見は、本

議会の意見として、執行機関の長に申し入れることを決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第８ 議案第５２号 与論町手数料徴収条例の一部を改正する条例 

○議長（沖野一雄君） 日程第８、議案第５２号「与論町手数料徴収条例の一部を改正

する条例」を議題とします。 

本案についての提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 議案第５２号、与論町手数料徴収条例の一部を改正する条例に

ついて提案理由を申し上げます。 

本条例は，鹿児島県屋外広告物条例の規定による許可申請等に係る手数料を新た
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に規定するため、所要の改正をするものです。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（沖野一雄君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） 鹿児島県の広告物条例の件で、これの手数料について伺いたい

のですが、改正前は空欄で、今回ここに急に出てきているのですが、どういうわけ

でこういうことになるのですか。 

○議長（沖野一雄君） 裾分建設課長。 

○建設課長（裾分望嗣君） お答えいたします。 

今回の改定内容については、屋外広告物の許可事務について平成１５年４月から

県から権限移譲されています。島外事務に係る費用について、受益者負担の観点か

ら本来は申請者が手数料として納めるべきものですが、本町はその手数料の規定が

なかったため、今般規定するというように条例を出していただいています。 

○議長（沖野一雄君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） 私も県の方に電話をかけて問い合わせをしたのですが、やはり

平成１５年に与論町が移譲されているけど、その後どういう具合になっているのか

なということでちょっとわからないで聞いたら、これについて細かい規則はつくら

れているのかどうか、そのあたりはいかがでしょうか。 

○議長（沖野一雄君） 裾分建設課長。 

○建設課長（裾分望嗣君） お答えいたします。 

鹿児島県の屋外広告物の手引きというのがありまして、その中にいろいろな立て

看板なり細かく第１種禁止区域とか、そういうところで何平米以内なら許可は必要

ありませんよとか、そういう細かい規定はたくさんあります。その場所場所によっ

てですね。 

○議長（沖野一雄君） ５番、喜山康三君。 

○５番（喜山康三君） 空港とか港湾とかの場合は、広告物は一切禁止されているとい

うのは前から聞いているのですが、これ以外の与論町の区域がどういう規制をされ

ているかということの細かい条例というか規則はつくられていますか。 

○議長（沖野一雄君） 裾分建設課長。 

○建設課長（裾分望嗣君） 与論町としてはそういう条例はありませんので、鹿児島県

の屋外広告物のその条例に則ってやっていくということです。 

○議長（沖野一雄君） ５番、喜山康三君。 
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○５番（喜山康三君） 与論全域を見渡すと琴平神社の界隈をはじめ、文化施設ですよ

ね、いわゆる城跡として、その場所とか百合ヶ浜のところに修学旅行の何か石碑に

書いたものとかですね、それからいろいろな場所場所に広告物なんかがあるのです

が、これについては、やはり与論町が独自に一定の規則をつくるという必要がある

ということで県にお尋ねしたら、そういうところはまた区域の指定は与論町がやる

べきだというような考えのことを受けたのですが、是非これについても細かい規制

の、ある程度の区域を設定した形の規制は行うべきではないかと、それについて私

が知り得る範囲ではそのように理解しているのですが、副町長いかがですか。 

○議長（沖野一雄君） 山下副町長。 

○副町長（山下哲博君） お答えいたします。 

この広告物の与論町手数料徴収条例の広告に関しては、一応県の定めに準じて行

いたいと思いますが、喜山議員が先ほど私のところにおいでいただいて、こういう

ことはどうする、細かい件については今後またいろいろ検討したいというふうに思

います。以上です。 

○議長（沖野一雄君） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第５２号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第５２号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第５２号、与論町手数料徴収条例の一部を改正する条例を採決し

ます。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第５２号、与論町手数料徴収条例の一部を改正する条例は、原

案のとおり可決されました。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第９ 議案第５３号 令和５年度与論町一般会計補正予算（第７号） 

○議長（沖野一雄君） 日程第９、議案第５３号「令和５年度与論町一般会計補正予算

（第７号）」を議題とします。 

本案についての提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（田畑克夫君） 議案第５３号、令和５年度与論町一般会計補正予算（第７号）

について提案理由を申し上げます。 

歳入に、雑入２２万５０００円を追加しています。 

次に歳出としまして、保健体育総務費２２万５０００円を追加しています。 

歳入歳出予算にそれぞれ２２万５０００円を追加し、一般会計予算総額５２億７

７６３万６０００円となっています。 

御審議され、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明としま

す。 

○議長（沖野一雄君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

３番、林敏治君。 

○３番（林 敏治君） この補助金は、全国で相撲教室を開催されていると聞いていま

す。来る１０月２８日に琴平神社で子供たちの少年相撲教室がされるということを

私は聞いていますが、これに鹿児島県志布志市の出身の千代鳳、現在大山親方がい

らっしゃって指導をするというふうに聞いています。そういうことで、この２２万

５０００円をどのような使い道にされるのか、それをお聞きしたいと思います。 

○議長（沖野一雄君） 林教育委員会生涯学習課長補佐。 

○教育委員会生涯学習課長補佐（林 健太郎君） 御質問ありがとうございます。 

本イベントの使用の内容につきまして御説明いたします。歳入と歳出同額ずつ組

んでいますが、歳出の方は町の体育協会への補助金として支出予定です。その支出

の中身といたしましては、いざというときの看護師さんへの謝金、それから連盟の

講師の派遣旅費、それから賞状、ファイル、切手等の消耗品費、そして参加者の昼

食代や飲料代、そして会場の利用料、あとケガをしたときのスポーツ安全保険料、

それから必要な振込手数料などを組んでおりまして、トータルで２２万５０００円

となっています。 

○議長（沖野一雄君） ３番、林敏治君。 

○３番（林 敏治君） 内容についてはわかりましたが、このことは全国で相撲大会の

教室をされているということで、この与論町は相撲に関しての情熱があり、千代ノ
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皇というすばらしい力士が出ていますが、このことはもう子供たちが最近燃えてい

て、この与論から手を挙げて、私はここの与論町に持ってきたということを聞いて

います。ですので、是非この大会をひとつしっかり応援していただいて、今後とも

ひとつ、またこういったせっかくの補助金ですので、有効に使っていただきたいと

思います。以上です。 

○議長（沖野一雄君） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第５３号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第５３号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第５３号、令和５年度与論町一般会計補正予算（第７号）を採決

します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第５３号、令和５年度与論町一般会計補正予算（第７号）は、

原案のとおり可決されました。 

－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１０ 陳情第７号 森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める意見書につい

て（環境経済建設常任委員長の報告） 

○議長（沖野一雄君） 日程第１０、陳情第７号「森林環境譲与税の譲与基準の見直し

を求める意見書について」を議題とします。 

環境経済建設常任委員長の報告を求めます。 

８番、野口靖夫君。 

○８番（野口靖夫君） ただいま議題となり、当委員会に付託されました「陳情第７号、

森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める意見書について」、審査の経過と結果
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を御報告申し上げます。 

当委員会は、１０月３日火曜日午後３時から、全委員出席のもと開催し、庁舎２

階委員会室で審査いたしました。 

本陳情は、森林の多い鹿児島県において、防災上の観点からも関心を持つべき内

容であり、陳情の趣旨を審査した結果、全会一致で採択すべきものと決定いたしま

した。 

以上で、当委員会に付託されました陳情の審査の経過と結果についての報告を終

わります。 

○議長（沖野一雄君） 環境経済建設常任委員長報告を終わります。 

環境経済建設常任委員長報告に対する質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 質疑なしと認めます。これで環境経済建設常任委員長報告に対

する質疑を終わります。 

これから、陳情第７号、森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める意見書につ

いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 討論なしと認めます。 

これから、陳情第７号、森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める意見書につ

いてを採決します。 

この陳情に対する委員長報告は、「採択」です。 

お諮りします。この陳情は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、陳情第７号、森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める意見書に

ついては、採択することに決定しました。 

－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１１ 陳情第８号 令和６年度 理科教育設備整備費等補助金予算計上につい

てのお願い（総務厚生文教常任委員長報告） 

○議長（沖野一雄君） 日程第１１、陳情第８号「令和６年度 理科教育設備整備費等

補助金予算計上についてのお願い」を議題とします。 

総務厚生文教常任委員長の報告を求めます。 

４番、林隆壽君。 

○４番（林 隆壽君） ただいま議題となり、当委員会に付託されました、「陳情第８
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号、令和６年度 理科教育設備整備費等補助金予算計上についてのお願い」の審査

の経過と結果を御報告いたします。 

当委員会は、１０月３日火曜日午後３時１５分から、全委員出席のもと、役場庁

舎２階会議室で審査いたしました。 

本陳情は、本町所管の小・中学校の理科教育環境改善のため、令和６年度理科教

育整備予算の計上をお願いする陳情です。 

本町において所管する教育委員会事務局杉田課長補佐の同席を願い、総務厚生文

教委員会委員全員の出席の上、検討を行いました。 

理科教育設備整備費等補助金事業は、小中高の観察・実験機器の整備拡充のため

の国庫補助事業ですが、補助を受ける自治体・学校法人が総事業費の半分を負担す

る事業である。本町の小中学校においても、観察・実験機器の不足があることか

ら、理科教育設備整備費等補助金事業への積極的な取り組みを図り、予算の増額計

上を行い、理科教育環境向上に努めることが必要であるとの結論に達し、全会一致

で本件を採択することとしました。 

以上で、当委員会に付託された陳情の審査の経過と結果についての報告を終わり

ます。 

○議長（沖野一雄君） 総務厚生文教常任委員長の報告を終わります。 

総務厚生文教常任委員長報告に対する質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 質疑なしと認めます。これで、総務厚生文教常任委員長報告に

対する質疑を終わります。 

これから、陳情第８号、令和６年度 理科教育設備整備費等補助金予算計上につ

いてのお願いについて討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 討論なしと認めます。 

これから、陳情第８号、令和６年度 理科教育設備整備費等補助金予算計上につ

いてのお願いを採決します。 

この陳情に対する委員長報告は、「採択」です。 

お諮りします。この陳情は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、陳情第８号、令和６年度 理科教育設備整備費等補助金予算計上に

ついてのお願いは、採択することに決定しました。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１２ 発議第２号 森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める意見書につい

て（野口靖夫ほか２人提出） 

○議長（沖野一雄君） 日程第１２、発議第２号「森林環境譲与税の譲与基準の見直し

を求める意見書について」を議題とします。 

本案について趣旨説明を求めます。 

８番、野口靖夫君。 

○８番（野口靖夫君） 発議第２号。提出者、与論町議会議員、野口靖夫。賛成者、与

論町議会議員、林隆壽、同じく与論町議会議員、大田英勝。 

森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める意見書を、別紙のとおり与論町議会

会議規則第１４条の規定により提出いたします。 

提案理由を申し上げます。 

早急な整備を必要とする森林を抱える地方自治体において、森林の有する水資源

及び国土保全などの多面的機能を維持し、再造林を含めた林業政策を強力に推進す

る必要があることから、令和元年度に導入された森林環境譲与税について、森林の

多い市町村への配分を高めるような譲与基準の見直しを求めるものである。 

このため、地方自治法第９９条の規定により、関係行政庁に意見書を提出しよう

とするものです。 

よろしくお願いします。 

○議長（沖野一雄君） これで趣旨説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。発議第２号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員会

付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、発議第２号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 討論なしと認めます。 

これから、発議第２号、森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める意見書につ
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いてを採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、発議第２号、森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める意見書に

ついては、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１３ 発議第３号 令和６年度 理科教育設備整備費等補助金予算計上につい

てのお願い（林隆壽ほか２人提出） 

○議長（沖野一雄君） 日程第１３、発議第３号「令和６年度 理科教育設備整備費等

補助金予算計上についてのお願い」を議題とします。 

本案について趣旨説明を求めます。 

４番、林隆壽君。 

○４番（林 隆壽君） 発議第３号。提出者、与論町議会議員、林隆壽。賛成者、与論

町議会議員、野口靖夫、同じく賛成者、大田英勝。 

令和６年度 理科教育設備整備費等補助金予算計上についてのお願い。上記の議

案を、別紙のとおり与論町議会会議規則第１４条の規定により提出いたします。 

提案理由を述べます。 

理科教育においては、ますます観察・実験が重視され、学習指導要領の中で、小

中ともに「環境整備に十分配慮すること」という一文が加えられました。観察・実

験重視の視点から、これが十分実施できる理科教育環境整備に対する対応が重要で

あることが論じられています。理科教育設備整備費等補助金事業は、小中高の観

察・実験機器の整備拡充のための国庫補助事業であるが、補助を受ける自治体が、

総事業費の半分を負担する事業となっており、自治体間の格差が生じています。 

つきましては、積極的に補助事業を活用いただき、理科教育環境向上のため、

「令和６年度理科教育設備整備予算の計上」「観察実験に伴う消耗品についての十

分な予算措置」「理科観察実験が十分に行える場所（理科室）の確保」「実験支援

員の配置」について取り組んでいただけますようお願いします。 

観察・実験こそ理科教育の基本であります。小・中・高等学校理科教育環境向上

のため、与論町及び与論町教育委員会に対し、「お願い」文書を提出し、積極的な

予算措置と要望するものです。 

以上です。 

○議長（沖野一雄君） これで趣旨説明を終わります。 

これから質疑を行います。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。発議第３号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員会

付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、発議第３号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 討論なしと認めます。 

これから、発議第３号、令和６年度 理科教育設備整備費等補助金予算計上につ

いてのお願いを採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、発議第３号、令和６年度 理科教育設備整備費等補助金予算計上に

ついてのお願いは、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１４ 議員派遣の件 

○議長（沖野一雄君） 日程第１４、議員派遣の件を議題とします。 

お諮りします。議員派遣の件については、お手元に配りましたとおり、派遣する

ことにしたいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議員派遣の件は、お手元に配りましたとおり、派遣することに決定

しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１５ 閉会中の継続審査・調査について 

○議長（沖野一雄君） 日程第１５、閉会中の継続審査・調査についてを議題とします。 

総務厚生文教常任委員会・環境経済建設常任委員会・広報常任委員会、議会運営

委員会、港湾・空港整備促進特別委員会の各委員長から、お手元に配りました申出
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書のとおり、閉会中の継続審査・調査の申出があります。 

お諮りします。各委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査・調査とすること

に御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（沖野一雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、各委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査・調査とすることに

決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（沖野一雄君） これで、本日の日程は、全部終了しました。 

会議を閉じます。 

令和５年第３回与論町議会定例会を閉会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後３時４０分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 
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